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本日の会議に付した事件 

 

                      平成２５年第２回山元町議会定例会 （第２日目） 

                      平成２５年６月１３日（木）午前１０時 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 一般質問 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（阿部 均君）ただいまから、平成２５年第２回山元町議会定例会第２日目の会議を開きま

す。 

これから本日の会議を開きます。 

      産業振興課長寺島一夫君から、本日の会議を欠席、同課農政班長大和田敦君が出席す

る旨の届け出があります。 

      本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１２４条の規定によって、２番岩佐哲也君、

３番渡邊 計君を指名します。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議長諸報告を行います。 

      一般質問通告書の受理。岩佐哲也君ほか８人の議員から一般質問の通告を受理したの

で、その一覧表を配布しております。 

      これで議長諸報告を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第２．一般質問を行います。 

      一般質問の発言時間は、山元町議会先例９５番により質問時間は４０分以内とし、同

先例９７番により通告順に発言を許します。 

      なお、山元町議会基本条例第６条の規定により、原則一問一答です。質問は論点を整

理して、答弁は簡明にされますようお願いいたします。 

                                             

議 長（阿部 均君）２番岩佐哲也君の質問を許します。岩佐哲也君、登壇願います。 

 ２番（岩佐哲也君）おはようございます。 

      平成２５年第２回山元町定例議会におきまして、大綱３点、細部１０点、細項目１０

点にわたりまして第１回目の質問をさせていただきます。 

      まず１件目でございますが、議会で採択された請願の取り扱いについてでございます。 

      請願は、町住民が町との話し合いや口頭による要望、あるいは陳情だけではなかなか

らちが明かず、議員の紹介を通じまして行政執行者にその願いを聞いていただく、そし

て実現してほしいということで住民に与えられた基本的人権の重要な一つの部分でござ
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います。 

      そういったことで、住民の思いの詰まった重い請願でございますが、請願法第５条に

おいて、町長は議会で採択された案件については誠実に対応しなければならないと規定

がされております。 

      そこでお尋ねします。まず１点目、二元代表制のもとで、議会で採択された請願の対

応について、基本的に町長はどういう姿勢でお考えになっているのかをお伺いするもの

であります。 

      それから２点目、昨年の９月の定例議会におきまして、この２地区の集団移転先の要

望については了解という回答がありました。その後、それに基づきまして両地区代表と

詰めていくというような話がありました。その後、今回の請願を受けて回答いただいた

ものを見ますと、後退した回答が書面でなされております。一体、当時の当初の方針が

変更になったのかどうか、変えたとすればどういう理由なのかを明確にお伺いするもの

であります。 

      それから３点目、我が町の防災集団移転、いろいろ３地区に限定して５０戸以外でな

ければそれ以外の地区は認めないという話を再度されておりますが、それの法的な根拠

はどこにあるか。我が町では、都市計画市街化調整区域の指定はなされていないし、そ

れに関する条例も制定されていないはずでありまして、これは参考までにはなるかもし

れませんが、法的には根拠がない。数字の上で法的根拠があるのは、防災集団移転の５

戸以上は認めるという国の法律がなされています。この法律を無視といいますか、参考

にしないでその１０倍の５０戸以下はいかんというのは、どういう法的な根拠に基づい

ての判断なのかをお伺いするものであります。 

      それから大綱の２番目、産業振興と居住地の問題でございます。 

      今、町は宮城大学さんに依頼をし、産業振興を図っておられます。これは非常に今後

の町の発展のためにも、人口流失防止のためにも、あるいは所得向上のためにいろんな

意味で重要な施策であると思いますが、まず１点、まちづくりの重要な柱の一つとして

産業振興があると思いますが、この産業振興の位置づけを町長はどんなふうにまちづく

りの中での位置づけとしてお考えになっているか、まず基本的なことをお伺いするもの

であります。 

      それから２点目、やはり産業の中でも企業誘致やらいろんなことがあろうと思います

が、まず我が町の産業は一次産業が重要な位置を占めていると思います。基幹産業であ

ります。そういったことで農業やら漁業の振興策、あるいはその農業、漁業に従事する、

あるいはやるのはアイデアもいろいろあろうかと思いますが、やはり基本なのは人であ

ります。住民であります。その方たちが農業や漁業をやりやすいような環境をつくるの

が町の大きな仕事ではなかろうかと。そういう意味では、仕事をやりやすい場所で居住

地を安全な場所を確保してあげると、それで頑張っていただくということが必要であろ

うと思います。そういう意味で、農業や漁業と居住地の関係をどんなふうにお考えにな

っているかお伺いするものであります。 

      ３点目、そういったことで漁業や農場へ近いところに住居を考えるべきだと思います

が、どういうお考えかをお尋ねするものであります。 

      それから４番目、宮城大学さんで産業振興セミナーを５月１９日にやりました。鈴木

先生のお話の中に「山元町に贈る言葉」というものが最後のフレーズでありました。こ
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れは１９６１年にアメリカのケネディ大統領が、若くして大統領に就任したときの演説

の中の有名なフレーズの中の２つの部分の２番目の方の言葉でありますが、これを町長

はお聞きになったと思うのですが、これをどう受け止められたかお伺いするものであり

ます。 

      それから３番目、多重防御についてでございますが、先の３月の議会でも安全・安心

をテーマに私も質問させていただきましたが、その中で一つ、防災緑地がいまいち不透

明で、計画がどうも進んでいないような印象でございました。その後どうなっているの

か、まちづくりの基本、住民の安全・安心を守るのが一番最初にやらなければならない

ことだろうと思います。もちろんいろんな項目があろうかと思いますが、最重要課題だ

ろうと私は思っておりますが、１線堤の海岸といえば国で進めておいていただいていま

すが、その内側である防災緑地の計画がどうも見えない。とにかく防災、安全を確保し

ないうちに、もちろん住宅が優先で進めなければなりませんが、関連して住宅の安全、

住民の安全を確保する上でも防災緑地は大事な問題だろうと思うので、一体計画がどう

なっているのか。 

      それから、２番目としては同じような観点から、県道相馬亘理線は従来よりも１メー

トル低くなっていると。あるいは隣の市町村から見ると半分ぐらいの高さだという、非

常にそういった意味では不安要素があります。安全・安心を確保するためにはどうする

のかということで先月の議会でも取り上げさせていただきましたが、その後、町長の回

答では国・県と交渉するというような前向きの回答をいただいております。その後どう

なのかをお伺いするものであります。 

      そういったことで、３点目としましては町民の安全・安心確保のための県道相馬線の

かさ上げについて。まず、前回の説明では費用対効果というものが１メートル低くなっ

た理由としてされていますが、これは担当課長の話という形なのかもしれませんが、こ

ういうことが私は３回、４回、担当課から聞きましたけれども、そういう話を何回も聞

くということは、町全体あるいは町長が承認されている認識なのかなということで、こ

れは非常に大きな問題で、町民の安心・安全、あるいは町道を守るということが基本で

ございます。そういったことに対する町長のお考えを再度この場で、６月議会でお尋ね

するものであります。よろしくお願いします。 

議 長（阿部 均君）町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）改めて、おはようございます。岩佐哲也議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、議会で採択された請願の取り扱いについての１点目、二元代表制のもと、

議会で採択された請願の対応についてですが、地方自治体の首長及び議員は、ともに住

民から選挙で選ばれており、首長は執行機関の代表として、あるいは議員はその議決機

関の一員として議会を構成し、それぞれの機関に与えられた権限の範囲の中で、互いに

緊張感を保ちながら住民福祉の向上に努力しているところであります。 

      請願は、住民が国や地方公共団体に対して選挙以外の場で意見を政治に反映させる手

段となるものであります。また、請願書は地方自治法の規定に基づき、議員の紹介によ

り議会に提出され、議会意思としての意思決定を経て町に送付されることを踏まえ、執

行機関としてはその意思を十分尊重した上で、適切に対応していくことが肝要であると

考えております。 

      次に、２点目、磯区・笠野区の集団移転に関する取り扱い方針についてですが、町と
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しましてはこれまで、まずは新山下駅周辺地区、新坂元駅周辺地区及び宮城病院周辺地

区の３市街地の整備を優先して進める一方、それ以外の地区への集団移転の要望があっ

た場合には、５０戸以上の集落形成が見込まれる場合に移転希望先の宅地開発を検討す

るとの方針をお示ししてきております。笠野及び磯区の代表から提出された請願書が本

年３月の定例会において採択されたことにつきましては、真摯に受け止めているところ

ですが、町としましてはマンパワー及び予算が限られる中、まずは復興計画に位置づけ

られた３地区の新市街地整備を軌道に乗せることにエネルギーを傾注することとしてお

り、このことはこれまで累次にわたりお話ししているところであります。このことから

両地区の防災集団移転につきましては、新市街地整備に一定の道筋をつけた上で、しか

るべき時期に震災復興計画等との整合性を考慮の上、条件整理をしながら検討してまい

りたいというふうに考えております。 

      次に、３点目、我が町の防災集団移転先５０戸に係る法的根拠についてですが、都市

計画法では市街化調整区域における開発許可の基準として、市街化区域と隣接し、また

は近接し、おおむね５０以上の建築物が連担している区域について許可するとしており

ます。この趣旨は、５０戸以上の連担性がない開発を容認した場合、新たな公共投資の

必要性が生じること、及び市街地の無秩序な拡大が生じることなどの理由から開発を抑

制しているものであります。山元町においては、市街化調整区域の設定をしておりませ

んので、この基準が必ず適用されるものではありませんが、持続可能なコミュニティの

形成等といった震災復興計画の方針から、５０戸以上という基準を設けているところで

あります。 

      次に、大綱第２、産業振興と居住地についての１点目、まちづくりの重要な柱の一つ

である産業振興策についてですが、産業振興は山元町の生活と暮らしを支える極めて重

要なものであると認識しております。このため、町といたしましては農林水産業を初め

とした各産業の振興と雇用及び観光振興、交流人口の拡大による町の復興を目指し、産

業振興基本計画の策定に取り組んでいるところであります。 

      次に、２点目、農業、漁業の振興と農業、漁業従事者の居住地との関係についてです

が、町としましては震災復興計画において、山元町ブランド産業の復興を掲げる中、特

産品である仙台イチゴやリンゴ、ホッキ貝等を擁する第一次産業の振興はとりわけ重要

であると考えております。一方、震災復興計画におきましては、東部地域において第一

次産業用地ゾーンを形成するとともに、農業や漁業に従事されている方につきましては、

住宅を安全な地域に移転していただき、食住分離を促すこととしております。住宅の移

転に伴い、漁業及び農業に従事されている方は仕事場まで通勤する形になると考えられ

ます。このため、確かに仕事に関しては不便になる部分も出てまいります。しかし、そ

れ以上に安全性の確保とあわせて良好な住環境が整備され、利便性や快適性を享受いた

だくことができると考えております。 

      次に、３点目、農業、漁業従事者のやる気をそがないための対応についてですが、磯

区及び笠野区の住民の方が働く場所に尐しでも近いところに移転したいとの思いを持っ

ておられることは承知しております。一方、町としましては先ほど説明しましたとおり、

持続可能なコミュニティ形成との観点から、５０戸以上の集落形成が見込まれる場合に

移転希望先の宅地開発を検討することとしておりますので、ご理解いただきますようお

願いいたします。 
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      次に、４点目、産業振興復興セミナーでの「山元町に贈る言葉」についてですが、去

る５月１９日、第２回の産業振興復興セミナーにおいて、県庁時代の同僚である講師の

鈴木教授が、締めくくりの言葉としてケネディ大統領の言葉を引用されたものでありま

す。訳しますと、「物をなくせば小さいものを失う。絆をなくせば大きいものを失う。し

かし、勇気、チャレンジ精神を失えば全てを失う」というものであろうかと思います。

鈴木教授は海外の名言集を参考に、山元町民の皆さんに勇気を持って挑戦しましょう、

勇気を持って立ち向かってほしいというメッセージを贈りたかったものと受け止めてお

ります。私自身といたしましても、産業振興を進める上でも町民の皆様との絆、あるい

は信用、これは大変重要であることは認識しております。いちご団地整備事業や農地整

備事業、水産施設整備事業など、重要な復興事業を鋭意、展開しているところでありま

す。今後も町民の皆様のご意見に真摯に耳を傾けながら、町の産業全般の発展のために

積極的に取り組んでまいる所存であります。 

      大綱第３、多重防御についてのご質問の１点目、町民の安全・安心確保の上から、急

ぎでやるべき海岸防災緑地帯の造成についてですが、幅２００メートル以上を確保する

ことで減災が期待される沿岸の防潮林につきましては、現在、牛橋河口南側の花釜地区

から林野庁が復旧を始めているところでありますが、災害瓦れきの二次処理プラントや

仮置きをしている部分については撤去後の復旧となり、全ての復旧が終わるのは平成３

２年となる見込みであります。しかし、一方で多重防御施設としての築山は、津波減勢

の効果を証明するための根拠となる有効なデータがなく、交付金事業として認められな

い状況であり、本町に先駆け交付金事業として築山を整備している岩沼市の千年希望の

丘も、築山を避難場所として整備しているとのことであります。このことから、築山に

つきましては防災公園に避難施設として整備することを検討しており、現在、千年希望

の丘を参考に必要性の取りまとめを進めております。 

      防潮林の２００メートルに満たない箇所と防災公園の事業用地につきましては、防災

集団移転促進事業で町が買い取った土地を、現在進めている東部地区の農地整備事業に

よりまとまった土地に成形して踏み出していく予定ですので、農地整備の進捗に合わせ、

できるだけ早いタイミングで整備を始めたいと考えております。 

      次に、２点目及び３点目の県道相馬亘理線のかさ上げ高についてですが、県道相馬亘

理線の道路高は津波シミュレーションによる検証を踏まえ、標準的な区間においておお

むね高瀬川水路に係る陸橋周辺から北側でＴＰ、これは東京湾の海面推移、全国の標高

の基準となる海水面の高さのことをいうわけでございますけれども、このＴＰプラス５

メートル、南側でＴＰプラス４メートルになる見込みであります。これは全区間をＴＰ

プラス５メートルで整備した場合と比較し、県道より西側エリアの津波の浸水範囲に大

きな差がないことが確認されたことを踏まえ、復興庁及び県と協議調整したものであり

ます。 

      道路高につきましては、本年１月の東日本大震災災害対策調査特別委員会の席上、県

仙台土木事務所長が説明しているところでございます。３月定例会以降に改めて土木事

務所に確認しましたところ、道路高に変更がないとの回答を得ているところであります。 

      なお、坂元川から戸花川の区間における道路高は、河川堤防及び橋桁の高さの関係上、

１線堤の高さ７メートル２０を超えるＴＰプラス９．５から１０．５メートル程度とな

り、その前後区間においてのすりつけのため勾配が生じますことから、数百メートルの
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区間においてＴＰプラス４メートルを超える道路高が確保される見込みであり、一定の

津波減勢効果が期待できることも改めて確認しております。町としましてはレベル１の

津波、すなわち数十年から百数十年に一度の津波はＴＰプラス７．２メートルの１線堤

の海岸堤防で防ぐことができると考えております。一方、今次津波のようなレベル１の

津波をはるかに上回り、１線堤を超えるレベル２の津波に対しては、２線堤である県道

により内陸の浸水深の低減や浸水域での流速の減勢、津波到達の遅延を図るとともに、

避難路整備等を組み合わせることで人命や町道を守る多重防御を進めることとしており

ます。あわせて防災計画の策定など、ソフト面での対策も行ってまいります。 

      このようなハード、ソフト両面を組み合わせた多重防御により、町民の安全・安心を

確保する町の方針につきまして、何とぞご理解いただきますようお願いいたします。 

      以上でございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。それでは、細部にわたりまして２回目の質問をさせていただきます。 

      まず、大綱第１の（１）ですが、基本的には議会で採択された案件については適切に

という表現でしたけれども、適切に誠意をもって誠実にと、法にのっとり誠実にという

ふうに解釈しまして、対応していっていただけるものと解釈しまして、２番目の方に具

体的に入りたいと思います。 

      ３月の議会で採択されました回答、いわゆる自治法第１２５条に基づきまして議長名

でその後の経過はどうなのかということで質問をさせていただきました。それに対する

回答をいただいていますが、その中に昨年度よりも今の現在では２団地考えていないと

いう、昨年の９月の議会で回答をいただいたものと大幅に後退した内容の回答が書面で

来ている。一体これはどういうことなのか。昨年の９月議会では、いろいろ事情がある

けれども２団地については承認すると。ただし、時期は待ってくれと。あるいはいろん

な諸条件は今の３団地と同じというわけにはいかないかもしれないけれども、基本的に

は認める。あとは細部にわたっては磯地区あるいは笠野地区の両代表と誠実に打ち合わ

せをしていって決めていくと。とにかく３団地が決まるまで待ってくれという回答でし

たが、今回は大幅に後退した回答が書面で来ておりますが、これはなぜそのように変わ

ったのか。あるいは変わらないけれども、表現上そうなったのか。その辺を町長のお考

えを確認したいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。両地区の防災集団移転に関する取り組みの姿勢が変わっていないのか

というふうなお尋ねでございましたけれども、基本的には先ほどお答えいたしましたと

おり、これまで累次にわたりお話し申し上げてきた考え方と何ら変わるものではないと

いうふうな基本的な考え方で、請願に対する途中経過、処理経過ということで回答させ

ていただいたところでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。昨年から変わっていないということの確認がとれましたが、というこ

とは２団地、赤坂あるいは大壇山は認める、承認すると。ただし時期がもうちょっとか

かるから時間が欲しいというふうに解釈してよろしいのかどうか、確認のためもう一度

町長の明確な回答をお願い申し上げます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今のお尋ねの部分につきましては、岩佐議員から先ほども確認があり

ましたけれども、去年の９月の定例会の中でこの問題についてお答えした部分に立ち返

るのかなというふうに思うわけでございますけれども、明確な形でお答えを必ずしもし

たわけではございませんけれども、執行部としてもいろいろな取り組みの過程で双方の
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事情があるというふうな中で、そういうふうな事情もご理解いただきながら、この問題

についてはこれからも十分といいますか、あるいはぎりぎりの検討をさせていただくと

いうふうなお答えをさせていただいたわけでございました。そういうふうな意味合いの

考え方については今も同じでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。議事録を見ていただければわかりますが、当初、町長は多尐曖昧な回

答がありました。私は質問、再質問で繰り返しまして、今の答弁は２団地を認めると解

釈してよろしいのですねと念を押して、はいそうですという回答もいただいています。

これは言った、言わないはいろんな問題があるかもしれませんが、まずひとつ確認を申

し上げます。そういうことです。 

      そして、この９月の議会の回答を得まして、両地区の代表が町長と打ち合わせをした。

そういうときにこういう回答をいただいた。これは議場でございませんので議事録に載

っておりませんが、２団地は入学式は異なるけれども卒業式は一緒ですよと。了解して

くれと。いわゆる２団地の造成は認める。工事が始まるのは３団地より遅れるけれども、

入居するときはほかの３団地と一緒にしますよという回答、明確に回答を。これは議場

でもありませんが、私と町長も確認したところ、一応２団地をやりますという回答を私

もいただいています。 

      この辺を今確認しているわけですが、やるということで正しいやり方を尐し時期を見

てくれと、そういうことなのか。もう一度やるんだというようなことを確認、それが前

と変わっていないのかどうかということで、変わっていないというお話があったもので

すから、改めて２団地の造成については承認するというか、やりますよということを明

確にお答えいただきたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今の段階で明確にお答えできる状況下にないというふうなことを前提

に、今回そういう経過を報告させていただいているところでございまして、その処理の

経過として先ほどのお答えの中でも申したとおり、市街地の形成に関する基本的な考え

方、あるいは町の置かれている今の状況、そしてまた今議会の中でできるだけスピード

アップが図られるような工事の方式、これを議会でお認めいただければ、スピードアッ

プを図る中でいろいろこの問題を検討していく中で結論を出したいと、そういうふうな

処理経過を議長宛てに今回報告させていただいたというふうなことでございますので、

ぜひそういうふうな流れの中でこの問題を真摯に受け止め、検討させていただくという

ことで現段階はご理解をいただきたいと思います。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。いまいち何とでも解釈できるような、あるいは後退したようなご返事

ですが、住民は町長やら議会で取り上げてもなかなからちが明かないということで、請

願という住民に与えられた基本的人権の権利の一つを行使して、行使というとあれです

が、それを使ってやってきた。議会も起立採決にしまして全員一致でこれは請願に応え

るべきであるという結論を出しているわけで、それをぜひ真摯に受け止めて前に進めて

いただきたい。 

      そこで、やるという前提でお話し合いがあったはずなんですが、そのときのあれとし

て一応、３団地のめどがついたら取りかかるというような話がありました。恐らく今回

３団地については、入札をして一括発注方式というスピードアップのための方式を採用

して、大体内定といいますか、契約は最終まだあと２、３日かかるかもしれません。こ

れは山下あるいは新坂元のめどがついたんじゃないかという判断ができると思うのです
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が、それを機にこの二つの団地をさらに進めるというお考えがないのかどうか、再度お

尋ねします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。市街地整備等にこの段階で一定のめどがついたんじゃないかというふ

うな趣旨のお尋ねでございますけれども、今、我々が取り組んでいる集団移転を基本に

した新しい市街地形成、これは通常ですと基本計画をつくるだけでも２年なり３年を要

するような大事業でございます。基本計画だけでです。これを去年あたりからの１年足

らずで都市計画決定、あるいは事業の認可というふうな形で取り組んできているわけで

ございます。これはいろいろ関係法令の規制緩和なり、スピード感を持った被災地の復

旧・復興という国等のそういう基本的な考え、ご理解もありながらの対応ということで

ございますけれども、ご案内のとおり、限られた体制の中で大変な事業に今取り組んで

いるということでございまして、大枠としてはそういうふうに岩佐議員の理解するよう

な形に見えるところもございますけれども、実情はいろんなものを同時並行的に調整し

ながら、日々綱渡りの状況で進んでいるということが実態でございますので、ぜひその

辺もご理解いただきながら、この両地区からの集団移転についてもご理解を賜ればあり

がたいなというふうに考えております。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。通常とは違いまして膨大な仕事の量、あるいは今まで経験のないよう

な仕事の内容であると、ご苦労なさっているのは十分わかります。それだけに再度質問

したいのは、先ほども申し上げましたけれども、入学式は異なるけれども卒業式は一緒

だと。完成して入居するのは一緒だよという返事。じゃあほかの３団地と一緒に入居す

るためには、いつから取りかからなきゃならないのか。もう今取りかからなかったらば、

これは進まないんだろうということで質問、今決断しなかったら間に合わないでしょう

という、そこを心配しています。皆さん一生懸命やっているのは十分、我々もわかるし、

我々もなかなか協力できる部分がなかなかなくて申しわけないなという部分もあります

が、やはりマンパワー不足であるとか、５０戸がどうだとかいうことをいろいろおっし

ゃっていますけれども、それは別として、取りかかる姿勢があればやる方法なり何なり

ができるだろうし、決断しなかったらいつまでもずるずるといく。結果としてずれまし

ただけでは済まないと、これは住民がみんな町民一緒だと思うんです。被災された仮設

に入っている方、家を建てたいという方、災害公営住宅に何とかして入りたいと願って

いる方々の思い、状況は一緒なんです。ですから町長の言われた、卒業式は一緒だよと

いうことを皆さん期待されているわけです。ぜひそこのところをいつから取りかかるの

か、いつめどをつけてどうするのかというところをひとつはっきりさせていただきたい

と思いますが、町長の考えをお尋ねいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどもお答えいたしましたとおり、限られた体制の中で大きな仕事

をしておりますし、議会でまず復興基本計画の中に位置づけられた三つの大勢の皆さん

が待ち望んでいる市街地整備、私はこれにまずはめどをつけると、軌道に乗せるという

ことが不可欠だろうというふうに考えております。確かに両地区の皆さんの思いも理解

するわけでございますけれども、同時並行的に全てに取り組める状況にはないというふ

うなことを重ねてご理解いただきたいというふうに思います。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。現状は十分理解しているつもりであります。同時並行に進めろと、進

めるべきだということを申し上げているのではありません。１年前にはめどがついたら

やりますよという話を回答いただいた。恐らくここ２、３日で新団地の方の業者も決ま
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って次のステップに入るだろうと思います。それは一つのめどではないかと私は期待し

ているのですが、これをひとつの機会に前に進めていただきたいというふうに思います。 

      そこで一つ、時間もあれですから次の質問に入りますが、産業振興と居住地について

ということですが、先ほど産業振興は町にとって重要な部分だということで、これは町

長と認識が一緒ですので割愛させていただきますが、２番目の我が町は一次産業が主体

であるということで、特に農業、漁業。これは２年前から、私は我が町は一次産業が重

要であるから、この所得向上をまずどうするかを検討すべきではないかと。人口減の原

因はそういったところにもありますよと。あるいは宮城県内でも町民１人当たりの所得

は残念ながら下から２番目という低さですよと。所得だけが全てではありませんが、そ

の底上げの一つに農業、漁業に力を入れるべきではないかと。いろんな立地条件も非常

にいい条件がある。そういったことで農業関係に力を入れるべきじゃないかということ

なのですが、今、産業振興関係でいろいろ検討いただいていますが、いろんなアイデア

とか方策があっても、やるのは町民なんです。今いる住民、今やっている方を重要視し

ないで、幾らいいアイデアを出したって、これは前に進まないと思うんです。そこをひ

とつ考えていただいて、今、農業やらハウス、あるいは漁業をやっておられる方の希望

を尐しでも近いところに、かなえてあげるというのが町として町長としてやるべき仕事

の基本部分ではないかと思うのですが、その辺はどうお考えなのかお尋ねします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。極力、食住一体となるような配慮をした中での一次産業の皆さんに取

り組んでもらったらどうかというふうなことでございますけれども、基本的にはその業

種の特殊性、産業の特殊性というふうなことを踏まえた場合には、そういうふうな考え

方も大切なのかなと思う一方、私が今回の復興計画の中で基本的に目指している、やは

りコンパクトな理念を取り入れたまちづくりをしていきませんと、人口がどんどん減っ

ていく中での持続的なまちづくりが大変難しくなりますよという、そういうふうなもの

を一方でやっぱり考えていかなくちゃないという側面を大事にしていきませんと、確か

に一人一人の思いを、あるいはご都合を尐しでも町としてバックアップする、かなえら

れるような努力もする、これも大切でございますけれども、しかし個々を大切にする余

り、全体を見失ってしまっては持続的なまちづくりというのはなかなか難しくなってく

るのかなと。 

      はっきり言いますと、例えば水道料金がございます。水道の管路が町内に相当埋設さ

れておるわけでございますけれども、それはそれで結構な話でございます。いつでも蛇

口をひねればきれいな水が自由に飲める。しかし、そういう形だけでよろしいのかどう

か。一方では負担が伴うわけでございます。現にお隣の亘理町さんと比較しますと、平

均的な世帯でいくと月１，０００円ぐらいの差がある。やはりこういうことをインフラ

を中心として尐しでも皆さんの負担を軽くするような、そういうまちづくりも一方では

していかなくちゃないということもあるわけでございまして、やはり全体の中での個々

の調和、折り合いをどういうふうにつけていくか、この辺も大事にしたまちづくりもし

ていかなくちゃない。当然、先ほどお答えしたように海岸線の近くで居住される、ある

いは海と共生される漁業者の方々の安全・安心というふうなものが大前提にあるわけで

ございますけれども、そういうふうな考え方でやっていかなくちゃないのかなというふ

うに思っているところでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。ただいまの町長のあれでは、全体を考えてこういうふうに３団地にこ
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だわっているといいますか、限定しているのだというお話ですが、コンパクトシティと

いうことでこだわっていらっしゃるようですが、仙台の弁護士会あるいは東北大学の先

生方でつくっている団体が、我が町の行政について、もちろん我が町だけじゃないんで

すが、宮城県の各１５市町村の分析をして、行政とかある。その中でこういう発言があ

ります。コンパクトシティも我が町は都市型のコンパクトシティをまねようとしていま

すが、農村あるいは地方に合ったコンパクトシティ化ってあるのではないかという提言

が書面できちんと出ています。ほかのあれもあります。私もそう思うんです。山元町は

山元町、コンパクトシティを否定しているわけじゃないんですよ。何でもかんでも新山

下駅、新坂元駅に集中して、そこで農業でも何でもやりなさいという、そこに問題があ

るのではないかなと。通勤とか通学の方はいいと思うんです。あるいは高齢者で買い物

をしたいという方は、交通の便利なところに引っ越す。これはコンパクトシティとして

結構です。しかしながら山元町に合ったコンパクトシティ、都会型ではなくていわゆる

農村型コンパクトシティというような方法もあるんではないかという提言がされている

んです。 

      私も全く当初からそう思っていまして、いろいろな角度から見る。何か先ほどの話で

すと、私が一個人とか一部の町民の意見を聞いて言っているような発言がありましたけ

れども、私は決してそんなつもりはございません。町民の意向を聞かなかったらば、ど

んどんどんどん水道料が高くなる。もっと人口が流失してしまいますよという心配をし

ているんです。それで今いる住民の要望を極力かなえて、将来に夢を持たせて一生懸命

に農業、漁業をやりたいという方の支援をする、そういうことによって流失をとめる。

あるいは、こういう町ならばよそから若者が来ようと、行ってみたい、住みたいという

ような町をつくってほしいということでこれを取り上げているわけでして、一部の地区

の住民の意見だけを取り上げているのではないので、その辺は誤解のないようにぜひお

願いしたいと思うのですが、そういう意味で今いる住民、農業あるいは漁業をやってい

る方を重視する。 

      それからもう一つは、今、水道関係で例を挙げて高くなるとおっしゃいましたけれど

も、やっぱり限界集落という問題が今後あると思うのです。それに対する対策をどう考

えているか、そういう対策がちっとも見えないで、ただあそこに集約して集まりなさい

というだけで限界集落が解決するとは私は思えません。むしろ大壇山地区はどう開拓す

るのか、どういう若い人を呼ぶのか。そういう地区あるいはそういう場所を町全体とし

て考えて、そういう対策を打った上で、どうしようもなくてこっちに来てくださいとい

うのなら話はわかりますが、そういう対策、政策が不足しているのではないかと思いま

すが、そういう検討はされているのかどうか。よその事例を見ると、いろいろ限界集落

の対策で成功している例もたくさんありますが、町長はそういうことについてどうお考

えなのかお尋ねします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まちづくりの基本的な姿勢、方向性ということでございますけれども、

私も都市型のコンパクトなまちづくりというふうなイメージではなくて、岩佐議員同様

にやはり我が町に適した、先ほど申したようにコンパクトシティの理念をこの地域に合

ったような形で取り入れて、より魅力のある若者が尐しでも地元に残ってもらえる、定

住していただけるようなまちづくり、そしてまた中心性なり拠点性を高められるような

市街地を整備することによって、お年寄りの方でもぐるりん号などを利用して町内で買
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い物なりができるというふうな、その拠点の中で商業機能なりを中心とした機能が尐し

でもそこで発揮できるような仕組みをつくる中で、それを各行政区の方にも利便性が共

有できるまちづくりをすべきじゃないのかなというふうに思ったわけでございます。 

      やはりそういうことをすることによって、企業誘致なり町外からの定住促進なり、山

元町に尐しでも魅力を感じてもらえるようなまちづくりに資するようになるんじゃない

のかなと、そんな思いでやっているわけでございます。一方で、限界集落というような

言葉もございましたけれども、この関係については、私は就任早々いろいろお話しして

きているところでございます。私なりに尐子化・高齢化、未婚独身率、限界集落等々に

つきましては人一倍問題意識を持って、この間の町政運営に全力投球をさせてもらって

おりますし、今後もそういう姿勢でやっていかなくちゃないというふうに常々思ってい

るところでございます。ただ、時期的なものもございますので、岩佐議員ご指摘のとお

り、まだそういう面を感じられるような施策の展開という部分につながっていない側面

もあろうかと思いますけれども、そういう問題意識を持っておりますのでご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。コンパクトシティの基本理念、いわゆる都市型ではなくて、都市型で

すと５０戸以上、連担ということにこだわっていますけれども、都市型でなければ５０

戸だとかなんかじゃなくて、住民の基本的に守られている５戸以上。５戸以上にこだわ

るわけじゃございませんが、５戸以上、１０戸でも２０戸でも５戸以上ということで、

基本的にはコンパクトシティ、農村型の我が町に合ったコンパクトシティを考えたとい

うことで、私は町長がそういう発言をされたということは認識を同じにしているなとい

うことで、その辺に期待を今後とも申し上げますが、もう一つ、限界集落の話。これは

言葉でおっしゃっているということですが、具体策で限界集落をどう解決していくのか

という対策がちょっと見えないのですが、それらの案があれば提示いただければと思い

ます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。いろいろ幅広く議論させていただくのも結構でございますけれども、

ちょっとこの場は産業振興というふうな部分でもございますので、先ほど申しましたよ

うに岩佐議員から見れば、今の段階で町の限界集落に取り組む施策、姿勢が見えていな

いということでございますけれども、これはそういう問題意識を持ってこれからいろい

ろと個別具体の施策展開をしていかなくちゃないという問題意識、またそういうタイミ

ングにあるということでございますので、重ねてご理解をいただきたいと思います。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。別の機会に具体的にお示しいただければと思います。 

      次に入りますが、（４）産業振興セミナーで宮城大学の、先ほどの話ですと県庁のご同

僚だったということで、いろいろあれだと思うんですが、「山元町に贈る言葉」というこ

とで、わざわざ時間を割いてケネディ大統領の就任演説の話を。私は学生時代にちょっ

とこれも聞きましてあれしたんですが、今回の先ほどの説明ですと、１番目は物をなく

せば小さいものをなくす。２番目、絆をなくせば大きなものをなくす。これは当時、絆

でなくて私は信用というふうに教わったんです。信頼関係という。３番目、これが問題

でして、今回、鈴木教授も言いたかったのは２番と３番かなと。３番は、今回は先ほど

勇気というふうに町長は説明されましたが、勇気とか挑戦といいますか、これは私はや

る気というふうに当時、学生時代は教わりました。やる気をなくしたら何もできないん

だよと。全てを失いますよと。とにかくやる気が大事だと、挑戦しなさいということで、
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若い我々学生に当時６０代ぐらいの教授が話をされたんだろうと思います。 

      それで、この鈴木教授も恐らく人にポイントを置いて、山元町のまちおこし産業振興、

これは先ほど申し上げましたようにいろいろなアイデア、方策があっても、あるいは援

助しますよといったって、町民がやる気を起こさなかったら、あるいは若い人がやる気

を起こして山元町に来てくれてやらなかったらば振興につながりませんよということを。

だから皆さんひとつ挑戦する気持ちを持って挑戦してくださいと、挑戦すべきではない

かということがポイントだと。そこで、この質問の全てじゃないんですが、一部これを

戻しますと、せっかくいちご団地やら農業あるいは漁業をやろうとしている方々がいら

っしゃるわけで、それを新坂元、新山下駅から通いなさいというよりは、農業団地、農

業集落、農業従事者の団地、あるいは漁業従事者の団地をつくるぐらいのつもりで、な

ぜバックアップしてやろうと、やる気をなくさないような支援策をなぜ町として打ち出

してくれないのかということを申し上げているのですが、そういうお考えがあるかどう

か再度お尋ね申し上げます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。震災後、今までの生活環境といいますか、居住環境が大きく変わると

いうふうな中で、今後の一次産業の展開に非常に不安を抱かれている方々の声を耳にす

る機会が多かったわけでございますけれども、漁業と農業、必ずしも一緒くたにできな

い側面もあろうかと思いますけれども、イチゴ農家の方々にもこれまでお聞かせいただ

きましたのは、今まで自分の屋敷回りでイチゴハウスを持っていて、そういう中でハウ

スの温度管理等をしてきたと。それが今度、農免道路の方に行くとなると、これはなか

なか今までのようなイチゴ栽培が難しくなるというふうなお話も伺ったところでござい

ますけれども、そういう中で今四つの団地に皆さんがお入りいただくことで決定をし、

整備を進めさせていただいているということもございますので、これは今までのやり方、

生活環境、居住環境というものも大切でございますけれども、あれだけの悲惨な経験を

した中で、やはりこの際、イチゴ農家なり漁業者も含めまして身の安全、命あっての物

種というふうな部分をもう尐し理解していただきまして、これからのまちづくりなり集

団移転というものをやっていく必要があるのかなと、あるいはまたご理解いただく必要

があるのかなと、そんなふうに思っているところでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。ただいまの町長の話を聞いていますと、私がハウスの隣に家を建てる

べきだとかということを言っているように、危険地帯に建てなさいという、建ててもい

いんだよと、建てなさいということを言っているように受けとれるんですが、私はそん

なことを申し上げていません。安全な高台で、しかも漁業者なら尐しでも漁場の見える

ところとか、波の状況が見えるところとか、イチゴハウスなり農家の方は、尐しでも農

機具をそこに持っていきやすいような場所に、何もハウスの隣に家を建てるべきだと、

それを承認すべきだということを申し上げているのではありません。 

      一つの例として、赤坂あるいは大壇山地区に要望しているところを認めて、一生懸命

やる気になっている方を支援してもいいのではないかということを申し上げている。た

だこの話をしていますと、時間もどんどんなくなってしまいますので次に移りますが、

その前に先ほど弁護士さんから来た団体が各市町村のレポートを全部出しているんです

が、その中に市町村ではなくて総括する部分でこういうことが書いてあります。ご覧に

なっているかもしれません。住民合意については、自治体当局と住民の徹底した話し合

いが不可欠だが、山元町ではと山元町をわざわざ指定している。町の指定した移転先は
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農漁業に不都合だとして、みずから選んだ別の場所への移転を望む声が磯行政区、笠野

行政区で上がっている。コンパクトシティ構想を掲げます当局は住宅の分散に消極的で

あるが、もう尐し住民との話し合いをして、都市型ではなくて農村型の山元町に合った

コンパクトシティというものを検討してもいいのではないか。もうちょっと住民との話

をすべきじゃないかという、これは私じゃなくてコメントがたまたま最近見つかった。

分析をして報告が出ている中にこんなものが入っていましたので、時間がありませんの

で次の問題に移らせていただきます。 

      次、多重防御についてですが、 

                                             

議 長（阿部 均君）次の案件に移る前に、この際、暫時休憩とさせていただきます。 

      再開は１１時１３分といたします。 

午前１１時０２分 休 憩 

                                             

午前１１時１３分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）２番岩佐哲也君。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。それでは大綱第３、多重防御についてお尋ねいたします。 

      先ほど１回目の質問で、町長は瓦れきその他の処理が、復旧終わるのが平成３２年ご

ろになるということで、一方では築山とか津波減勢効果を証明されていないので、予算

もついていないし難しいと。もうちょっとその辺様子を見てから、岩沼の例を見てから

というようなお話がありましたが、それでは一体いつから取りかかって、いつごろ完成

する予定でおられるのかお尋ねします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まず、１回目でお答えした部分の内容を誤解のないように確認させて

いただきますと、二次処理プラントの施設撤去の関係があるので、やはり営林署で担当

することになる防潮林の整備の関係が３２年になりますよというふうな関係が一つござ

います。 

      それから、具体にこの海岸防災緑地整備の一環としての築山の絡み、いつからという

ことでございますが、これは先ほどもご説明いたしましたように、継続してこの問題に

は取り組んでいるわけでございます。そういう中で認められる考え方、範囲というもの

がそれぞれ判明してきておりますので、岩沼を例にとれば、これは多重防御ということ

ではなくて、防災公園に避難施設として整備するというふうなことで認められていると

いうことなので、我々もそういう考え方を参考にしながらこの問題に現在、取り組んで

いるということでございますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。取り組んでいるということですが、もうちょっと具体的にお尋ねした

いのですが。この行動計画は、１７６項目ある行動計画の１２７番に防災緑地整備とい

うことで計画がある。２４年度からスタートして２７年度で完了するという当初の計画

で、いろいろな事情があろうと思いますが、２４年度はほとんど、今のお話だと２５年

度も含めてまだまだ計画にも至っていないということが現状だと思うんです。これから

いくと丸々２年遅れになっちゃっているということです。いろいろな事情があるのでこ

れにこだわるつもりはございませんが、いまだに計画が未確定ということに住民は非常
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に不安を持っている。例えばどんどん新坂元地区とかができて住宅に移転しても、実際

に堤防がきちんと、防潮堤、減災効果を計画している防災緑地であるとか、県道のかさ

上げがなければ安心しては。あそこにも津波が来ているんです。浸水しているんです。

安心できないと思うのですが、大至急やるべきと思うのですが、２年遅れという現状を

どう回復するのか。早く企画を立てて立案して。幅２００メートルはもう国で指導され

ている幅ですから、高さがあとどうなのか。その辺の予定をお聞かせください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。岩佐議員に基本的なことをお話し申し上げる中でご理解いただきたい

ことがございますが、今、１７２の事業というふうなご紹介がございましたけれども、

復興計画の中で、確かに一覧表に掲載されているような諸事業は１７０余りございます。

これはその当時のおかれた中で、町としてお金があるとか、人がいるとかいないとか関

係なしにこうあるべきだと、こうしなくちゃないと、そういうものを全て盛り込んだの

がその１７０余の事業でございます。 

      ですから、例えば海岸防災緑地帯の整備、メインは営林署に付随する関連する築山な

り防災公園、防災緑地帯全体の関係は町も相当程度、関連するわけでございますけれど

も、それはこういう年次にこれくらいの金額でやらないと、やれれば、やらなくちゃな

いというふうないろいろな思いの中で積み上げて計上したものでございます。ですから

営林署のご都合とか、国のご都合とか、そういうものはそういうすり合わせをして計上

しているものでは必ずしもございません。まずそのところをご理解いただきませんと、

この問題はいつまでたってもミスマッチになって議論が空回りするわけでございます。 

      いずれ基本的にはそういうものではございますけれども、議員ご指摘のとおり、まず

安全・安心の確保ということがありましたので、振り返っていただきますと、仮堤防の

復旧を急ぎました。あの年の６月と９月、それから本堤防の復旧を今急いでもらってい

ます。あるいは今後、同時並行的に２線堤となる県道の方もいろいろと進めてもらって

いる。一方では、町がこの仮設住宅を建てたり、それから新市街地を用意したりと、そ

れぞれの事業主体ごとに手分けをして、今もろもろの事業が同時並行的に進んでおりま

すけれども、しかし申しわけございませんが、今申しましたように１７０事業が全て当

初の予定どおり進んでいるという状況ではございません。それを進めることは物理的に

不可能な状況にございます。しっかり優先順位を決めながら、安全・安心の確保なり仮

設から本設への一日も早い実現ということで取り組んでおりますので、ご理解のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。当初の行動計画の１７６項目を全てやるべきだとか、全て同時にとい

う話は一切しておりません。私が１２７番に防災緑地の項目が挙がっていますよという

ことを申し上げてこの議会で質問を取り上げたのは、住民の安心・安全を守るのがまず

産業振興であり、住宅をつくる、住む以前の問題であると思うのです。あるいはこれは

同時並行で進めてもらわなければない重要部分だという認識のもとにここで取り上げて

いるわけです。多重防御だけは全てやって、ほかのはいいですよというつもりもありま

せんし、１７６を１項目ずつどうなんだというつもりは全くございません。そこのとこ

ろは私も町長なり町の一生懸命やっておられる方々の事情もわかりますが、まず町民の

安全・安心を、あるいは町道を守るということをひとつ念頭に置いて取り組んでいただ

きたいということでこれを取り上げた次第です。 

      そこでもう一つあれですが、前回、我々は議会で岩沼の「千年希望の丘」というもの
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を実地調査に行きました。そこで感心しましたのは、あそこはやはり市長みずからが先

頭になってあれに力を入れてやっておられるというその姿勢です。当初、予算は確かに

とれなかった。一生懸命に国と掛け合って、結果的には今半分以上までやっと、自民党

政権にかわったということもあるのでしょうけれども、半分以上の予算をとっている。

なおかつ足りない分は募金を集めている。２３件の募金があって７，７００万円の寄附

を集めたという、そういう努力も一方ではされているんです。予算がないという中で、

いろんな手を打って、まず第一に市民の安全・安心を守るんだという理念のもとに、ト

ップみずからになって一生懸命動いているというその姿勢に非常に感銘を受けて帰って

きたんですが、いろいろ方法はあるとして、我が町、齋藤町長にもぜひ先頭になって町

民の安全・安心を守るこの施策に邁進してほしいということで申し上げまして、２番目

の方の質問に入ります。 

      県道相馬亘理線のかさ上げについて、３月議会では県・国と前向きに検討していきま

すという回答をいただきましたが、その後、町長はどんなふうに対応されたかお伺いし

ます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどもお答えさせていただきましたとおり、改めて仙台土木事務所

の方といろいろシミュレーションに基づく道路高の関係について、協議確認をしてきた

というふうなことでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。これは町長が行かれて交渉してきたということで解釈してよろしいの

でしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。土木事務所に直接行ったのは担当課長でございますけれども、土木事

務所長が町の方に何回か足を運んでくれた機会もありましたので、そういう機会も含め

てこの問題については取り組んできているところでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。私も３月以降、担当課長の方で交渉に行ったという話は確認しており

ます。私は、これだけ人命にかかわる大きな問題を、町長なぜみずからが動いてくれな

いかと。動いたのかなということで質問させていただいているわけですが、再度、町民

の安全・安心を守るためのかさ上げについてのこの問題で、国・県と交渉する、直接町

長が動くお考えはないかどうかお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。安全・安心にかかわる部分について、首長としてトップとしていろい

ろ努力をしなくちゃならないというのは、これは自明の理でございますけれども、そう

いう中で、この問題についても私としてはこれまで大きな関心を寄せながらいろいろ取

り組んできたところでございますし、津波シミュレーションによる検証結果というもの

を覆す一定の理論武装なりがなければ、なかなか厳しいというふうなことも一方ではご

ざいますので、そういうことも念頭に入れながら必要な対応調整をしてきたし、今後も

そういうことで対応していかなくちゃないというふうに思っております。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。私は、町長みずからが国や県と交渉してすべきではないかと、それだ

け大きな問題ではないかということを申し上げましたが、回答をいただけなかったよう

ですが。今、最後の方でお話がありました津波シミュレーションが余り変わらなかった。

１メートル高さが変わればかなりの部分が変わるはずですが、その辺も町民や我々への

説明も余りされていないという非常に残念な感じです。 

      そこで、３月７日にＮＨＫでやっておりました。大成建設さんで実験装置を完成して

シミュレーションをやったと。この３月８日に私は一般質問ありました。その前の日の
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晩だったものですからよく覚えていますが、この議場でも申し上げましたが、１７５セ

ンチぐらいの大の大人の方がやって、ひざ上６０センチで死亡率７０パーセント、生存

率３０パーセント。１メートルで１００パーセントの死亡率、いわゆる生存率ゼロパー

セントという実験結果が公表されて、その後、民放などでも取り上げて新聞でも取り上

げています。１メートル違ったらば、もちろん命に非常に大きな影響がある。もちろん

５０センチ、３０センチ違ったって大きい。それで、新地町では８メートルにかさ上げ、

一番低い磯浜との隣接地点、私も役場へ行って１週間前に確認してきました。図面を全

部見せていただきましたけれども、あそこは６．９メートルです。坂元がＴＰ４メート

ル。津波や水は高いところから低いところへ集中する。小浦川が決壊して、水が本当は

東から西に移るのが、南から北に水が流れたという反省すべき点がある。そういう意味

も含めて、尐なくとも山下牛橋と同じような５メートルで渡る。本当なら８メートルぐ

らい盛っていくべきだと思いますが、尐なくとも５メートルぐらい盛っていくという、

その交渉をぜひすべきではないかということで再度、町長のお考えをお尋ねします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。この多重防御の考え方については、災害危険区域の設定の前後などを

中心に大分議論してきたところでございますし、町民の方々にも相当程度、我々も説明

なり周知に努めてきた経緯があるわけでございますけれども、やはり１線堤となる防潮

堤の高さ、あるいはその内陸、背後に位置する県道の位置、距離ですね。それから、そ

の多重防御によってどういうふうな背後の土地利用になっているのかなど、いろいろな

ことを精査しながら、どうあるべきかということでこの高さが論じられてきているとい

うことでございます。これはそういう前後の関係の中で、余り費用対効果という言葉は

使いたくございませんけれども、やはり一定の経済的な考えも必要でございますので、

そういうことで先ほどご説明したレベル１なりレベル２という津波防災なりに対する国

の統一した基本的な考え方を基本にしながら、いかにして津波から命を守る時間を稼げ

るような体制整備、防御機能を整備できるか、そういうふうなことでいろいろと今日ま

で取り組んできているわけでございます。 

      先ほど坂元から戸花川の区間における道路の高さの説明をしてきましたけれども、新

地の話も引き合いに出されましたけれども、多分に新地の方でも役場周辺の区画整理の

関係もございますので、あの近辺の河川なり橋梁との兼ね合いで一定程度の高さを確保

するというようなことも、新地町とうちの境界にある磯地区との高低差の違いといいま

すか、そういうふうなこともあるということも一方でご理解をいただければありがたい

なというふうに思っております。そういうことで、各自治体のそれぞれの地形なり、ま

ちづくりの関係も多分に勘案しながらの高さ設定というふうになっておりますので、よ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 

議 長（阿部 均君）２番岩佐哲也さんの質問は、その北側、高瀬川以南も北側と同等の高さにと

いうような部分です。そこに明確に答えておりませんので、その辺について町長、再度

答弁願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。具体に答弁していないということでございますけれども、私は前後の

関係からそういうふうな高さになっているということで、ご理解を賜れればということ

でお答えしたところでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。ただいまの説明の中にも、町長が非常に残念なのは、費用対効果とい

う話を再度されているんです。当然これは予算その他もありますが、費用対効果を言う
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んであれば、費用対効果で人命を置きかえて、人命の方が後回しになっているような印

象を受けるんですが。そういうつもりはなかろうと思いますが、費用対効果を言うので

あれば、なぜ危険区域を設定するときに５メートルのシミュレーションでやって危険区

域を設定して、そこに新坂元の駅をつくるとか、新団地をつくるという、全体は５メー

トルだったはずなんです。それを４メートルにしてなぜ変わらないか。あるいは、あの

土地で農業、漁業をやる人たちの安全を尐しでも守る上では、４メートルより５メート

ル、もちろん高いほうが尐しでも条件に適応する、あるいは安全を守る確率が高いだろ

うと思うんです。そんなものはシミュレーションとかなんかを見なくたって、そんなも

のはわかるはずなんですが、その辺のところのなぜ４メートルで町は了承したのか。こ

れは県の仕事ですからあれなんですが、その辺をもう一度、明確にご説明いただきたい

と思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどもご説明いたしましたように、シミュレーションによって１メ

ートルの違いでどういうふうな影響があるか、ないかということを比較考慮した中で、

津波の浸水範囲に大きな差がないという中で、最終的にいろいろと協議した中での調整

結果だというふうにご理解いただきたい。当然、岩佐議員にご指摘いただくまでもなく、

我々としては１メートルでも５０センチでも高さを確保できれば、実際の範囲に大きな

差がないとはいえ、心理的に町民の皆様が安心できるという部分の度合いは、それは相

当程度高いということは承知しながら、いろいろとこれまでも復興庁なり県なりと鋭意、

協議をしてきたところでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。シミュレーションした結果を我々とか町民にも明確に説明する機会を

設けていただきたいと思います。そのシミュレーションそのものが５メートルから４メ

ートルになっただけじゃなくて、周りの環境は新地町が７メートル、８メートル、こち

らが５メートル、それでここが４メートルになったというシミュレーションは、恐らく

水が全部集中してここに来るだろうと、極端なことを言うと。そういったシミュレーシ

ョンもぜひ、安心を与えるために町民とか議会にぜひ明示、提示していただきたいとい

うふうに思いますが、その辺のお考えがあるかどうかお尋ねします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。シミュレーションの状況については、これまでも議会の中でもご説明

をしてきた経緯がありますし、全然そういうふうな対応をしないで今日に至っていると

いうようなことではございませんので、基本的にご理解いただきたいし、必要な部分が

あればそういうふうな状況も改めて説明をさせていただく機会もよろしいのかなという

ふうには思います。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。ぜひそれはお願いしたいと思います。例えば５メートルの場合は、Ａ

地点では今回と同じような津波が来た場合には何秒で来るとか、４メートルになったら

それが何秒あるいは何分で来るとかということも含めて、やっぱり総合的な安心・安全

を、単なる浸水の地域あるいは浸水の深さだけじゃなくて、そういったことも含めて明

確な提示をいただきたいと思います。 

      そこで最後になりますが、１番、２番、３番、総括の中で、ここだけという話ではあ

りませんが、一つ話だけさせてください。 

      町民に夢と希望を与えるのが町長の仕事だと思うのですが、ちょうど１週間前、６月

７日ですか、ＮＨＫの総合テレビで夕方７時半から、皆さんも大分ご覧いただいたと思

うのですが、あの中でタイトルは１０年後に今の被災したまちはどうなっていますかと
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いうことで、宮城県の気仙沼から山元町まで６人の若者、２０代、３０代の方が集まっ

ていろいろ議論をされました。参加されている方はいずれも熱心に、そのまちが好きで、

そのまちを何とかしようということで頑張っておられる方です。私がショックを受けた

のは最後の部分です。アナウンサーが、コーディネーターが最後に、１０年後もあなた

はそこで頑張っておられますかという質問をした。６人のうち１人だけ手を挙げなかっ

た方がいる。残念ながら。それで司会者がびっくりして、どうしてですかと。あなたは

一生懸命地元で今頑張っておられるのに、どうしてですかと聞いたらば、町では今後の

展望がちっとも見えない。どうなるかわからないところで頑張るあれがないというよう

なことを言っていた。町政を預かる、担当している町政部分、我々もその一画を担って

いる議員としても非常に反省、猛省をしなきゃならないなという印象を受けましたが、

町民に夢と希望を与えるというのが行政担当の大きな役割であると思いますが、ぜひ将

来とも町民に、特に若い人たちに夢を与えるような施策をぜひ断行していただきたいと

いうことで最後の質問をさせていただきますが、町長のお考えを聞いて終わりにしたい

と思います。よろしくお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ＮＨＫの番組は私も全部を見る機会はございませんでしたが、今ご指

摘の部分については、私もたまたま拝見をいたしました。私もある意味、岩佐議員と同

じような思いをしたところでございます。 

      ただ、ご本人の本心といいますか、脈絡がいまいち不透明な部分もありましたけれど

も、いずれにしてもやはり若い人たちに夢なり希望を持っていただけるような、そうい

うまちづくりをしていかなくちゃないということでは全く岩佐議員と同感でございます

し、私としては、あるいは職員ともども、今そういうふうな形をできるだけ早く実現を

したいというふうな思いで一生懸命に取り組んでいるところでございますので、引き続

き議会の皆様、町民の皆様方のご理解、ご協力をいただく中で、そういう形を一刻も早

く実現してまいりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。（「以上、終

わります」の声あり） 

議 長（阿部 均君）２番岩佐哲也君の質問を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）７番齋藤慶治君の質問を許します。齋藤慶治君、登壇願います。 

 ７番（齋藤慶治君）はい。これから平成２５年第２回定例会において、東日本大震災の津波浸水

区域での被害に対する支援策について、齋藤町長の所信を伺うものであります。 

      ５月２４日、議会全員協議会において、東日本大震災復興基金交付金をベースにした

新たなる支援、新たなる住宅再建の支援策の方針が提案されました。これまでの支援の

対象外とされた方々、すなわち災害危険区域外の被災者の住宅再建を重点に、町内にお

いて自力再建、ローン等を組めない方々の実費補償等、山元町独自のきめ細かい支援策

の提案であり、再建に大いに役立つと思います。 

      被災者は、１００人いれば１００人の事情、条件が違い、新しい生活の希望、光が住

宅の再建の一つであります。大震災から２年３か月がたち、集団移転事業を待てない被

災者は独自に再建の道を選び、動き出しています。新たなる支援策が被災者一人一人の

早期の住宅再建、そして山元町内への定住促進を促し、津波被害に遭った多くの町民の

支援格差是正につながると信じています。しかし、今回の交付金をベースにした支援策

には財源が限られています。本町の約５３億円のお金をいかに有効に使い、支援目的で
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ある格差の是正、早期の住宅再建を進める被災者からよかったと評価される制度にしな

ければなりません。時間はありません。早期の支援実施を求め、次の件を町長にお伺い

いたします。 

      初めに、支援の目的と事業の概要についてお伺いいたします。 

      第２に、山元町独自の支援策について。①住宅再建、土地購入資金の利子相当分限度

額７０８万円、または建物等実費補助２００万円の運用について、どのように考えてい

るかお伺いいたします。②として、災害危険区域から町内に単独移転への補助として新

しく５０万円が明記されています。一方、後日、亘理町で決定した内容には、被災して

亘理町に転入した世帯にも住宅再建費の実費費用補助１００万円を補助するとの内容が

あり、隣町として現に山元町から多くの方々が亘理町に転出をしている状況の中で、町

の支援格差において一層の人口流失があるのではないかと心配するものですが、その点

をお伺いします。最後に③として、町が指定する３団地の中に移転すれば太陽光発電シ

ステムの補助をするというような項目があります。今、国は１キロワットにして約２万

円、県も上限は多分６万円だと思うのですが支援策があります。従来からも各市町村の

施策によって補助金を出しているところはありました。今回の町のスマートコミュニテ

ィ構想において、電力の地産地消等の観点からと説明していますが、復興交付金の性質

上、また新市街地に限定する支援制度には疑問が湧きます。住宅再建への補助なら現在

の補助枠に上乗せして自由に使える方が、被災者にとっては大いに使い道のある補助支

援策になると思います。 

      以上の点を齋藤町長にお伺いいたします。 

議 長（阿部 均君）町長、齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。齋藤慶治議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、東日本大震災復興基金交付金等を活用した支援策についての１点目、支援

策の目的と事業概要についてですが、今回の支援策はこれまでの公的支援先のすき間を

埋め、支援の対象外とされていた方々への支援格差を是正することを目的としておりま

す。具体的には、震災時に災害危険区域外の津波浸水区域に居住していた方々、あるい

は移転時期の関係で防災集団移転促進事業、またはがけ地近接等危険住宅移転事業が適

用できない方々、さらには住宅再建に当たりローンを組めない方々への支援を考えてお

ります。また、今回の支援策では単独移転を含め、町内において住宅再建される方々、

及び新市街地の戸建て住宅に移転される方々への支援の拡充も考えております。そうし

た中で今回の支援策の対象は約１，９００戸を予定しており、また総事業費は約４８億

円を見込んでおります。 

      次に、２点目、独自の支援策についてですが、①の住宅再建に当たり、ローンを組ん

だ方のための利子相当分の補助、またローンを組めない方々のための実費補助の運用に

つきまして、より有利な支援策を選択できることが被災者にとって利益になるものとの

考えから、被災者の方々がいずれかの支援策を自由に選択できるようにすることを予定

しております。なお、実費補助の場合には対象経費から生活再建支援金を差し引いた額

に１０分の１を乗じた額を補助するもので、上限額は災害危険区域内で被災された方が

２００万円、危険区域外の津波浸水区域で被災された方が１００万円となっております。 

      ②の町内に単独移転される方への補助と亘理町の支援策との比較につきまして、亘理

町におきましては町外で被災して町内に転入した方に対し、住宅再建費を最大で１００
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万円補助するという支援策を発表しております。一方、山元町では災害危険区域から町

内に単独移転される方に対し、一律で５０万円を補助するほか、住宅建築、土地の購入

資金の利子補給、これは最大で７０８万円まででございますけれども、または実費補助、

これは先ほど申した最大で２００万円ということでございます。及び移転費用の補助、

最大で７８万円。これを行うこととしておりますことから、亘理町の支援策と比較した

場合であっても人口流失を抑制する効果が期待できると考えております。なお、他の市・

町で被災し、山元町に転入する方に対する支援につきましても現在、検討しているとこ

ろでございます。 

      ③の太陽光発電システムにつきましてですが、震災復興計画では住宅用太陽光発電を

積極的に導入するなど、自然エネルギーや省エネルギーの普及促進を行い、環境配慮型

のまちづくりを進めることとしております。よって、新市街地の戸建て住宅における太

陽光発電システムへの補助は、震災復興計画の方向性に合致するものと考えております。

また、新市街地の戸建て住宅に移転される方々への支援拡充という今回の支援策の目的

にも合致するものと考えております。 

      以上でございます。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。 

      再開は１時１０分といたします。 

午前１１時５０分 休 憩 

                                             

午後 １時１０分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）７番齋藤慶治君。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。それでは、これから質問に入りますが、大きい項目第１の方か

ら質問いたします。 

      初めに、支援策と事業概要ということで、今回の支援策の全体像について町長にお伺

いいたします。先ほどお話ししたとおり、全体的な支援の関係、私もいろいろ見たり、

亘理町との比較、他の市町村との比較の中で、当山元町の支援策の概要は評価します。

結構きめ細かい点まで配慮しているというような内容と理解します。その第１の原因と

しては、当町では危険区域を三つに分けている。また、長期避難世帯と他の自治体とが

違った状況の中で、いかにして格差是正、まして公的支援から漏れたものをどう埋める

かという中では、他の市町村よりきめ細かな対応をしなければ実現できないというか、

そういう内容になって職員も大分苦労して対応したなというような全体的な評価をした

いと思います。 

      ただ、有効な財源、先ほど町長の答弁では対象約１，９００戸を想定し、事業費とし

ては４８億円を見ていると。全体の基金としては、私が説明を受けている中では５１億

円の中の約４８億円。若干、安全策をとって余裕を見てというようなお話を聞いていま

すが、当町の対象戸数のもうちょっと分析をしないと、他町との比較の中で本当にこれ

がベストなのか、また財源の内訳、県から後で津波浸水等の地域外という形で支援を受

けた４３億２，２５０万円と、前にいただいた約８億円との合わせた金額が総事業費の
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総枠組みの中で設定していると思うのですが、その辺の財源の内訳と対象の戸数の内訳

を、概要でいいですからもうちょっと説明をしていただきたい。その点から入りたいと

思います。 

震災復興企画課長（本郷和德君）はい。ただいま質問のありました、今回の支援策の財源の方につ

いて概要をご説明いたします。 

      議員のおっしゃるように、今回の財源につきましては既配分の震災交付金８億円と、

追加で配分になりました４３億円の合計約５１億円が財源となってございます。最初に

配分されました８億円の方につきましては、その交付対象につきまして、例えば地域コ

ミュニティ支援だったり、地域産業支援や防災支援対策等に使える財源でありまして、

追加で配分のありました４３億円につきましては、津波浸水被害を受けたことが主な条

件となっている基金でございます。その関係から、今回の支援策におきましては最初に

配分されました８億円につきましては、主に新市街地へ入った方への住宅再建の支援分、

あるいは町内へとどまって町内へ移転された、町内へとどまっていただいた方への支援

策について、また、太陽光発電についての設置補助も今回は盛り込んでおりまして、そ

ちらの分につきましてこの最初の８億円で盛り込んでいるところでございます。 

      追加の４３億円につきましては、津波浸水を受けたというような対象でございますの

で、そちらの方々への支援に４３億円の追加の基金で財源として支援を組んでいるとい

うことでございます。 

      戸数につきましては、想定戸数でおおむね約１，９００戸を対象とするということで

ございますけれども、そのうち最初に配分のありました８億円で見ておる戸数につきま

しては、新市街地へ入っていただいた方への支援として見込んでおりますのが、１・２

種の方々についてはおおむね３００戸、また町内にとどまっていた方々につきましての

戸数につきましてはおおむね２２０戸、また新市街地へ入っていただいた方々へ太陽光

発電の補助の支援の方を検討してございますが、こちらにつきましては約３８０世帯程

度を見込んでおるところでございます。 

      そちらの戸数とダブるところもありますけれども、追加で配分になった４３億円につ

きましてはそれら以外、重複している部分もございますけれども、そういった流れとな

ってございます。 

      以上です。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。今の説明の中で、もう１点だけ確認します。津波浸水区域外と

いう形の世帯、それがわかれば。その点までちょっと報告をお願いします。 

震災復興企画課長（本郷和德君）はい。ご質問の災害危険区域外で津波浸水を受けた戸数でござい

ますけれども、こちらにつきましては約１２０戸を見込んでございます。 

      以上です。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。今、基本的な数字を財源と今回の目的の区域外に住んでいる方

の住宅戸数を確認しましたが、先ほど言ったように町によって区域内・区域外の数字が

大きく違ってきますので、それでちょっと確認しました。それで、その内容によって支

援策のお金の出すところも違ってくるということがありますので先に確認しました。 

      そこで、初めに評価する点の中で、今回、長期避難世帯という形を入れてもらいまし

た。それは多くの対象となる町民の方が、やはり公的支援のグレーゾーンで何の支援策

もない。まさに支援区域外の中でという形で、要望もあり、私らも長期避難世帯に対し
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ては何らかの支援をすべきだという形で、これは新たなる一つの支援策の大きな項目に

なると思いますが、その辺の対象者数がわかれば。おおよその数字でいいですからお願

いいたします。 

震災復興企画課長（本郷和德君）はい。今回の支援策に盛り込んでございます長期避難世帯の方々

への支援戸数でございますが、こちらにつきましては地図等から計上させてもらいまし

て、約１２世帯を財源の戸数に盛り込んでございます。 

      以上でございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。それでは、町長の方にお聞きします。今回の支援策はいろんな

制約の中でいろいろやっていると思うのですが、町長としては点数をつけるなら、百点

満点なら何点ぐらいまでいっているかなという評価をしているでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほど齋藤議員から、全体として一定の評価をちょうだいしたところ

でございますけれども、我々としてもいろいろと被災者の皆さんのご意見なり、議会の

皆様のご意見等も踏まえて対応してきたつもりでございますけれども、やはりほかの市

町村の状況なども尐しずつ全容がわかってくる中で、ああこの辺もというふうな部分も

多尐あったりしますので、なかなか今の段階でぴちっとした点数をつけるのはちょっと

難しいのかなというふうな気がいたしますけれども、点数が出なくて恐縮でございます

けれども、私としては格差是正のために被災者支援を何とかしなくちゃないという強い

思いの中で、精いっぱい対応させてもらったかなというふうな思いはしております。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。済みません、もう１点だけ。ちょっと数字を拾うのを忘れたん

ですが、もう１点。時期的なもので認定期日前・後がありましたよね。当山元町では期

日前で動いたと数えている数字というのは幾らになるか。その以降はどのぐらいで見る

か。というのは、これが新たな国のお金から出るか、今度の支援金から出るかで、この

数字の大きさによっても運用の仕方というものは大分違ってくるのかなと思いますので、

その点がわかれば報告をお願いします。 

震災復興企画課長（本郷和德君）はい。今、質問のありました国の制度の運用開始前、あるいは町

の制度の運用開始前、そして交付決定前にやむを得ず移転された方々、いわゆる遡及的

な適用される方々の対象となるような戸数のことだと思います。そちらにつきましては

今、約５６０世帯を想定として盛り込んでおります。 

      以上です。 

 ７番（齋藤慶治君）はい。大体、山元町の今回の支援策の対象とする戸数が出てきたと思うので

すが、そこで再度お伺いしますが、今回は決められた枠の中で各市町村の独自性を発揮

できる一つの仕組みがあると思います。後での４３億幾らというのはある程度の県から

の制約があって、前の８億円よりは自由度が低い金額になった中でつくっているんです

が、町長はこの大きな中で、先ほどの町長答弁にもあったように、町が指定する住宅団

地に入った場合、他の市町村と比べても相当の恩典があると、そういう数字になってい

ます。やはりそこまで３市街地に集める、そういうまちづくりを今は進めているんです

が、その辺その効果というものは十分発揮できると思うかどうか、町長にお伺いいたし

ます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今回、津波で被災した世帯の全体、そういう中で地元、町内に残られ

る方、そしてまた新市街地を希望される方、いろいろ住宅再建の方向性が分かれている

わけでございますけれども、新市街地の方が必ずしも全体の我々から見ると圧倒的に多
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いという割合にもなっていない状況がございます。 

      それから、同じ市街地の中を見ましても、マイホームを予定している方の割合という

ものも決して多い数にはなっていない。災害公営住宅の関係の割合が多くなっていると

いうようなことがございます。やはり町としてはこれからのまちづくり、尐しでも活力

なりにぎわいなり、若者に魅力のあるまちづくりを進める上では、尐しでもそこの市街

地全体が元気、活力が出るようなまちづくりをぜひしていかなくちゃないというふうに

思っておりますので、できるだけ持ち家を何とか割合を高めていかなくちゃないという

ふうに思っておりますので、そういうふうな方向でこの制度もいろいろと組み立てをし

てきたというふうに思っております。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。町が指定する住宅団地に移転すると、先ほど言ったように相当

の支援の優遇策を用いるという形で、これは結構、他の市町村にも务らないぐらいの優

遇策になっていると思います。初めから国の支援策以外に、土地購入・住宅建築で今回

１５０万円から２００万円という金額と、あとは利子関係で建物の実費の補助、限度２

００万円、これはローンとの有利なほう、被災者にとって有利なほうを選択できるとい

うことを考えれば相当の恩典になると。それは大きな動きになるのかなとは思います。 

      それでは、今回新たになっている町内の移転に関係して５０万円という金額が出てき

た。これは前々の議会からも、私もそうですし他の議員もそうですけれども、やはりい

かにして町内に定住を、町外流失を避けて町内にとどまってもらえるかということで、

そことの差ということで町内の移転者に対しても何らかの補助をすべきだという観点か

ら今回５０万円と出ているのですが、その辺の補助の５０万円に関して、やはり指定す

る前の三つの団地との恩典の差。町内移転５０万円。その分指定が１５０万円から５０

万円アップして２００万円出す。その差というのはやっぱり必要なんでしょうか、町長。

やはり町内に対しても維持を決めたという形で出しても、その辺の補助金額の話です。

補助金に関して町長はどういうふうに評価して決定したか、その点をお伺いいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほど担当課長からもお話ししましたように、今回の格差是正のため

の支援策の財源の前後関係が一つはあろうかというふうに思います。最初に、比較的裁

量幅のある８億円というふうな部分をちょうだいした中で、これを新しいまちづくりに

どういうふうに活用するかということで１５０万円を施策誘導、インセンティブ効果と

いうようなことでの考え方をいち早くお示ししてきたところでございます。その後、比

較的縛りのある４３億円が交付されるという中で、できるだけ全体のバランスをとりな

がら配分すべきかというふうなことで調整をした結果というふうに思っているところで

ございます。 

      先ほど議員の方からもお話しいただいたように、町としては危険区域が３種に分かれ

ているという部分も含めて、いろいろ縦横のバランスをできるだけとりながら、そして

また一番最初の政策誘導の部分の３種なりというものとの兼ね合い、そういう中で最終

的に５０万円と２００万円という形に案をつくったというふうなことでございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。ある新聞の他の町の関係での町民の声として、金額で動くもん

じゃないと。やっぱりいろんな実情の中で判断すると。その中で尐しでもの支援策の中

で、今回の支援の枠組みが取り入れられれば、その中でまた考えていくということで、

金額が高いから町内にいる、町外に出るという問題でもないんですが、今回の被災に遭

った住宅再建ということが第一の課題となれば、そこでは尐しでも町としてこういう財
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源の中から支援していただくということは、やはり被災者にとっては大変助かると。そ

ういう点で町としては５０万円がもう尐し上に上がれば、被災者にとって助かるという

ことはもちろんですが、その辺の全体の予算のバランス、全体の補助のバランスを含め

て、ぜひ再度考えてほしいなと思います。 

      続きまして、第３種の関係ですが、今回、第３種の危険区域に関して、いろんな新た

なる支援策がいろいろ入っています。先ほど言った利子を選ぶのか、建物の実費補助を

選ぶのか、また震災前の住宅を修繕してローンを借りた場合の補助とか、今までになか

った感じの補助メニューが入っていますので、それも遡及するということになれば、相

当多くの方が助かるということがありますので、その辺の金額等は私の考えではうまく

できているなという感じで、これまた評価したいと思います。 

      全体の概要については、今言ったようにおおむね評価するんですが、ぜひ予算的な配

分で余らないように。ただ、長いスパンでなかなか難しい判断になると思うのですが、

大体、今後のスケジュールの中で申し込みはいつごろまでに決定して、いつごろに大体

申請受け付けをするのか。そして現段階で、山元町としての期限としては大体、この前

特別委員会でも大体の年数はお話しになったんですが、いつぐらいまでこの期間という

ものを現時点で考えているのか。その辺の今後のスケジュールの概要をまずお聞きした

いと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まず簡単な方から。この制度の最終的な期限は２７年度いっぱいとい

うふうに考えてございます。これは復興交付金の今の国の次元措置的な考え方があるも

のですから、それに合わせざるを得ないのかなというふうに思っております。もちろん、

他の制度も含めて２７年度で全て終わるというような状況ではございませんので、全体

としての期間の延長というようなことはいろいろとまた講じていかなくちゃない、予防

対応していかなくちゃないというふうに思ってございます。 

      それから、今後のスケジュールにつきましては、できるだけ早い機会にというふうに

思っております。ただ、今議会中に追加提案という状況にはいかないのかなというふう

に考えておりましたので、できるだけ他の市町村の状況なども早く全容を把握する中で、

足らざるところがあれば不足分をカバーしながら、充足しながら臨時議会等で予算措置

をご承認いただけるように、来月の早い段階でそういう日程調整ができればなというふ

うに思っているところでございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい。住宅再建の方向性を固める上でも、やっぱり早期にこの補助メニュー

の内容が、今のところはあくまでも案なんですよね。だから早く決定しないと公式に広

報もできないし、この広報が遅れる時期によって被災者の再建の選択する考え方が違っ

てきますので、逆にやはりここまで成案としてできているのなら、やっぱり早期に臨時

議会を開いてでも決定して、広く周知した中で早く再建の方法を選んでもらって再建す

るという形をすべきだと思いますので、今後ともこういう形の手順の関係は迅速に。事

務方はいっぱい規則なりいろんなものをつくっていかなくちゃ、実際のお金の交付とい

うものはならないんだろうから、その辺を踏まえて頑張って時期を早めてほしいという

ことをまず要望しておきます。 

      それでは、第２点の若干細かい点の先ほどの関係で、確認を含めて質問に入りたいと

思います。 

      先ほど、町の独自支援の関係で利子相当分、７０８万円か建築費、実費、限度額２０
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０万円の運用についてということで、町長はもう予備の方を選んでいいというような支

援策に当てはまる方のそういう選択で考えているということで私もいいと思います。や

はり支援策は財源的な裏づけがあれば、やっぱりシンプルなほうがいいんですよね。余

りいろんなものを条件つけて細かくするよりは、それでなくても山元町の先ほどの支援

策のスキームというのは結構複雑というか、いろんなケースを考えてつくってあります

ので。なので運用に当たっては全支援金の関係ですが、やはり申請等も含めてなるべく

シンプルな簡単な申請の方法、簡単な判断で行えるような運用というものがすごく必要

かなと思います。その点、町長に再度お伺いいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。町としましては、できるだけシンプルな形にはしたいというふうに思

っております。ただ、これはいろいろ検査、会検というふうなものもございますので、

やはり最低限のものは準備しておかないとうまくないものですから、その辺をクリアす

る程度のもので、できるだけシンプルにということで進めてまいりたいというふうに考

えております。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。本当に支援はシンプルに、そして早くという形を合い言葉とい

うとおかしいな、目標に事務関係を進めるべきだと思います。 

      それで、先ほどの第２点に入ります。 

      先ほどの亘理町との比較の中で、町内移転の５０万円の関係なんですが、どうしても

隣町は気になりますよね。生活圏が同じ。実は新地町もちゃんと調べればよかったんで

すが、新地町は調べていません。亘理町が一番近いし、現実的に私らの友達も相当の数

が亘理町にもう決定したり、そういう形で移動している人たちもいます。それにはいろ

んな条件、理由がありますが、亘理町が今回の被災者になって転入してくる方に、実費

相当分として１００万円という額を決めたということは、やはり山元町とか市・町から

もっと呼びたいという意思表示ですよね、亘理町として。そうでなければそのお金を町

内の被災者に充てれば、もっと町内の被災者が尐しでも恩典を得ると。ただ、それ以上

に長期的な考えから、町外からも呼びたいという意味合いの支援策だと思います。その

辺、やはり先ほど山元町も５０万円だけでなくて、ほかの実費相当分としてはそれを上

回る支援内容には相当なっています。それは認めますが、その辺の感覚の中で、山元町

も先ほど言った補助の５０万円というものをどうなのか。あとは先ほど町長が検討する

と言っていましたね。山元町もほかの被災者が転入したら何か支援をしたらいいんじゃ

ないかということは、今後の検討課題ということで先ほど表明していましたが、私は山

元町の現状を考えれば、そこまでは余裕がないんじゃないかなと。当面は町内にいる人

たちの支援、または逆に町外に行った人の支援。これは長年、山元町に住んでいた方が

いろんな事情で行っているという形なので、私は新たに山元町に入ってくる方々に支援

するよりは、長年、山元町に住んでいて、今回やむを得ず町外に出ていった人の支援策

というのは、支援策の内容は微々たるものかどうかはわかりませんが、そちらの方に重

点的に比重をかけてほしいなという思いがあります。その点ちょっと町長にお伺いいた

します。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。さらなる支援策の拡充というふうなお話でございましたが、確かに今

ご指摘のように、大まかに三つに分けてできるだけ支援を考えるべきじゃないかという

ことでございますが、基本的には議員ご指摘のとおりだというふうには思いますが、こ

れはやはり山元町の置かれた状況、この人口動態、人口減尐とこれからのまちづくり等
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を考えたときに、どう判断すべきなのかというふうなことだろうと思っております。 

      人口減尐なり定住促進という考え方からすれば、お隣のような制度もやっぱり一定程

度、意識せざるを得ないのかなというふうな思いもいたしますし、あるいはこれは直接

ご指摘がなかった件でございますけれども、先ほどお答えした中で、我が町の場合、公

営住宅の割合がかなり多い状況にございますので、公営住宅の払い下げの補助というふ

うなアイデアなどもお持ちのところもあるということでございますので、いろいろそう

いうふうな側面、あるいは町内にとどまった方と、残念ながらいろいろな事情で町外に

この機会にというような方、その辺の兼ね合いをどこまでつけるべきなのか。これは町

内の本部会議等でも大分議論をしてきたところでございますけれども、基本的にはやは

り町内にとどまる方までが基本なのかなと。加えて被災して他の自治体から転入される

方もある程度、念頭に置かなくちゃないのかなと。さらには町外にこの際という方につ

きましても、若干ではございますけれども移転費用の支援というふうなことで、今回、

措置する方向で案をつくっているということでございますので、いずれにしましても町

の置かれた状況なりを総合的に勘案した場合の中で、できるだけバランスのとれた制度

設計にしていかなくちゃないということが基本的な考え方でございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい。今、議論しているように、一つの観点からどれがいいとか、どれが平

等とか、そんな内容の支援策じゃないと。先ほど私が言ったように、百人いれば百人の

事情、千人いれば千人の置かれた状況。その中で公的に町としてどこまで支援できるか

ということも、限られた財源の中でバランスよくやると。そのお話ですが、当然その中

には最大限の努力の政策判断の中で行っていかなければ行政は進みませんから。その辺

は私らも理解しているつもりです。早期に全体の支援策はどんどん前に進めるべきだと

は思います。 

      それでは、最後に太陽光発電に関係して。太陽光発電の関係で、町長の答弁の中では

ありましたので、再度、町の復興計画を私も再確認しました。確かに明確に入っていま

す。ただ、私はこの財源の性格上を含めて、そこにだけ指定するには、しなくてもいい

んじゃないかなと。逆にこの１０万円を出すなら、先ほど件数が出ていましたね、何戸

分とか。その分もう自由に上乗せしたほうが使い道自由でいいのかななんていう考えも

ありましたし、被災の支援を目的とするという中で、そこまで将来の町の総合計画の中

で、そこだけに認めるのがいいのかなと、そういう考えがありました。だから一つは、

財源的な裏づけの中でそこまでする必要があるのか。あとは総合計画で再生エネルギー

等の普及、太陽光発電を含めて明確に入っています。それは認めますが、そうならやっ

ぱり町全体という形の考え方をしたり、財源的なものをもうちょっと別なことを含めて

町内全体に広げるとか、そういう形の考え方の方が私は正しいのかなと思うんですが、

町長いかがでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。太陽光発電システムの考え方ということでございますが、これはいろ

んなやり方があろうかというふうに思います。こういう社会情勢の中での太陽光発電シ

ステムの設置必要性、どこまで町内で共通理解、合意形成ができるのかというようなこ

とだろうというふうに思うのですが、理想は部分的に限定しないで町全体というふうな

こと、これも大切かというふうに思いますけれども、今回は大震災からの大きな復興を

目指して、ある意味新しいまちづくりも目指しているということでございますので、そ

ういう部分での自然エネルギーなり省エネルギーの普及促進、あるいは環境配慮型とい
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うふうなまちづくり、この観点をまず新しい市街地をモデル的に推進していく、対応し

ていくというふうなこと、それからあわせて新市街地での戸建て住宅の移転の促進とい

うふうな、そういう政策誘導ということもかみ合わせた中での考え方でございますので、

まずはそういう形で進めさせていただいて、また次の段階でその輪を町内全域に広げて

いけるようにできればよろしいのかなというふうに考えているところでございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。先ほど太陽光発電としては約３８０世帯ぐらいという数字をお

聞きしました。町内の三つの団地に入る戸数というか、予定している戸数との数字的な

ものもありますが、私は先ほど考えたように今回もし太陽光をやるのなら町内全域で。

逆に財源は別なところから持ってくるぐらいの形が正解なのかなと。この８億円の中か

らこの中に特化したようなものでなくて、総合計画に位置づけているように山元町全体

がという形の思いがあります。 

      あともう１点、太陽光発電はこれから例えば建築を認めてするとしても２年後なんで

す、早くても。どういうふうに造成してなるかわかりませんが、早くて２年以降となる

と、その太陽光の重要性というものがますます強まっているのか、弱まるというか。今

回びっくりしたのは、さっき言ったように国の支援が大分減ってきている。１キロワッ

ト当たり約半額になっている。国の太陽光発電の設置の仕方。あとは売電の金額も安く

なってきている。というのは、もう一番初めの普及させる段階からもう当たり前の時代

に入っているのかなと。そういう意味で今度の市街地の中でも相当の数の太陽光発電は、

もう支援金の話じゃなくても普及してくるのかなという思いがありますので、そういう

２点、３点の観点から、もし太陽光発電、これから２年後にどういうふうな世界の情勢

になっているかわかりません。それは私も推測できませんが、その辺の関係を含めて、

もしやるのなら全町、全体的に普及を進めるような財源の持ち方、そして考え方という

のは町長が言っているように、今回の総合計画に明確に。私正直いってここまで明確に

うたっているとはちょっと確認しなかったので。改めて確認したら、もう普及させると

いうような方向が決まっていますので、裏づけはありますが、であるなら指定だけでな

くて町内全域、できれば一般財源も含めたような形の持っていき方がふさわしいのかな

と思います。再度この太陽光発電の関係を町長にお聞きしたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。この自然エネルギーを活用した施策の推進ということにつきましては、

やはり先ほど申しましたようにステップ・バイ・ステップということで、まず段階的に

取り組んでまいりたいということが基本的な考え方でございます。確かに国の方でこの

制度を始めてから一定の年数がたつ中で、全国的には一定の普及が進んでいるというこ

とも事実でございますけれども、それが山元町は必ずしもそういう状況になっていると

いうことでもないのかなというふうに思いますので、まずはモデル的にこの形での取り

組みをぜひ進めさせていただきたいというふうに考えております。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。最後に、今回の支援策は結構、見れば見るほど味があるという

か、そういう形で苦労しているというのは評価しますので、やっぱり早急にもう案から

決定という形の中で、被災者がこの支援策をもとに早期に住宅再建が進むような形でタ

イムスケジュールを前倒ししてほしいということで私の質問を終わります。 

議 長（阿部 均君）７番齋藤慶治君の質問を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）４番菊地八朗君の質問を許します。菊地八朗君、登壇願います。 
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 ４番（菊地八朗君）はい、議長。私は、第２回定例議会において一日も早い生活再建の観点から、

大綱第１点目、漁業関係。２点目として、震災農地整備について。３点目として被災住

宅再建支援について、今後の取り組みと姿勢について町長の所見を伺います。 

      まず、漁業関係ですが、津波瓦れきの撤去による漁場の確保と進め方について、取り

組みと考え方を伺います。二つ目として、ホッキ漁の再開には新たな漁法が必要と思い

ますが、どのような方策が思い当たるのか、検討しているのかについて伺います。三つ

目として、漁業者にも農家支援と同じようなバランスのとれた漁業支援は考えられない

か。例えば、船購入時の支援、漁具のリースの支援等考えられないか。 

      大綱第２点目、東部地区における農地整備事業について。圃場整備事業を計画されて

いますが、被災農家にとっては必ず実施してもらわなければならない事業です。そこで、

整備後の利用計画を伺います。私の提案は、養蜂業者を巻き込んだ花畑です。花の消費

量、見学者による集客人口、山元町特産ハチみつなどを考えてはどうでしょうか。そし

て雇用を生み出すためには、やはり新たな産業、そして今まで従事していた農家の雇用

も考えなければなりませんので、その辺の町長の考えを伺います。 

      ３点目、被災住宅再建支援策ですが、住宅再建の支援策のさらなる拡充を求め、町長

の基本的な認識について伺います。二つ目、山元町の危険区域をどのように感じますか。

今後の取り組み方について、再度町長の考えを伺います。 

議 長（阿部 均君）町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。菊地八朗議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、漁業振興についての１点目、津波瓦れき撤去の取り組みと考え方について

でありますが、山元町の沿岸域に散乱する津波瓦れきにつきましては、昨年１１月に国

土交通省が調査した結果、沿岸から沖合いにかけての１キロメートルの範囲に、長さ１

メートル以上の瓦れきが約４，０００個以上散乱していると。その多くが消波ブロック

であることが判明しております。これらの瓦れきの撤去に際しましては、国土交通省及

び宮城県によりサケ漁とホッキ貝漁の漁場を確保するため、ことしの１月から坂元川河

口域、これはいわゆる後藤淵でございます。そして一の沢川河口域、これは小学校前の

小浦川河口でございますが、この２か所において集中的に撤去作業が行われており、今

月の６日現在で約６００個の消波ブロックやコンクリートの塊、捨て石などが撤去、回

収されております。しかしながら、これらの瓦れきを全て撤去するには約２年を要する

と見込まれておりますことから、県の漁業協同組合山元支所とも協議をし、再開する操

業海域を特定した優先集中的な撤去など、引き続き関係機関との調整を図りながら、漁

業者の生活再建に配慮した操業再開に向け取り組んでまいります。 

      次に、２点目、ホッキ貝漁の新たな漁法についてでありますが、議員ご指摘のとおり、

海底に散乱する瓦れきのため、従来の漁具、マンガを使った漁法では漁具の破損や漁船

が転覆するなどの危険性があることから、昨年の試験操業でも明らかになっております。

このため、漁協においては東北大学等の支援を受け、他県で行われている事例を参考に、

ジェット噴流式による漁法の導入が検討されていると承知しております。 

      次に、３点目、船購入時の支援や漁具のリース支援についてでありますが、農業と同

様に、漁業においても経営の効率化を前提に、漁協が行う共同漁船の建造や、漁具の取

得を支援する共同利用漁船等復旧支援対策事業等について、今後、町のかさ上げ補助も

含め、鋭意対策を検討してまいります。 
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      また、ホッキ貝漁で使用する噴流式漁具やその操作研修について、大震災以降、本町

に対し多大なるご支援をちょうだいしているＮＰＯ法人のアドラ・ジャパンから漁協山

元支所が直接、支援を受けられると聞き及んでおります。あわせて、技術面におきまし

ても長年、本町の漁業振興にご尽力をいただいております東北大学の支援が得られると

伺っております。町としましても、各種交付金制度の活用について検討を重ねていると

ころであり、今後とも県や国、漁協等関係機関と連携し、本町の三大ブランドの一つで

あるホッキ貝を初め、本格的な操業の再開、振興に向け積極的に取り組んでまいります。 

      次に、大綱第２、東部地区における農地整備事業についてですが、先月３１日に対象

となる農家の皆様に対して、事業の必要性や土地利用計画についてご説明を申し上げる

とともに、引き続いて今月３日から６日までの４日間にわたり、山下地区、坂元地区に

分け、事業計画の概要や予定スケジュール及び事業の推進体制を説明したところであり

ます。本事業を導入することにより、未整備で小区画の農用地や防災集団移転事業で買

収される宅地等の非農用地を、土地改良法の換地制度を活用し、効率的な土地利用を行

うことが可能となり、農地の整備については農地約４００ヘクタールにおいて水田１ヘ

クタール、畑地８ヘクタールを標準とする圃場の大区画化を行い、営農についても競争

力のある経営体を育成し、集積を図る計画としております。 

      この事業により整備された農用地の利用計画でありますが、まず水田については整備

面積約１５０ヘクタールにおいて、水稲及び大豆等の転作作物を組み入れた土地利用型

作物の導入を計画しております。また、畑地については整備面積約２５０ヘクタールに

おいて、土壌条件等を勘案し、収益性や作業の効率性を検討しながら、持続的に経営が

可能な農作物を導入してまいりたいと考えております。 

      ご提案のありました養蜂業者を巻き込んだ花畑については、景観作物としての作付を

含めて観光交流面でもヒントになるものでありますので、作目の選定や経営規模なども

考慮しながら、大いに参考にさせていただきたいと考えております。また、整備後の農

用地利用の担い手に関しましては、まず地元農家の皆様に優先して有効活用いただきた

いと考えておりますが、大区画圃場の観点から、法人等の参入による地元雇用や公募方

式による営農参入も検討しているところであります。今後、地元農家の皆様と協議を重

ね、本地区に最も適した土地利用を鋭意検討してまいりたいと考えております。 

      次に、大綱第３、被災住宅再建支援策についての１点目、住宅再建の支援策のさらな

る拡充に向けた基本的な認識についてですが、町ではこれまで震災により住宅が全壊・

大規模半壊された方々等を対象に、被災者生活再建支援制度により基礎支援金及び加算

支援金の支給を進めてまいりました。これに加え、災害危険区域内で被災された住宅再

建される方々に対し、防災集団移転促進事業及びがけ地近接等危険住宅移転事業により

被災宅地の買い取りや利子補給、補助による支援を行うとともに、新市街地の住宅団地

に移転される方々に対し、町独自の支援策を講じることとしてきたところであります。 

      これらの施策により、被災者の方々は被災宅地の買い取り代金を除いても最大で１，

０００万円を超える支援を受けることが可能となっております。さらに町では、今般、

県から交付された東日本大震災復興基金交付金等を活用し、これまでの公的支援策のす

き間を埋め、支援の対象外とされていた方々への支援格差を是正することを目的とした

新たな支援策を検討しております。具体的には、震災時に災害危険区域外の津波浸水区

域に居住していた方々、移転時期の関係で防災集団移転促進事業、またはがけ地近接等
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危険住宅移転事業が適用できない方々、及び住宅再建に当たりローンを組めない方々へ

の支援を考えております。また、単独移転を含め、町内において住宅再建される方々及

び新市街地の戸建て住宅に移転される方々への支援もあわせて拡充させております。 

      このように町としましては、今回の津波被害の特殊性を踏まえた支援が必要不可欠で

あるとの強い認識のもと、国及び県等への働きかけを通じ、さまざまな施策の組み合わ

せ、積み上げにより、被災者の方々に対し、きめ細やかでかつ可能な限りの支援を実現

してきたと考えております。 

      次に、２点目、山元町の災害危険区域についてですが、町では町民の皆様の安心・安

全を確保するため、建築基準法第３９条の規定に基づき、津波等の危険の著しい区域を

災害危険区域に指定し、住宅の建築を禁止または制限しております。危険区域の範囲は、

今次津波の浸水深や津波シミュレーションの結果等をもとに設定されているほか、浸水

深に応じて第１種、第２種及び第３種の３種類に区分していることから、現状の危険区

域の設定は多重防御機能を果たす防潮堤や県道が整備途上である現時点においては妥当

であると考えておりますが、今後、津波防災施設の整備に応じて津波シミュレーション

等の検証を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて区域の見直しを行ってまいります。 

      以上でございます。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。それでは、まず漁業支援の方から改めて伺いますが、町長答弁

によると漁場の確保ということで今、県漁業組合にも一生懸命支援してもらっています

けれども、一日も早い漁師の復興のために、この瓦れきの撤去を漁場の中心、必要な漁

場から。今は東西から両方から攻めてきているんだけれども、逆に必要なところから、

真ん中から外に広げていく。そうしたらそのエリアが早く確保できるという、やっぱり

こういう手法をこのようにしてもらえないか。やはり同じ支援をしてもらっているとこ

ろに、町長はそういう要望を出しているか伺います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。いろんな業務を同時並行的に進める中で、必ずしもタイムリーな形で

この問題に対応し切れていないという反省すべき点もございますけれども、先般も仙台

地方振興事務所の水産漁港部長等も先ほどお答えしたような問題等に、全般にわたりま

して改めていろいろと意見交換なり要望をしたところでございます。もちろん、これま

での過程の中で、私なりにかつての同僚なり後輩の皆様にも相当程度、問題提起をしな

がら、いち早い山元町の漁業再開、復興というふうなことに取り組んできたところでご

ざいます。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。やはりもう震災で２年３か月。この間、磯の漁民の方々は、例

えば原発の補償をもらっているわけでもないし、一日も早い生活基盤の漁業者も、やは

りある程度の労働力、そして働いて水揚げをしないとだめなんだけれども、このように

瓦れきの撤去にあと２年もかかるんだよと、もう２年かかるんだったら、あと２年待っ

ていると。そういうわけにもいかないので、やはり漁場を確保するということで、町長

も言ったとおり一日も早く申請して、一日も早い安全な操業ができるような施策をして

もらいたい。そして要望してもらいたい。改めて。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほど尐し説明不足のところもございましたけれども、今ご指摘いた

だきましたように、単純に町の両サイドから瓦れき撤去を進めてくるということではな

くて、業務者の皆様の意向なりいろいろハンディはあるわけでございますけれども、ハ

ンディを抱える中でもどういう形で瓦れきの撤去を進めれば、漁業者の皆様の一日も早
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い本格的な再開に寄与するのか。そういうようなことに十分意を用いてやっていかなく

ちゃないというふうに考えているところでございます。 

      なお、さらなる瓦れき撤去の効率化というふうな点は、いろいろ方策が考えられるわ

けでございますけれども、この点につきましては担当課長の方から尐し補足させていた

だきたいと思いますが、きょうは先ほど部長からご紹介いただきましたように、担当課

長が欠席しておりましたので、担当の班長の方からお答えをさせていただきたいという

ふうに思います。 

産業振興農政班長（大和田敦君）はい。それでは、私の方からその詳細についてご説明させていた

だきます。 

      ただいま町長の方から回答させていただきましたとおり、過般、６月５日に仙台地方

振興事務所の水産漁港部で来庁しまして、その撤去方法というものについていろいろ議

論を交わさせていただいたところでございます。実際には、起重機船、要はつり上げる

起重機船、これの手配については可能であれば４基ほど手配はできるというふうな話を

伺ったところでございます。しかしながら、山元町の沖の海域をよく知るオペレーター

の確保ですとか、あるいは起重機船の停泊するための母港となる港、これらの確保がな

かなか厳しいというふうな話を受けたところでございます。それらの状況を踏まえまし

ていろいろ模索したところ、作業効率等々を考えた場合、２台の起重機船による現在の

ような撤去方法が最も効率的ではないかというふうな説明を受けたところでございます。 

      なお、議員ご指摘のとおり、その手法につきましては今後も地元の漁業者の方々、あ

るいは実施主体の国土交通省、そして宮城県とさまざまな面で協議を重ね、対応してま

いりたいというふうに考えております。 

      以上でございます。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。やはり海底に入っているのは大きな消波ブロックということな

ので、逆にいったらそういう大型の起重機船というかクレーン船が、深さというかそこ

でなかなか難しいものがあるので、例えば大きいものは海底の中で冷間発破を使うとか。

冷間発破ってわかると思うんだけれども、ダイナマイトじゃないから。冷間発破は穴を

あけて、ちょこっとドリルにホースを入れて凍らせてぱあっと、ないやつをあけてぽろ

っと細かくする。そういう手法も、やっぱりこれだったらやれないかと。一日も早く、

何とかとるような方法を要望していって、一日も早い漁港の再開ということで、そうい

うことで進んでいく。 

      次の質問に移ります。ホッキ貝の再開なんだけれども、やっぱり今までのホッキの漁

法というものにとらわれていて、やはり今は瓦れきがあってホッキ漁の再開は難しい。

ホッキは何とか再開してあるんだよという、この前東北大の皆さんの応援で確認はして

あるところなんですが、やはり噴流式のマンガというのは、吹かして浮かばせてすくう。

こういう噴流式とかやっぱりマンガに頼るというか、そればっかりじゃないと思うんで

す。このマンガもやはり個人、住民で買う。今までの磯の漁民の人は、漁獲量というも

のは制限して来年の確保ということで守ってきたんだから、やはりある程度ここに対し

て、農家でいったらトラクターを支援する、リースで買って皆さんに貸すよと。漁民に

もやっぱりこれを町として、こういうリースとかでホッキの再開。それともまたもっと

支援してやって、やはり育てる漁法というか、そういうことで逆にいったらこの大学と

かそこに町から、ロボットというもので畑でいったら畝を立てるようなもの。そしてそ
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こに稚貝を植えて育てる漁法も考えなくてならないから。ロボットの試作は考えられな

いかとか、協力してくれないかと、そういう考えを町長は持ちませんか。新たに。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。新たな漁法ということでございますが、東北大学などでもいろいろ町

の漁協が進めてきた資源管理型の漁業をさらに充実させるということでは、今ご提案の

あったような部分なども一つの考え方になるのかなと思いますけれども、現段階ではま

だそういう部分というものは実験、実証の段階なのかなというふうに思っております。

まずは先ほど触れさせていただきましたように、他県等での事例もある噴流式のマンガ

の活用というようなことで当面は対応すべきなのかなというふうに考えております。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。ロボットというのは後でも、例えばいろいろ、今後のやはり育

てる漁業は必要なんだということで、こういう瓦れき等でもういち早く、漁獲というか

ホッキ貝の再開を進めるときに、私の発想ではこのロボットもいいのかなという提案な

んだけれども、ただ、やはり支援策として町長の答弁をもう一回欲しいのは、やっぱり

リース等の支援。これは考えておられますか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。船なりへのリースへの補助というふうなことでございますが、これは

基本的に今、県漁協が船を購入するための受け皿となる組織をつくりながら、計画的に

各漁協の支所に船を導入しつつあるというふうなことでございますので、この辺の事実

関係と、あるいは今の支援補助制度とご指摘いただいた他の農業関係との支援のバラン

スというふうなものをきっちり精査しながら、どういう形でのご支援が可能なのか、ち

ょっと検討をさせていただきたいというふうに考えております。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。町長せめてここで、検討ということは、いつも言うんだけれど

もしないということだから。私にとっては。だから検討じゃなく、話し合って支援しま

すという、支援していく方向でやりますと。せめてそれくらいの回答が欲しいんだけれ

ども。考えるとか検討するというといつになるかわからない。私はしないよという解釈

です。前に民間で働いていたときに、検討するというと、ああおまえ仕事する気がない

んだな、やる気がないんだな。じゃあおまえのところに野菜やらないよとよく言われた

から。何回も議場でも言ったつもりなんですけれども、やはり検討じゃなく、その方向

で進めますぐらいの回答を。これに関してはもう一度、再度。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。町の大事な一次産業の一画を担う水産漁業でございますので。私は最

初のお答えの中で申し上げましたように、繰り返しますけれども、今後、町のかさ上げ

補助を含め、鋭意対策を検討してまいりますというふうにお答えした、そのニュアンス

を十分お酌み取りいただければありがたいというふうに思っているところでございます。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。私は進めるという方向で解釈しまして、次の東部野菜団地圃場

整備について再質問します。 

      まずこの間、町長も参加しましたけれども、６月１３日、ここの関係地権者の説明会

の参加率を見てどう感じたか。まず町長から。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今回、冒頭申し上げましたように、先月末から今月初めにかけて７、

８回の開催をしたのですが、全体としての出席者は３００名を尐し超えるぐらいかなと

いうふうに思っておりました。参加者出席率というふうな点ではいまいちというふうな

ところがございますけれども、出席参加していただいた方々の反応、感触を総括すれば、

相当程度、興味を持っていただいたのかなと、関心を寄せていただいたのかなという部

分、そしてまたやはりこの機会に大いにこの事業を推進してほしいというふうな声も多
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かったのかなというふうに受け止めているところでございます。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。私も同じ農家の被災者として、やはり何とかしてもらいたい。

前から土地利用計画を早くして、それに取り組むべきだということで、被災宅地の買い

上げと同時に課税対象区域として、例えば居久根なども一緒に購入して、やはり区画整

備をするべきだと。そうすべきじゃないですかということを提言してきたのですが、や

っと今になって、この間の説明会等を聞いても、やはりこのスケジュールで、例えば今、

町の新市街地の同意書が今時点で２年半過ぎて８３パーセント、山下地区で。スケジュ

ール的にこれは本当に絵に描いた餅になりませんか、この日程でいったら。今から本当

に２か月足らず、この間新たな施設として取り組んでいますけれども、町長そういう点

の心配が私は非常にあるので、再度。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。この事業はまさに一大事業でございます。この整備事業交付金を活用

して農家の方々の負担については、農地の部分については一定の減歩という部分がある

わけでございますけれども、負担金という形では農家の方々、あるいは町も含めてこれ

は負担なしという大変厚い支援内容になっているわけでございます。問題は、ご指摘の

ようにこの大事業を短期間の中で本当に９００名を超える農家、地権者の方々の同意を

本当にとりつけることができるのかということが一番の大きな課題だろうというふうに

思っております。そういう意味では大変きつい厳しい状況の中で、この事業を推進せざ

るを得ないという大きなハンディを有しているというようなことでございます。 

      そういうことでございますけれども、この事業についてはかねて議長ともども議会の

皆様と地権者の方にも行政活動をする中で、県としてもこの地権者の同意なり、一定の

計画をつくれば、後は県の方が責任を持って農地整備自体をやってくれるというお話も

ちょうだいしているところでございますので、ここは何が何でも地権者の農家の方々に

ご理解を賜るべく、やはり全力を尽くすほかないだろうというふうに思っております。 

      きょう、他の議員の方々からお話をちょうだいした中でもお答えしておりますけれど

も、町の体制としても非常に厳しいものがございます。あれやこれやというふうに手を

広げられるような状況では決してないわけでございますけれども、やはりそれは優先順

位をしっかり決めながらやっていく必要があるというふうに思っております。４月から

選任の農業基盤整備推進室を立ち上げたのも一環ではございますけれども、この辺につ

いても決して十分な体制ではございません。足元の体制整備についても近々の課題だと

いうふうなことで、今いろいろと努力しているところでもございます。いずれそういう

足元の体制整備も含めて、あるいは農家地権者の方々の理解促進も含めて、しっかりと

足を組んだ中で何とか合意形成につなげ、事業着手にこぎつけたいと、そんなふうに思

っているところでございます。 

 ４番（菊地八朗君）はい。本当にこれは農家の、そして土地利用計画の中の第一歩としてこれを

進めてもらわないと困るんだけれども、逆にこの危険区域、例えば宅地がこの区域は危

険区域１種だから、１種の宅地が今度、１種で危険区域内で例えば異動した人は宅地も

残るわけだ。買い上げにならないからね。そうすると、２種だから、ここの設定。じゃ

あ、ここのところで換地法を適用したって、地権者の同意をもらうの難しいよと。逆に

例えば農家で、ここ町長も答弁していた、大機構、大区画で法人化も設置して、そのよ

うな方法でやりたいと言ったけれども、俺は自給自足で、逆に言ったら農地の剝奪とい

うか権利の剝奪、みんな協力、周り全部１人２人だと思うが残ったとしたら、いやが応
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でも、何とか周りの人がするんだったら一日も早いみんなの復興と同時にと、そういう

意見にとらわれて、全部が同意もらえればいいけれども、俺はだめだと、どうせ残るん

だからどうせ残されるんだから。そして、俺はやっぱり好きな自給自足の農家もやりた

いんだと、そういう人たちの同意をもらえなかったらどういうふうになりますか、町長。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。この事業を推進するためには、今ご指摘の部分なり、先ほどお答えし

た部分も含めていろいろ課題はございます。しかし、それはやっぱり根気よく限られた

期間ではございますけれども、理解を得るための努力を重ねていかなくちゃないという

ふうに思っております。 

      繰り返すようですけれども、やはりこの６５０ヘクタールという広大な土地をこのま

まあのままの形では生きた土地利用にはならないだろうと。震災前のイチゴのハウスな

り、一定の畑地利用などを除けば、坂元地区を中心として大変耕作放棄地的な原野化し

ている状況が大分あったわけでございますので、そういう状況が私は再現すべきではな

いだろうと思っております。この機会に、大変ですけれども、みんなで力を合わせて何

とかこの事業を導入しながら、農家の皆さんにも一定の収入ですね、あるいは町として

も宅地を中心としたところに企業の誘致等を進める中で、尐しでも町の税収確保につな

がるような生きた土地利用を何とか実現していきたいと、そのための努力をしていかな

くちゃないと、そういうふうに考えております。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。そのためにも、何とかするためにも、早く危険区域の見直しを

するべきだということを再度町長に申し入れて、じゃあその後の今後のこの圃場整備の

あり方、耕作の仕方ということで、例えばあるＮＰＯがチーム浜街道五十三次というふ

るさとの再生・発展を支える有志の会ということで、ワイナリーという言葉で、ブドウ

畑、ブドウを作付したらどうですかという、こういう先駆けて、やはりあの農地をちゃ

んとしなくちゃなんねという、そういう思いの方がちゃんといるんですよ。もう何とか

して山元町の名産であるブドウ、これを復興させようと。一応名前も言おうか。浜街道

五十三次、ふるさとの再生・発展を支える有志の会ということで、もう既に動きつつあ

る。何とかブドウでワイナリー。だから、ここの大きな区画整理の中にも、私は花畑と

言ったけれども、ブドウ畑も一応考えながら、ただ、この農地再編。そういうことを考

えるかをまず町長、答弁お願いします。こういう方々の動きもあるんだよということで、

今度の再建について。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今ご紹介いただいた方の取り組みも含めて、芝生を大規模に生産して

いきたいとか、いろいろ先駆けて何とかこの東部地区の有効な土地利用に資したい、貢

献したいというふうな、大変力強い動きがあります。それは基本的に非常に心強いし、

歓迎申し上げたいわけでございますけれども、問題は全体の土地利用をしっかりと固め

つつ、ご紹介いただいた部分なり、あるいはまた一部、太陽光発電の誘致の動きなども

あるわけでございますけれども、やはり農地転用という部分もあったりとかしますので、

お互いのタイミングですね、これをうまく調整をしながら、思いを何とかいい形で実現

できるような、そういう対応をしていかなくちゃないというふうにも思っているわけで

ございます。早くてもいけませんし、遅くてもいけないわけでございます。とどのつま

りは何を言いたいかというと、大きな面積になればなるほど、あるいは農地の面積が大

きければ大きいほど、きちんとした利用計画を町で持ち合わせていないと、なかなか国、

県の支援協力を得られないということがあるものですから、まずは計画をしっかりと立
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てる中でいろんな方のかかわり、ご支援をちょうだいしていければなというふうに思っ

ているところでございます。 

 ４番（菊地八朗君）はい。次こうやって質問すっかなと思ったんだけれども、ちょうど今、太陽

光発電と言ったけれども、ここの地域のこの間のガイドラインの説明でも、やはりここ

の土地利用計画の中の重点事項で、被災した家屋や土地の効果活用、それから被災地域

の雇用と税収の確保と、こういう大きな命題三つがあるんだけれども、雇用というのは

今、町長は太陽光発電の公用地のそこにも一つと。私としては、むしろバイオマス発電

を提起したい。なぜかというと、例えば防災緑地には松の木が植わる。昔はその松の木

というのは手入れして、松葉落ちるからね。そうすると、そいつ昔ごんのさらいで下き

れいで、そうするとキノコ、ナメコ、そしてここの逆に被災した浜通りは丘と比べたら

放射能も低いから、むしろ放射能高くてキノコなんか全然相手にされないとき、そうい

う将来的な、そしてそのごんのさらいで例えば発電するための燃料の一つ、そうすると

丘の山の伐採も可能になってきて、やはりバイオマス発電というものを取り込んで、や

はり雇用と環境整備、その分緑をふやせばいいんだから、どんどん木は植えるし、そし

てそうやって、その太陽光発電じゃなく、こういうことの観点からも山元町はバイオマ

ス発電をしますと、そういう発想は町長持ちませんか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今回の東部地区の農地整備事業は、全体として６５０ヘクタールの中

に基本は農地約４００ヘクタールと、あとの１５０が産業誘致の用地だったり、あるい

は一部公園の用地だったりというふうなことが計画されるわけでございますけれども、

いずれそういう中で太陽光発電なり今のバイオマスなり、いろんなことが考えられるん

だろうというふうに思います。ですから、いろいろアイデアをぜひちょうだいしたいな

というふうに思います。 

      ただ、くどいようですけれども、誘致ありきなり進出ありきだけではなかなかうまく

ないわけでございますので、あくまでも国土利用計画をベースとした土地利用計画をし

っかりと早く、もちろんその前には地権者の皆様の理解、協力というふうなことをクリ

アしながら、しっかりと全体を調整しながら推進していかなくちゃないと、こういうふ

うに思っています。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。私としては、私も最初から言っているのは、農家にしては必ず

やってもらわなくてはいけない事業だという前提のもとで、やるものだという前提のも

とで、今後の土地利用計画の中にということでバイオマス発電と。そして考えて雇用と。

そしてやっぱり集客人口というものを呼ばなかったら、そのためにやっぱり花とか、こ

のいちご団地の中にもハチみつというのを、ミツバチさんも非常に大事だし、そしたら

今、我々視察で群馬に行ったときにも、やはりそこではクリの花のクリみつというもの。

この間丸森に行ったら、イチゴのハチみつって高くて売れているんだってね。ないんだ

って。ある人は丸森で買ったらしいんだけれども、まだ買いに行ったら、ないですわっ

て言われた。だから、やはり地場特産とかそういうものを考えて、いっぱいいちご団地

がぽろっとできる、そこには今度はハチみつ、畑できる、そして雇用も生まれる。そう

いうことで、やっぱり特産品の中から一日も早い事業の取り組み、そしてせっかく来て

いるから、担当課、課長、２か月になってこの進捗、本当に町長から大事だと言われる

けれども、今大丈夫。せっかくだから、退屈だから、感想というか、今後の考え、取り

組み、大丈夫か。どうぞ、考え方。 
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農業基盤整備推進室長（渡邊武光君）はい、議長。ただいま菊地議員のご声援をいただいたという

ことで、ご発言させていただきます。 

      私、４月から農業基盤整備推進室でこの東部の農地整備事業計画を担当させていただ

いております。期限のない中で、この一大プロジェクトを進めていくということで、役

場内、関係機関、あわせて外部の営農に関する県の農業改良普及センターであるとか、

ＪＡみやぎ亘理、そういった営農経営に関する皆様、関係機関との連絡調整を踏まえて、

地域の農家の皆様、それから非農家の皆様、一体となってこの事業を遂行すべく、一丸

となって進めていきたいという気持ちを強く持っているところでございます。この事業、

平成２７年度までの時限立法ということもございますので、今できることを全てやると

いうような気持ちでおります。以上です。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。改めて町長、この時限立法の２７年までに本当に真剣に、本当

の第１重点プロジェクトの一つとして考えなかったら、本当に絵に描いた餅になったら

町民から怒られるよわ。何なのと。だから、さっきも検討じゃなく、この２７年には必

ず出せるように寝ないででも頑張るという、まず町長。そして推進に農家の方々、そし

てこの地権者の方々の同意をいただくために一生懸命頑張るという、まず決意表明。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。この山元町の震災後の土地利用、災害危険区域の設定から始まって、

本格的な復興再生に向けての土地利用というふうなことで、前向きな方向にようやく来

ているわけでございますので、ここは私も当然頑張らせていただきますけれども、議会

の皆様、そしてまた地権者の皆様方のご理解、ご協力をいただく中で、職員ともども一

丸となってこの事業に取り組んでまいりたいというふうに思いますので、よろしくご支

援ご協力お願い申し上げたいというふうに思います。 

 ４番（菊地八朗君）はい。そういうことで、一生懸命頑張ってくださいということで、次の質問。 

      まず、住宅再建支援の中身については今、同僚議員が最初一番上の方の再建、さらな

る拡充ということではいろいろ求めていますが、改めて私はこの角度を変えて、やはり

先ほど防災緑地の完成はというと３２年ということで、そうすると同僚議員の回答の中

に３２年ですと。被災の灰のいろいろ片づけて終わって何かすると。そうすると、それ

までこの危険区域の見直しはまずないと考えてよいのか。改めて町長に伺います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。災害危険区域の見直しの時期ということでございますけれども、先ほ

どお答えした中で防災緑地の部分ですね、特に営林署で対応してもらう部分については

これまでもお話ししているとおり、２メートルほどの盛り土をした中での植栽というよ

うなことでございまして、ここの２００メートルのエリアについても津波からの減勢効

果を一部期待すると、そういうようなことでの多重防御の考え方でございます。 

      ただ、それはそれとして、危険区域そのものの見直しについては、これまでも申し上

げてきましたとおり、１線堤となる防潮堤の完成時期あるいは県道の完成の時期等々、

新市街地の整備も含めて、２７年度というのが大きなターニングポイントになるわけで

ございますので、その段階でどうなるのかということでの検証、シミュレーションを進

めていくべきだろうと、そういうふうな考え方でこれまで一貫してご説明をしてきたと

ころでございますので、現段階のところではその基本的な考えに変わりはないというよ

うなことでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。とにかく早く、一日も早い見直しを期待して、一応、あと同じ

住宅再建支援の関係なんですが、いつも私は言っているのは、この危険区域３種の方で



- 37 - 

山元町に出ていった方も、例えば簡単にわかりやすく言うと、山下駅前で危険区域３種

ですけれども駅から例えば山寺に宅地持っている、町内移転で。しかし、この宅地が残

るわね。被災宅地は買い上げにゃないから、３種。この残った宅地の整序化はどのよう

に考えていますか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。３種区域の宅地の整序化ということでございますけれども、現段階で

は特に整序化というふうな取り組みについての考え方は持ち合わせておりません。ただ、

できるだけ尐しでも都市計画的なまちづくりをしなくちゃないという、そういうふうな

基本的な認識は持っております。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。町長、同じ３種区域でも農地は今のところ復興組合の皆さんで

草だの刈ってけらったり、ここ、そして残った宅地というのはどうしたって新たにその

人は町の勧める土地に移ってもどこに移っても、そうするとそこは残るわけだ。そうす

ると、そこのところだれ管理するというか、どのようにするんだか。やはり今町長がや

っぱり整序化は図らなければならない、そして考えるということなんだけれども、考え

るよりも２７年に新市街地も形成されるし、それまで待っていないで、やはり危険区域

と同時にそこも買い上げの方向で行って、きちんとした、今まで震災前のときの狭隘道

路等もいろいろ配慮しながら、ここも町として山元町の美化のためにもきれいに整地、

そして町としてやはり山元町の昔は顔だったけれども今度けつになるか、そういうこと

も、腹となるか、へそまでいかなくても、やはりそういう地域ですので、ここでもやは

り本当に被災者、被災者は平等ですから、宅地は買い上げられない、家は全壊扱いだか

ら、全壊だからどうしようもないから壊したわ、宅地の買い上げもしません、３種区域

です、何の支援もないじゃないと。例えば町外に行ったら何の支援もないしね。やはり

そこも改めて町長、今後の取り扱い、そしてその検討をやはり町長、改めて町長のお考

えを伺いたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。３種区域に対する支援策ということなんですが、先ほど菊地議員に対

する最初のお答えで触れさせていただきましたように、今回の追加の支援策といいます

か、拡充策の中では議員が期待するような例えば元地の買い取りとか、そういう部分ま

での対応ができていないことは確かでございますけれども、私申し上げたいのはその部

分もさることながら、やはり被災者に対する基本的な支援制度の全体像、これをぜひ共

通理解していただきながら、支援の利用というか実態を共通理解していただきたいとい

うふうな思いでございます。 

      基本的にどこに住んでいようと、震災によって住宅が全壊なり大規模半壊された方々

等を対象にして、その支援ということで被災者生活再建支援制度ということでいわゆる

１００万円の基礎支援金ですね、あと住宅の新築なり改築の状況によっては２００万の

加算支援金が出ると。これで基本的に３００万が出ると。この基本部分は皆さんに適用

される部分がまず一つあるというようなことでございますので、こういう基本的な部分

に、１種であれば集団移転事業による支援、あるいはがけ地近接等による支援と。そし

て、今回町の独自支援の上乗せ、上積みと。トータルとして、被災宅地の買い取り代金

を除いても最大で１，０００万を超えるというふうなお話をさせていただいたわけでご

ざいますけれども、ぜひそういうふうな全体の支援制度をご理解いただく中で、それぞ

れ区域ごとの個々の問題、悩み、それは確かにおありかというふうに思いますけれども、

一定程度の支援、国、県、地元自治体通じて一定程度の支援措置があるというようなこ



- 38 - 

とでございますので、よろしくご理解を賜りたいというふうに思います。 

 ４番（菊地八朗君）はい。やはり私はさらなるというのは、余りにも１種２種は本当に被災した、

だからまず山元町で危険区域指定条例で建築制限かけた１種２種。前は３種までだった

けれども、だんだん広げてきた。３種はオーケーになって、移転の人たちの、１種から

３種に移った場合では被災宅地は買い上げと認めてもらった。ただし、３種の人は本当

に町外に行こうが何ら支援がない。３種の人にも被災者は平等だと。さらなるこの３種

の地域、３種区域の見直し、そして支援の拡充ということを深く強く町長に要望して、

何とか考えるという改めてまた町長の決意をもらって私の質問を最後にします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。菊地議員からご要望のありました３種区域に限ってというわけにはい

かないところもございますけれども、制度全体としては先ほど齋藤議員にもお答えしま

したとおり、後発の利になるのかどうかわかりませんが、他の被災自治体の状況なども

改めて確認をする中で、できるだけ支援できるものについては支援策を講じて、できる

だけすき間を埋めるような、そういう努力は引き続きしてまいりたいと。そしてまた一

日も早く議会でのこの問題に対する予算を計上してご承認いただく中で、被災された

方々にもいち早くこの考え方、支援策をご紹介して、尐しでも先が見える生活再建の一

つの糧にしてもらいたいと、もらえるように取り組んでまいりたいというふうに思って

おります。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。最後のつもりだったんだけれども、これで最後にしたい。門脇

副町長、一応山元町に来て２か月。そして、門脇副町長は初議会かな。２回目。（「２回

目です」の声あり）２回目。今いろんな、まだ３人だけれども、町長答弁等を聞いてみ

て、まず山元町に来た感想、感じ、そして今後の私としての取り組み方を副町長からも

聞きたいなと思います。 

議 長（阿部 均君）通告とは違うんですが、それは副町長の個人的な主観をこの場で聞くのはい

かがなものか。 

 ４番（菊地八朗君）いやいや、来た感じ、山元町の感想ぐらいいいべ。うんといいとこだ、一生

懸命頑張るぐらいはあると思うよ。どうですか。議長が認めると言ったらいいよわ。ど

うですか、議長。 

議 長（阿部 均君）副町長は答弁ができるのであれば。今のは通告外になりますので。 

 ４番（菊地八朗君）はい。じゃあ、わかりました。じゃあ私はこれで質問を終わります。 

議 長（阿部 均君）４番菊地八朗君の質問を終わります。 

                                             

      この際、暫時休憩といたします。再開は３時５分といたします。 

午後 １時５４分 休 憩 

                                             

午後 ３時０５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）１２番佐山富崇君の質問を許します。佐山富崇君、登壇願います。 

１２番（佐山富崇君）平成２５年第２回定例会、３件にわたりまして一般質問をいたします。 

      一つ、用地取得の件でございます。これは、新市街地の用地及びＪＲ用地両方含みま

す。 
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      ２件目は東部地区、つまり今回の津波被害の大きかった磯、牛橋までの東部地区の行

政区と消防団の再構築についてであります。 

      ３件目は、命の尊さ、大切さを教育するためにはということで、これは教育長にお伺

いをいたしたいと思います。 

      まず、１件目から入らせていただきます。用地取得の契約状況はということで、本定

例会初日の提案理由説明で、山下地区８２パーセント、坂元地区６５パーセントが６月

４日現在の実績とお聞きいたしました。以下について質問をさせていただきます。 

      新市街地の用地についてからお伺いします。一つ、３か所で困難と考えられる地区は

どこかと。これは前の文章から、話から通じるとおり、用地取得で困難と思われる地区

はどこかと。 

      一つ、なぜここが困難というふうに考えられるのかということであります。 

      一つ、相続の件につきましては、３月定例会なり、その前の一般質問等、あるいは特

別委員会等でそれぞれお伺いをいたしておりますが、その状況から今の現在の状況はど

ういうふうになっているんだということでございます。 

      一つ、その中でもさらに困難と見られる案件は何件か、具体的にお知らせ願い、説明

を願いたいということであります。 

      次、二つ目のＪＲ用地でありますが、これも前の一般質問等、前の議会から引き続き

でありますので、どれほど進んだのかと。前からどれほど進んだのかと。予定どおりな

のかと、それは。総体的なことからいって予定どおりなのかと。 

      それから相続手続、これでもあります。相続手続は順調なのかと。この三つでありま

す、ＪＲ用地については。 

      ２件目でありますが、これは東部地区における行政区と消防団の再構築、それであり

ます。２種地、３種地に残っている世帯、あるいは補修をして帰られている世帯という

のが相当牛橋、花釜地区にはいらっしゃるようであります。推測するに約５００ぐらい

いるのかなと、世帯数には。というような感じを持っておりますが、これらの行政区、

また私の前の同僚議員等でもありましたが、３種地の方々には何の支援もないと。町長

の答弁からすると、もろもろの関係で支援はされているんだと。平均的、全体的に見て

いただきたいというような答弁もありますが、実質的にはないといったほうが過言では

ない。しかも、私が前の議会で緊急質問をしたこともありますが、それと同時に３種地

の移転は認めないと、そういうことであれば１種地、２種地の土地は買いませんよと、

宅地は買いませんよと言っていた。ところが、一部認めていたと、こういうこともあり

ますよね。そういうことから言うと、先ほどの同僚、菊地八朗議員の話にありましたね。

３種地から移った残った宅地はどうなるのと、こうなるわけですよ。ですから、これは

最初から認めていればそういう心配はなくてよかった。随分あったわけですよ。笠野地

区、あるいは１種地区から、あの駅前近辺の宅地なり畑地を買いたいものだと、そうい

う話はいっぱい聞きました。それが認めないですよと言われたがために、残念ながら小

平を買いますとか山寺を買いますとか、これいっぱいいるんですよ。その辺も拙策です

な、言ってみれば。それをどのように考えているんだということであります。その観点

から言っても、５００世帯というのがやや戻ってきつつあるという、これは大体３種地

の方々が多いと思うんですが、あるいは２種地、１種地にも尐ないですがあります。そ

ういう方々の支援、ハード的な支援はできなかったんですから、ソフトの面で支援しな
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きゃいけないと私は思っております。そういう観点から、詳細に現況、３種地の現況、

東部全体ですね、その辺をご説明いただいて、さらに議論を深めていきたいというふう

に考えておりますので、これは詳細にお願いします。 

      それから今後、消防団それから行政区の手伝い、指導、援助というようなことで、ど

ういうものが考えられているんだと。どういうものを考えているんだということです。

それを考えてほしい。 

      ３点目は、一番先に取り組むものは何かと、その考えているうちで。それを議論した

い。町長どう考えているか、そこを聞きたいんですよ。それが２件にわたっては町長に

お伺いをいたしたいと思います。 

      ３件目は教育長です。この津波で、本町では６３０余名の方々がお亡くなりになった。

尊い命を亡くした。全く残念であります。さらに、このごろ見聞きする事件、事故、全

国的な、いかに命というか人命というか軽んじた事件が多い。そういうふうな状況の今

日、我が山元町でいかに町民、生徒、児童、幼児、全てに命の大切さを教え込むために、

委員会として教育長としてどのように考えているんだと。学校現場にどういうふうに取

り組んでいるんだということをお伺いしたいわけであります。これも詳細にお伺いしま

す。私も持論を述べていきたいと思います。その辺をまず１回目の質問といたしまして、

ご答弁をお伺いします。 

議 長（阿部 均君）１件目、２件目の答弁については町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。佐山富崇議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、用地取得は順調かとのご質問の１点目、新市街地の用地についてですが、

昨日の用地取得の契約状況は新山下駅周辺地区が８３パーセント、新坂元駅周辺地区が

７０パーセントの契約率となっており、地権者の皆様のご理解とご協力により用地取得

が順調に進んでおります。今後も早期の用地取得完了に鋭意努めてまいりますので、よ

り一層のご支援、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

      まず、３か所で困難と考えられる地区はどこかと、また、なぜそのように考えられる

のかということについては、現在のところ事業の進捗に著しい影響を及ぼすといった案

件はありませんが、住居の移転補償や未相続の土地の登記手続等のため、一部に用地取

得完了までには相応の時間を要する案件もあります。町としましては、一日も早い用地

取得完了を目指し、地権者の方々に対し、より丁寧な説明を尽くしてまいりたいと存じ

ます。 

      次に、相続手続の状況についてですが、本年３月時点の未相続者数は２３名でありま

したが、このうち１１名については相続登記を終え、既に町名義への所有権移転登記が

完了、もしくは登記申請中であります。 

      また、困難と見られる案件はとのご質問ですが、新山下駅周辺地区において登記名義

９名のうち８名が未相続である共有土地１筆が事業予定地内にあるため、相応の時間を

要するものと見込まれるところでございます。相続登記の手続は今基本的に相続人の方

に実施していただくことになるわけでありますが、町といたしましても手続の説明、公

的な相談先の紹介など、協力できることに関しましては引き続き積極的に取り組んでま

いりたいと存じます。 

      次に２点目、ＪＲ用地についてどれほど進んだのか、予定どおりであるかについてで

すが、東日本旅客鉄道（株）は去る３月、坂元合同庁舎３階に常磐復興用地事務所を開
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設し、４月以降、山林を中心に用地交渉に入っており、一部契約締結に至った箇所もあ

ると伺っております。また、一部では追加の用地確定作業を行っておりますが、本格的

な用地交渉に入っており、おおむね順調な進捗であると伺っております。 

      次に、相続手続は順調かについてですが、３月の定例会で相続発生件数を２８件と答

弁いたしましたが、その後の調査により現時点では４２件であると聞いております。相

続手続につきましては、基本的には相続人の方に手続をしていただくことになりますが、

来年春からの工事着手ができるように、町といたしましても東日本旅客鉄道（株）に対

し、相続手続が円滑に進むよう、地権者と調整を図るなど、積極的に協力してまいる所

存でございます。 

      次に、大綱第２、磯から牛橋までの東部地区の行政区と消防団の再構築についての１

点目、詳細な現況についてお答えいたします。 

      初めに、行政区につきましては先月末現在、町全体の震災前と震災後の世帯数及び人

口を比較いたしますと、８７４世帯、３，１９７人がそれぞれ減の４，６８７世帯、１

万３，４９８人となっております。とりわけ甚大な被害をこうむった東部地区において

は、７９８世帯、２，９３０人がそれぞれ減の１，５０２世帯、４，１１５人となって

おります。震災後２年３か月が経過した現在、東部地区の一部の行政区においては、幸

いにも全壊や大規模半壊までに至らなかった方々を中心に自宅等の修繕を終えられ、元

の場所に戻られている方々が徐々にふえております。しかしながら、東部地区の被災さ

れた方々の多くは今なお町内の仮設住宅のほか、町外及び県外の民間賃貸住宅などで不

自由な避難生活を余儀なくされている現状にあります。 

      こうした状況下にあって、行政区ごとの居住世帯数は磯が１１世帯、これは震災前と

の比較で申し上げますと、居住率は７．３パーセントでございます。中浜が２３世帯、

同じく７．３パーセント。笠野が１１世帯、同じく４．５パーセント。花釜が３００世

帯、同じく２９．３パーセント。牛橋は２０１世帯、同じく４１．９パーセントとなっ

ております。 

      また、消防団につきましては、定数４００人に対し、震災前には３７３人が在籍して

おりましたが、震災等の影響により５０人が減尐し、現在は３２３人の団員数となって

おります。特に、津波による住家被害が甚大であった東部地区の磯から牛橋までの七つ

の班、７班については震災前は１１１人であった団員数は４１名減の７０人となってお

ります。各班の内訳については、磯が５人、中浜が１０人、新浜が９人、笠野が１４人、

花釜東が５人、牛橋が１８人、花釜西が９人となっておりますが、これらの団員の方々

についても今なお仮設住宅や町外での避難生活を余儀なくされており、有事の際を初め

とし、消防団活動にも支障を来しかねない現状にあります。 

      次に、２点目、町としての手伝い、指導、援助の考えについてですが、行政区につき

ましては２種や３種区域では被災家屋の修繕等が完了し、順次自宅に戻られている世帯

も見受けられますことから、行政区によっては避難先から元の自宅に戻られた方と今な

お避難先で生活している方々等が混在し、変則的な区の運営を強いられております。こ

うした行政区に対しては、区長にこれまで一括送付していた行政文書等を区長が指定す

る班長宅に直接持参し、行政区長等の負担軽減を図るなどの対策を講じているところで

あります。なお、東部地区を中心として、これら以外の不都合な部分については今後区

長会等を通じて内容の把握に努めながら、諸々の問題解決に向けて町としてできる支援
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策を講じてまいる所存であります。 

      また、消防団につきましては、被災した東部地区の消防団活動を補完するため、消防

団再構築までの暫定的な取り組みとして、全分団が協力することを消防団内部で申し合

わせを行っていただいております。今後は、地域の防災組織を再構築させるとともに、

平時からの防災対策及び有事における消防団活動等が地域の実情に応じて適切に対応で

きるよう、また地域の方々が安心して生活できるよう、各分団、各班との情報共有に努

めながら、消防団と地域の自主防災会との連携強化を指導してまいりたいと存じます。 

      次に３点目、一番先に取り組むのは何かについてですが、行政区及び消防団の諸問題

を含めて、住民の安全安心の確保及びコミュニティの再構築を最優先に取り組む必要が

あると考えております。これらの問題解決に向けては、区長と関係の皆さんと情報や問

題意識を共有しながら鋭意取り組んでまいりたいと考えております。なお、行政区の再

構築については、防災集団移転事業及び新市街地整備事業の進捗状況などを見据えなが

ら、行政区長を初め住民の方々の意向を尊重しながら慎重に検討してまいりたいと考え

ております。 

      次に、消防団に関してですが、消防団は地域社会における消防防災リーダーとして平

常時、非常時を問わず、地域に密着し住民の安全安心を守るという重要な役割を担って

おりますことから、本来の消防団活動ができる体制づくりを優先的に取り組むべきもの

と認識しているところであります。なお、消防団の再構築につきましては、行政区の再

構築及び新市街地の整備状況等を勘案し、東部地区の消防団の意向を確認しながら検討

してまいりたいと考えております。 

      私からは以上でございます。 

議 長（阿部 均君）３件目については、教育長森 憲一君、登壇願います。 

教育長（森 憲一君）はい。佐山富崇議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第３、命の尊さ、大切さの教育についてですが、山元町では先の東日本大震災で

６３３名の尊い命があの大津波によって一瞬のうちに奪い去られてしまい、児童生徒も

心に深い傷を負ったところであります。また、全国各地から連日のように報道される悲

惨な事件・事故のニュースには、議員同様本当に心が痛むところであります。 

      このような状況を踏まえますと、学校現場におきましても、児童・生徒の人間として

調和のとれた育成を目指すために、人命の尊さ、大切さの教えをいかに行っていくのか

がこれまで以上に重要になっているものと考えます。 

      学校教育にあっては、文部科学省が定める学習指導要領の道徳教育において「生命が

かけがえのないものであることを知り自他の生命を尊重する」との指導項目が示されて

います。宮城県教育委員会でも、学校教育の方針とその重点の中に、防災教育、心の教

育、生徒指導、人権教育などの項目が具体的に示され、学校現場で取り組まれるよう定

められているところであります。 

      これらを受け、山元町では、教育基本方針の重点施策の中に震災経験を生かしたここ

ろざし教育、心の教育の推進を掲げ、各小中学校で取り組むこととしております。具体

的には、安全教育計画を定め、自他の生命の尊重と安全に関する基礎的知識の理解を狙

いに、登下校、自転車、遊具、用水路、不審者及びプール活動等における安全教育を指

導するほか、小学校では交通尐年団を結成し、中学校では薬物乱用防止教室を開催する

など安全教育に努めております。また、防災教育計画を定め、避難訓練、引き渡し訓練
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及び防犯訓練等を行い、非常事態に対して安全な行動や態度がとれるよう指導しており

ます。さらに、道徳では、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培い、全ての教育

活動で生かせるよう指導に努めております。 

      また、いじめ、体罰問題についても、毎月学校生活アンケートを実施し、発見事案に

ついては早期対応、指導に努めるとともに、今年度から全小中学校で学級集団の状況及

び学級生活の満足度などが明らかとなる級友調査を実施し、その分析結果を指導に役立

ててまいりたいと考えております。 

      加えて、毎年７月８日を山元町学校安全の日と定め、プール事故の教訓を踏まえ、集

会等において安全のための必要な事柄を理解させ、安全に行動できる態度が養えるよう

指導しております。 

      一方、社会教育の面からも、子育て広場、家庭教育、幼児学級及び放課後子ども教室

など、命の大切さの醸成に結びつく活動を展開しております。 

      いずれにしましても、この教育は、学校現場ばかりではなく、家庭、地域社会と一体

となって進めていくべき教育活動であると考えておりますことから、町民皆様のより一

層のご理解とご協力をお願いしたいと考えております。 

      私からは以上でございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。３件につきまして、総括的なといいますか、１回目のご答弁を伺いま

した。総括的には大変結構でありますが、これから１件目から順次詳細にわたり質問を

いたしたいと思います。 

      なお、答弁は聞かれたことのみお答えいただいて結構でありまして、時間だけが過ぎ

ますから聞かれたことのみお答えいただきたいと思います。町長にもそれぞれの課長た

ちにもお話ししておきます。聞かれたことだけ答えてください。 

      なお、議長にもお願いしておきます。そうでない場合は注意を与えていただきたいと

思います。お願いをいたしまして、早速ですが質問に入らせていただきます。 

      先ほど町長の答弁で山下地区８３パーセント、坂元地区７０パーセントと。１０日の

説明では、６月４日現在８２パーセントと６８パーセントの説明でありましたが、１週

間もたたない４日、５日で、片や２パーセント、片や１パーセントと大変順調であると

いうお答えがよく理解できました。それでお伺いするわけでありますが、１２件残って

いると、未相続。この１２件の案件、一つ一つ教えてください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答えするのはやぶさかでございませんが、広くいろいろ議論をする

場でもございますので、全体としての議論を深めるような場に極力させていただければ

ありがたいのかなというふうに考えているところでございますので、１件１件お答えす

るのはご容赦をいただければありがたいというふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）はい。私は一番最初に、答えは聞かれたことのみ答弁願いたいと申し上げた

わけであります。ただし、相手のプライバシーあるいは仕事に支障が出るという案件は、

匿名でも構いませんし、Ａ、Ｂ、Ｃでも構いませんし、一つの案件はこれこれでこれで

す、二つ目はこれこれですというようなお答えで結構でございます。実名は要りません。

それでいいですから、１件、１件、１２件、皆説明ください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。用地交渉というまさに交渉途上の内容でございます。おかげさまで一

定の契約状況が進んでいる中で件数も尐なくなってきておりますので、そういう中で一

つ一つご説明申し上げるというのは、議員もご心配のようなことも含めて控えさせてい
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ただいたほうがよろしいんじゃないのかなというふうに考えるところでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。全部答えられない、そんなばかな答弁ありますか。答えられるのみだ

けでも答えなさいよ。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。私は、この本会議の一般質問の席上はそういう場面になるのかなとい

うようなことでいささか疑問を持つものでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。私は、そういうことであればこの件に関して質問できません。最初か

ら議長にも申し上げたとおり、案件、案件、支障が出るのはいいですよと。例えば、孫

まで相続しなければならないのは何件あるんです、ひ孫まで相続しなければならないの

は何件あるんですとか、答弁しようとすれば、しようと思えば、幾らでも相手のプライ

バシーをなくさないでできるわけですよ。何らしないで答えようとしないというもので

は、一般質問にそぐわないんじゃないですか。 

議 長（阿部 均君）質問者は、匿名といいますか、特定というか、個人名を特定しないで内容を

説明ということでございますので、町長、その辺答弁願います。齋藤俊夫君。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。どういう形でご紹介したらいいのか、この辺は直接担当している担当

室長の方で支障のない形で概括的にご説明をさせていただければというふうに思います。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。ただいま佐山議員の質問でございますけれども、先ほど

説明の中で２３名であり、その中の１１名が終わっていると。残り１２名ということな

んですけれども、先ほど町長の答弁の中でも裏の方にありました困難と見られる案件と

いうもの、こちらの方に登記関係、未相続関係で８名ということで状況も説明しており

ますけれども、その関係も含めての人数になります。 

      それで、ある程度件数が絞られるものですから、小まめにはちょっと説明できません

ので、その辺で若干名申し上げたいと思います。世帯関係で子供の場合２人と、あと孫

３名、ひ孫１名、やしゃご２名、他にも若干ありますけれどもその辺はまだちょっと精

査しておりませんので、今わかる範囲内で説明とさせていただきます。以上です。 

１２番（佐山富崇君）はい。わかりました。子供２人というのは２件という意味なの。そうすると、

孫が３名というのは、これは３件あるというふうに理解していいですか。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。これにつきましては、先ほど未相続の人数を申し上げま

したけれども、８名あるという先ほど町長の答弁の中で、その中での内訳の中でその人

数になっていくということでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。了解しました。なかなか大変ですな。じゃあ、この中で、町外にいる

人何件、あるいは海外にいる人何件とかそういうのはありますが、そういう区分けはで

きませんか。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。海外はおりません。国内でも北海道、四国、九州ともお

りません。主に関東、そして東北、この中で遠い方が名古屋方面に若干おられると。以

上です。 

１２番（佐山富崇君）はい。安心をいたしました。ではとにかく、精一杯もちろんやっていらっし

ゃるのはわかりますが、さらに奮闘していただきたい。 

      それで、町長に伺います。順調という話でありますが、工区を決めて仕事をするんだ

という話もありました。その辺の関連からはどうですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。その辺につきましては、詳細にといいますか、詰めている状況ではご

ざいませんけれども、一定の見通し、考え方につきましては、担当課長の方から尐しそ
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の辺の仕事の進め方、考え方を補足をさせていただきたいというふうに思います。 

事業計画調整室長（高久政行君）はい。町長答弁の中で順調だというようなお話をさせていただき

ましたのは、市街地面積の中でおおむね買えてきているというような部分です。 

      それで、佐山議員がおっしゃられた工区分けというような部分につきましては、以前

の説明で、用地取得が完了した部分から工区をある程度切ってでも、１面が全部買えな

くても入っていきたいというような部分をご説明した部分だと思います。その中で、現

在市街地の縁辺部であったり、処理ができていないというような部分がございますが、

一定程度まとまった部分の土地は買えてきているというような状況もございますので、

用地取得については、判断としては順調に進んでいるというような判断をしているとこ

ろでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。これもう順調であるというふうに理解していいと。結構なことであり

ます。先ほどの８名、聞いたんですが、「困難と見られる案件とのご質問ですが」と１回

目の答弁に、共有土地１筆が事業予定地内にあるためと。これは共有ですから、何名の

共有なんですか。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。これにつきましては、先ほど町長が答弁しておりました

ように、登記名義人上９名です。そのうちの８名が未相続であると。それで共有の１筆

と。 

１２番（佐山富崇君）はい。失礼しました。 

      それではお伺いします。先日ですから本会議が始まった１０日かな、この相続とか何

とかで勉強会をしたと、職員の。その件を伺っておりますが、大変勉強になったと。あ

の現場は、新聞も読みましたしあるいはテレビでも見ましたが、大変勉強になった、う

んといかったというような職員の感想があったようでありますが、室長として、これは

町長よりも室長が直接だからお伺いしますが、職員の対応なり職員の状況で今後何回ぐ

らいその勉強会をさせていくつもりでいるのかとか、それをお伺いしたいと思います。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。１０日の日ですか、本会議の開催の日に宮城復興庁のお

世話で、司法書士会なりとの勉強会ということで１０時から開催しまして、うちの職員

１３名、そちらの方に出まして、いろいろと指導なりＱ＆Ａの方をやりまして、職員は

今議員さんが言われるように大変よかったということで、復興庁の担当の方からもこう

いう機会、宮城県で初めてなんですけれども、何かありましたらいろんな相談口の受付

なり相談口を我々持っておりますので、何か機会ありましたら遠慮なく申し込んでくだ

さいということを言われてますので、これからまとまった用地交渉等ありますので、何

か問題点なり疑問点があればその都度ご相談を申し上げたいと思っております。回数に

ついてはまだ計画では入っておりません。以上です。 

１２番（佐山富崇君）はい。大変結構であります。ただ、回数は計画はしていないと。極力勉強を

して頑張ってほしいものだということを申し上げておきます。集団移転地の土地につい

ては、ひとまずよろしいと。 

      では、このＪＲ用地であります。４月以降山林を中心に用地交渉に入っているという

ふうなご答弁をいただいたのでありますが、大変これもおおむね順調な進捗であると。

これも結構であります。ただし、その次、「３月の定例会で相続発生件数を２８件と答弁

いたしましたが、その後の調査で４２件、現時点で」と。なぜふえたんですかね。あの

時点、でたらめだったの。 
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用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。この人数につきましてですけれども、３月の定例会で佐

山議員からかと思いますけれども、ＪＲについての相続発生について古い順番で２０件

ぐらいの提示というか、教えてもらいたいというところで、ＪＲさんもそのときはまだ

完全に調査が終わっておりませんけれども、その段階の中で古い順に順に送ってもらい

まして、ちょうどＪＲさんで２８名ほど報告をいただいたものですから、議員さんから

言われた古い順からの２０件の中をオーバーしまして２８件報告したと。その後、ＪＲ

の方で詳細に調査に入ってきたところ、先ほど申しました４２件という数字になったわ

けでございます。以上です。 

１２番（佐山富崇君）はい。だったら、先ほどの答弁、おかしいじゃない。３月定例会では相続発

生件数を２８件と答弁いたしましたがと。これはおかしいでしょう。あの時点では古い

順にで一応２８件と報告しておいたんですがというんで、全部では報告しておきません

でしたというのがなければ、２８件きりあのときなかったというふうに理解するでしょ

う、この答弁書では。おかしい。答弁書、まずいね、これは。つまりは、あのときから

４２件あったということに理解していいんですね。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。これは答弁の書き方がまずいということで、その辺は大

変申しわけございません。ただ、３月の段階で、うちの方でＪＲさんにお願いしたのが

あくまでも上位２０件ということで、それにＪＲが２８件報告あったということで、そ

の辺の当時私こちらの会場に出ていなかったものですから最終確認はしませんでしたけ

れども、話の中ではその２８件皆来たんで、それが本当にそこでＪＲさんが１００パー

セントかどうかというのは、私もちょっとわかりません。ただ、確認したのは何でふえ

たんですかと。これについて再度担当の方にきのうおとといも確認しましたけれども、

その後精査してこの件数になったということで報告を受けました。以上です。 

１２番（佐山富崇君）はい。室長の答弁によりますと、３月は難しいのから２０件というのが、な

ぜか２８件来たんだと。その後、４２件あったとこのごろわかったと。精査した結果ね、

この後。これも理解できました。つまりは、この２８件よりこの後のふえた分は、簡単

なやつだと、こういうふうに理解していいんですね。簡単なやつ。難しいものではない

と。答弁から言うとそうなりますよね。難しいの２０件と言ったのが２８件、３月でＪ

Ｒで寄こしたんだからというお答えですからね。そうすると、簡単なやつだ。よかった

ですね。後でそういうことでないように、間違ったなんていうことのないように、ここ

でお話ししておきます。簡単なやつ。はい。結構であります。 

      それで…… 

議 長（阿部 均君）手を挙げてください。（「何」の声あり）用地・鉄道対策室長、渡辺庄寿君。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。佐山議員の言われる「簡単」というのはどういうものか

ちょっとわからないんですけれども、一応前にも３月で申し上げましたように、１世代、

２世代、３世代で報告したと思うんです。その中で、私がもし佐山さんが今言われた「簡

単なもの」ということの受け止め方としては、１世代なのかなと。この時代。（「うん」

の声あり）１、２、３と数字が重なるとだんだん孫とかまで行くので、新しくふえた分

は、ＪＲを確認したところ１世代分のこの時代ということで「はい」と申し上げました。 

１２番（佐山富崇君）はい。うん、そういう意味も含めます。そういう世代ということも含みます。

あとは、言いにくいことでありますが、兄弟げんかしてなかなか難しいとか、こういう

こともあるわけですよ。お互い判こつかねとかね。これも難しいんだろうなと私は理解
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しています。世代だけでなくね、そういうこともあるんじゃないかと。ただ、そういう

意味も含めて、この最初答弁では２０件と言ったのが２８件出ました。これ、難しいや

つって寄こした。この後４２件になっているけれども、これはだから簡単というふうに

理解しているんでしょうという、私の方から確認したんですよ。あなたから私確認され

る必要ないんだ、本当は。私の方が質問しているわけです。反問権というわけでもない

でしょう。そう思いました。はい、結構であります。 

      まずそういうことで、用地取得について町長に最後にお尋ねというか、ご認識を伺い

たいのでありますが、町長は余り用地取得ということは余り重きを最初は置いてなかっ

たんですね。まあ簡単に考えておられていたと。現実、こういう相続というようなこと

も含め、皆さん、その土地で協力しないなんていう人はいらっしゃらないと思うんです

が、相続の問題とか何とかあって、今の町長の土地の用地取得ということで、やっぱり

今でも簡単だと思っていらっしゃるかどうか、それをお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。用地交渉、私もかって県職員時代幾つか担当した経緯もございますが、

これは議員ご指摘のとおり、いろいろとそのお宅の家の事情というものも含まれており

ますので、地権者の数が多ければ多いほど、一定程度いろんな関係の家族対象者がそこ

には出てくるのかなと、そういうふうな基本的な理解はしているつもりでございます。 

      ただ、議員冒頭ご指摘の部分につきましては、この復旧・復興、いち早くと、そして

町民の大事な足である公共交通機関であるＪＲのいち早い復旧・復興と、そういうもの

に対する大きな期待、願望のもとに用地買収、できるだけ早く簡単にできればいいなと、

そういうふうな思いの中でこれまでお話ししてきた経緯がございますので、その辺の前

後関係については改めてご理解のほどよろしくお願い申し上げたいというふうに思いま

す。 

１２番（佐山富崇君）はい。町長、今の答えは、議長、聞いたのに答えてないよ。 

議 長（阿部 均君）再度答弁願います。町長齋藤俊夫君。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。用地交渉の難しさというのは、地権者の世帯のいろんな家族構成なり

相続の関係とかいろいろありますので、一定の問題を抱えた方がいらっしゃると、そし

てその地権者の数が多ければそういう用地取得交渉が困難な方も一定程度おられるのも

一般的には理解しておりました。そういう中で、これまで復興に向かう初期の段階で、

議員ご指摘のように用地取得が短期間に簡単にできるような、対応できるような、そう

いう発言をしたということについては、先ほど申し上げましたように、大事なＪＲのい

ち早い復旧・復興に向けての大きな期待、願望のもとにそういうふうな発言につながっ

ていたのかなというふうなことでのご説明でございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。改めて問います。こういうふうないろいろもろもろの問題が出てきて、

今でもそんな簡単な気持ちでいるんですかということを私は聞いたのであって、あのと

きどういう気持ちだったんですかなんて一言も聞いてない。議長、もう１回。 

議 長（阿部 均君）今の佐山富崇君の質問に率直に答弁願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。用地交渉については、先ほど来担当室長等々からもお話し申し上げ、

私の回答にもありますとおり、一定の相続なりの手続あるいは抵当権の解消に向けて一

定の時間がかかる方も含まれておりますので、そう簡単にいかない問題だというような、

そういうふうな認識は持っております。 

１２番（佐山富崇君）はい。最初からそういうふうに言ってもらえれば、よっぽどいいのした。時
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間の無駄だ。 

      それで、改めてお伺いします。順調だ、順調だとおっしゃってきました、用地取得。

総体的な計画どおり今の時点で用地取得はいっていると、改めて町長、思っているのか

どうかを。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。用地取得に入った時期、市街地ですと３月の中旪、ＪＲについては４

月以降と。そういう中で、先ほどご紹介した相当程度の契約率、取得率になっていると

いうふうな状況を考えたときに、この短い期間での契約の進捗ということを総体的に捉

えれば、おおむね順調な進捗なのかなと、そういうふうな思いでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。私がお伺いしたいのは、そうじゃないんですよ。おおむね順調という

のは聞いたの、何か一番最初からおおむね順調とおっしゃっているわけですから、町長

ね。私が言いたいのは、集団移転の計画どおりきちっと、ＪＲの開通もきちっといくの

に差しさわりなく用地取得ができているんですね、その認識を伺いたいと言ったんで、

おおむね順調とかそういうのじゃないの。順調か順調でないかだけなんですよ、お伺い

したいのは。大きな計画の中で、最終計画に合うような用地取得、期間にはここまでと

あるでしょう。用地取得はここまでと。つまりは、ＪＲであれば今年度中に用地完全に

１筆残らず終わらないと３年後に開通しないってＪＲ側も言っているわけですから、そ

れに支障はないんでしょうねと。おおむね順調、おおむね順調って答えてきたんだから

と。その認識を伺いたいということで聞いた。それを踏まえて、だから。おおむねとか

何とか要らないのっしゃ。それでいいの。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。全体の市街地形成に向けてほぼ予定どおりに進んでおりますので、用

地交渉についてもそれ見合いで進んでいるというふうにご理解をいただきたいというふ

うに思います。 

１２番（佐山富崇君）はい。結構であります。その方向で今後ともご奮闘いただきたいと思います。 

      それでは、２件目に入ります。ご答弁の中に、花釜が約３００世帯、３割弱、それか

ら牛橋は２０１世帯、４１パーセント、これは約４割強と、こういうことですわな。３

００、２００というのは、丘通りの行政区の世帯と比して何番目と何番目に入るのか。

それを教えてください。 

総務課長（島田忠哉君）はい。いずれも２種、３種地域、沿岸部の行政区というふうなことでござ

います。割合的な部分でいきますと、牛橋は４１．９パーセント、花釜が２９．３パー

セントではございますけれども、磯、中浜……（「聞かれたことだけ答えるように、議長、

注意してくださいよ。何番目と何番目ということでいいんだから」の声あり） 

議 長（阿部 均君）牛橋と花釜の世帯数、町全体から言えば何位に位置するのかということでご

ざいますので。 

総務課長（島田忠哉君）はい。ちょっと確認をしたいので、若干の時間をちょうだいしたいという

ように存じます。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際暫時休憩といたします。再開は、４時１５分といたします。 

午後 ４時０４分 休 憩 

                                             

午後 ４時１５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 
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議 長（阿部 均君）総務課長島田忠哉君。 

総務課長（島田忠哉君）はい。大変貴重な時間をちょうだいしまして申しわけございませんでした。 

      お尋ねの花釜、牛橋の世帯の順位ということでお答えさせていただきますが、住民基

本台帳で言った場合におきましては、花釜が１番、牛橋が４番目でございました。それ

を実際の戻った世帯数をこれに置きかえて順位を出した場合に、花釜区におきましては

４番目、牛橋区につきましては９番目というふうなことでございます。以上でございま

す。 

１２番（佐山富崇君）はい。わかりました。４位と９位と。４位と９位というのも、４番目と９番

目ということですね。かなり大きな区であることは間違いないわけですよね。現在区は

２２あるんでしたっけ。すると、４位と９位ということ、真ん中ころとずっと上位とい

うようなことですよね。それで、先ほどの町長の答弁にもありましたとおり、変則的な

区の運営を強いられておりますと。全くそうなんですよね。真ん中ころの区と上から４

番目の上位の区が変則的な区の運営を強いられて、いいもんでしょうか、町長。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどお答えいたしましたように、決してこういう状況、好ましい状

況ではないと、そういうふうにお答えしたつもりでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。それで、それでですよ、本当は先ほども質問しているんですが、一番

最初に。何を一番先に取り組むんですかと聞いている。誰かお答えになりました。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどのお答えの中では、行政区及び消防団の諸問題も含めて、これ

住民の安全安心の確保、コミュニティの再構築を最優先に取り組む必要があると、そう

いうふうにお答えをさせていただきました。 

１２番（佐山富崇君）そうです。そのようにお答えになっている。それでいいですか。一番最初に。

しかも、その次に来て、行政区の再構築については慎重に検討してまいりたいと考えて

おりますと。慎重じゃいかんのです。速やかでなければ。この辺、町長のお考えを伺い

たい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。速やかと慎重にというふうなこの行政区への対応の考え方でございま

すけれども、確かに議員ご指摘の、戻っている方々が一定程度ふえたとはいえ、大変な

この状況にある行政区の問題、一つ一つの問題ですね。この問題の部分を早く解決しな

くちゃないという部分と、それから町全体でその辺を含めてどういうふうに再構築して

いくかという二つの側面があって、慎重にというふうな部分もあるというふうな思いで

この問題に対応していかなくちゃないというふうに考えているところでございます。 

１２番（佐山富崇君）ですから、それは当然ですよ。町全体を踏まえれば慎重にというのはわかり

ます。先ほどお聞きしたでしょう。４番目と９番目だって。そういう意味からいって、

慎重に全体のことを考えてなんて言ってたら、今の時点でかわいそうじゃないですか、

大きな区が。しかも私、一番最初言いました。この戻っている人たちというのは大体第

３種にいる方々。支援が一番弱いところ、３種と決められて。ですから、せめてソフト

面で行政区とか、あるいは消防団の安全安心とか、そういうものを早く与えなきゃいけ

ない、応援しなきゃいけないと、こういうことですよ、私言いたいのは。その辺のとこ

ろで、町長どう思うんですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。議員ご指摘のような思いの中でこれまでも取り組んできたところでご

ざいますし、今後もそういう姿勢でこの問題に取り組まなくちゃないというふうな、そ
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ういう問題意識を先ほど披瀝させていただいたところでございます。 

１２番（佐山富崇君）私と同じ思いを持って取り組んできたとおっしゃいました。そういうことで

あれば結構であります。具体的にどういう形で取り組んだかおっしゃってください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。基本的な部分での区の問題あるいは消防団の問題だというようなこと

でございますので、同じ思いというふうなことをせんじ詰めていけば、それはいろいろ

また異なった理解、受け止め方もあるんじゃないのかなというふうに思いますけれども、

多分佐山議員さんも消防団の果たす役割なり行政区の果たす役割を考えたときに、やは

り相当程度のてこ入れ支援というふうなものの必要性を今論じられているのかなという

ふうな思いでございますので、私としてもそういうふうな思いは持ってこれまでもやっ

てきているというようなことでございます。 

１２番（佐山富崇君）さっぱり具体的にはお答えになっていないですよ。思いだけおっしゃった。

思いだったら何でも思うのっしゃ。ですから、私が言いたかったのは、あるいは答えを

期待したのは、４番目と９番目ぐらいの区なんだと、町の中では。相当数、人がいらっ

しゃるところだと。そういうことであれば、町長はみずから牛橋と花釜の区長さんを呼

んで、ここをどういうふうにしていったらいいべなと、総務課長も交えて、一番先に手

っ取り早くしてもらうの何だべなと、そのような会議を何回持ったかということを聞き

たかったの。持っていないでしょう、恐らく。普通の区と同じようにしているだろうと

思うんだ。総務課長に聞きたい。そういう会を持ったことがあるのかないのか。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。特別、行政区の自治組織のあり方等について限定した形の会

合は持ってございません。 

１２番（佐山富崇君）やっぱり持っていないんでしょう、今言うとおり。自治区という考えはわか

ります。半分は自治区だ、半分は役場の出先にもある。その辺のところ、考えが至って

いないわけですよ。何回も言うけれども、４番目と９番目の行政区というのは大きいん

だよ。そして、一番見捨てられた地区だ、第３種地域というのは。応援もらえないの。

あの津波のときから間もなくからすぐに１階やられても２階でずっと煮炊きして暮らし

た人もいるの。そして、支援もらえなかったと騒いでいた人も結構いたんです。それは

それでしようがないよね。何とかそれで暮らせたんだからいいんでしょうということな

んでしょうけれども、その思いもあった人たちで今は４番目と９番目の区なんだ。そし

たら、区長だってあるいは区の役員だって、やり切れないところあると思うのね。そこ

に親身になって相談に乗ったり指導したりすべきでないですか。特別に。自治だからほ

ったのすったのさで、おかしいでしょう、総務課長。これは町長にお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。総務課長の立場で先ほどお答えさせていただいたところでございます

けれども、被災後どういうふうな対応をしてきたかということをちょっと私なりに私の

対応も含めて改めてお話しさせていただきますけれども、まず花釜、牛橋地区を中心と

したいわゆる３種区域のエリアについては相当程度現地での再建されている方もいらっ

しゃるというふうなことで、電気なり水道なり下水なり道路なり、あるいは街路灯、防

犯灯含めてライフラインのまずは復旧というふうなことで相当程度対応してきた経緯が

ございます。それから、区長さんなり班長さんとの意見交換、場面というふうなことを

ご紹介申し上げれば、ふれあいトークの場面を通じまして花釜区の皆さんとは２回ほど

機会を持たせていただいておりまして、それは直近では４月か５月に、ちょっと時期、

今思い出せませんけれども、佐山議員さんの近くにある、ありがたいご支援をちょうだ
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いしてあれした図書館ですね、小さな図書館として活用されているプレハブの中で役員

の方々を中心とした中で２時間ほどいろいろ話し合いをさせていただいたというふうな

ことで、決して多い機会、回数ではございませんけれども、一定程度の対応をする中で、

区の実態、問題を私なりに状況を把握する中でこの問題に今対応しつつあるというふう

なことでございます。 

１２番（佐山富崇君）それは当然でしょう。ほかの区にもやってきたでしょう、ふれあいトークは。

特別にあそこは被災して、このぐらい戻っているところにどういうふうな対応、応援を

してきたんですかということを聞いたんです。それはさっき答えなかったでしょう。そ

ういうことあればこいつと会ったんだやなんて、そんなこっちゃいかんのですよ。特別

に目をかけてもらわなきゃ困るんだ、あそこは。戻ったんだから。 

      まず、行政区のことについて、それをまずよっておいて、消防につきまして、暫定的

な取り組みとして全分団が協力することを消防団内部で申し合わせを行っておりますと。

結構なことですな。結構なこと。これ結構なんですが、具体的にいうと、暫定的な組織

をつくらなきゃいけない、私から言わせれば。申し合わせだけじゃだめさ。実際行動に

移さなきゃいけない。申し合わせだけじゃだめなの。兵隊さんは協力しましょうなんて、

こっちの部隊とこっちの部隊、一緒に演習していなければスムーズにいきませんよ。 

      ですから、私考えるには、尐なくとも山手の例えば花釜に近いところなら山下か、山

下と花釜の班の合同演習をやっておくとか何とかしていかなければ、それをやったこと

によって住民に知らせれば初めて住民は、ああ消防団でほいなことしてけでんのと安心

が生まれるわけですよ。話は協力することになっているんだから大丈夫だから、これだ

けでは安心に結びつきません。やっぱり具体的に演習してもらうとか、そうでないと住

民は安心できないんですね。いいですよ、ほかの方はちゃんと消防団も何もきちんと恐

らく例会もやっていらっしゃるでしょうから。花釜３００戸いて、そんなことないわけ

ですよね。心配ですよ。あれはそれも含めて行政区の役員にも、こういうこともしてい

ますからと言えば、行政区の役員も住民の方々にそれを知らせることができる。そうい

うことです。その辺やる気があるかどうか、町長に伺っておきます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどの基本的なお答えの中で、もう尐し具体な取り組みの内容をご

紹介すればよかったんでしょうけれども、実は先ほど申しましたこの暫定的な取り組み

の実態といいますか考え方といいますか、その辺なんですけれども、これは震災後の２

３年５月１３日に行われた消防団の幹部会におきまして、特に大きな被害を受けた第５

分団、第６分団については当面、連隊性を維持し、可能な範囲で消防団活動なり訓練を

行うというふうなことを確認し、以降継続して消防団活動を行ってきているというふう

なことでございます。 

      そして、東部地区の消防団については従来の活動が困難な状況にあることから、当面、

全分団の勢力をもって有事の際に対応に当たるというようなことで、柔軟な態勢のもと

で消防団活動を実施していただいているというようなことでございます。 

      今、佐山議員さんから、さらにこういうふうな形でというふうなご指摘もちょうだい

いたしましたけれども、まさに東部地区と西部地区のこの分団間の連携が極めて重要で

ございますので、隣接する分団間で一体的な活動が行えるように今後のこの消防演習な

り訓練等の機会を捉えまして、各班等に対してもさらなる意識づけを消防団長なり幹部

の皆さんと連携を図りながら対応していきたいというふうに考えております。 
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１２番（佐山富崇君）大変前向きというか、本当にやるというご答弁をいただいたので、ここでい

いようなものですが、具体的にしておかないと問題があるから、これ室長、ここに書い

てある各班の内訳は磯５人、中浜１０人、新浜９人、笠野１４人、花釜東５人、牛橋１

８人、花釜西が９人と、班ごとに人数ありますね。これがこの地域に今住んでいるわけ

ではないでしょう。この方々がもともといた団員で、元気で、また団員として入ってい

る方々だと、こういうことだけなんでしょう。これを改めてまずお聞きします。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。ただいま佐山議員からお話がありましたように、今回報

告している人数については今現在の各班の人数でございます。地元に戻っている人数で

はなく、所属しているというふうなことでのご理解をいただきたいと思います。以上で

ございます。 

１２番（佐山富崇君）ですから、町長の先ほどの答弁からいうならば、こういう方々全員集めて１

回演習をするなり、この方々で。言ってみれば、この方々、全分団のこの方々全部合わ

せて各班になれば正常なんだけれどもね。この方々で演習するなり、あるいは山下の班

と一緒に演習するなり、きちんとこの辺を計画立てて、団長にもお話ししてやるべきだ

と私は申し上げている。そういう気持ちがあるかどうか、町長に改めて。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ご指摘のような訓練の対応については、これまでの訓練の中でも一定

程度対応してもらっておりますけれども、さらに充実するような方向で団長等とも確認

をしながら対応してまいりたいというふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）町長の答弁だと、今までもやっているけれどもという話。いつやったか、ま

ず室長に伺う。いつやったの、そういうような演習。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。私の記憶の中で申し上げたところでございまして、去年の６．１２の

訓練だったように記憶しております。ただ、訓練は佐山議員が意図するような形では必

ずしもないかもしれませんけれども、限られた体制の中で浜通りと丘通りなり、この各

分団が連携をしながらの訓練であったというようなことでご理解をいただきたいという

ふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）私の意図するようなところではなくと今、町長おっしゃった。だから、具体

的にどういうふうにやったんだか。何名参加して、どういうふうな演習をしたのかお伺

いしたい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。私も詳細にその辺を記憶しているわけでございません。ただ、ちょっ

と誤解のないようにお願いしたいのは、佐山議員さんが意図しているような、イメージ

しているような訓練そのものという形ではないかもしれませんけれどもというふうなこ

とでの訓練でございますので、その辺はご理解いただきたいというふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）だから町長、そういうふうに論点をすりかえてお話ししてはだめだと何回も

言ったでしょうが。論点のすりかえでしょう。あんたの考えたようなんでねえけっとも、

したんだなんて。そんなことないでしょう。消防団、通常の演習をしたんでしょう。こ

の人たちも入れて。それならわかりますよ。やっていると思います。思っていました。

消防団の方々やっているの、それは。あの人たちも入れてね。それはわかりますよ。私

が言っているのは、浜通りの行政区と消防団のことをどうするんだと。第４番目と第９

番目の行政区なんですよと。そのことを安心安全をするためには、こういう演習をしな

きゃならないのではないですかと、町長やりますかと。今までもしていたと。これじゃ

ないでしょう、私言っているのは。論点のすりかえですよ。 
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町 長（齋藤俊夫君）はい。私も県で長らく防災なり危機管理に携わってまいりましたけれども、

訓練というのはいろんな訓練を通じて経験値が深まるわけでございまして、確かに佐山

議員おっしゃるのは限定した形でというのはわかります、それは。わかりますけれども、

必ずしもそうでなくても一定程度の訓練は去年の場面で尐なくてもそういう機会を確保

してきているというふうな、そういう延長線上の中で議員ご指摘の部分も今後しっかり

と向かっていかなくちゃないだろうと、そういうふうなことでご理解を賜りたいという

ふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）町長のお答えでは論点も何もないんだわ。私は言っているのは、言ったでし

ょう、何回も。今まで言っているの、こういうような変則的な状況の中で訓練をしてな

きゃだめなんでないのという意味で言っている。しかも、４番目と９番目の行政区の方々、

今それがないから、こういう状況のときはこういう状況の訓練をしなきゃならないでし

ょうということで言っているんでしょう。消防団の方々、練習していないなんて私一言

も言っていないですよ。一生懸命やってもらっていると思います。そんなこと言わない

ですからね。訓練はいかなる場面でも、それは当然です。当然です、わかります。消防

団の方々、一生懸命やってもらっているのわかりますよ。ただし、こういう状況の中で

そういうふうな変則に合わせた、やむを得ず住民に安心、４番目と９番目の行政区なん

だから、そして大変な状況だから、こういう状況の中での演習を考えられたらどうです

か、そういうことを申し上げているわけですよ。消防団の方々、あの津波の浜のような

ところでしねえわなんて、そんなこと全然言っていません。うちの息子も消防団員です

ので。やっています、一生懸命。それは認めます。やってもらったら頭が下がります。

だけれども、こういう状況の変則の状況の中だから、例えばと、例えばの話ですからね、

山下の班と花釜の班を一緒にした演習なんかどうでしょうねと、そういうことも考えて

みてくれませんかと、どうでしょう町長と、私はお伺いした。そしたら、今までも演習

していたんだ。そんなこと聞いているんでないでしょう。町長は論点をすりかえよう、

すりかえようとしているんだもの。まともにやりましょうよ、話は。町長、すりかえる

んですよ、それでは。どこでも訓練はなるんですよと。それはそうですよ。やっていま

すよ、消防団の方々、団長以下。一生懸命やってもらっていると、これは認めます。だ

けれども、こういう状況の中ではそういうふうな演習もいいんじゃないでしょうか。い

ざ急に何か災害が起きたときでは指揮系統はこのときはこっちするんだ、あっちするん

だ、練習しておけばそれは簡単にできるはず。ところが、こっち花釜だべ、山下だべな

んて、こうなっちまったら大変だから、演習しておいたらどうですかと言っているだけ

ですから。町長、ご意見をお願いします。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。今までそのように変則的な班同士の訓練というふうなこ

とは改めて行っておりませんが、今回、秋の消防演習あるわけなんですが、その際に操

法大会を町内で行うというふうなことで、今回各班から１名というふうな体制で行う予

定にしているんですが、今回被災されました５分団、６分団につきましては、５分団に

ついては上平で１チーム、それから磯浜から新浜までの混成チームで１チーム、そして

６分団については笠野・牛橋地区で１チーム、そして花釜の西・東で１チームというふ

うなことで、佐山議員から今お話しいただいたような丘と浜の支援ではないんですけれ

ども、そういうような形で被災された中でも地元の方々の安全安心のために操法訓練を

しながら大会に臨むというふうなことでお話をいただいておりますのでご紹介したいと



- 54 - 

思います。以上でございます。 

１２番（佐山富崇君）ですが、それはわかったの。今後そういうふうな訓練をする気持ちがあるか

どうかというのを町長に伺ったんだから。あなた手挙げたから、あなたと議長は指名し

たけれども、町長にお伺いしたい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。基本的にそういう用意はあるというふうなことでご理解いただきたい

というふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）基本的にとかなんか、そういう気持ちがあるかどうかということを聞いてい

るわけです。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ですから、あるということでご理解いただきたいというふうに思いま

す。 

１２番（佐山富崇君）了解しました。１件目、２件目は大体これで。 

      ３件目の命の大切さということで、これを聞いて終わりにしたいと思います。 

      教育長の先ほどのご答弁がありまして、総論的には全くそのとおりで何も言うところ

はないのであります。それで、私あえて一つ提案をして、それについての教育長のお考

えを聞かせてもらって、それで質問を終わりたいというふうに思います。 

      いろいろとお話をいただきましたが、最後の結びとして、学校だけではなく家庭、地

域社会一体となって進めていくべき教育活動であると考えておりますことからと、こう

いうことで、みんなでやってけろと、こういうようなことで、全くそのとおりだと思い

ます。学校の力だけではなく、地域力、家庭力、いろいろ全てあると思います。 

      そこで、私の提案というのは、やっぱり命の根源は生命、生命の一番最初はオギャー

と産まれた赤ちゃんだね。やっぱりこれは妊婦さんも講師に中学校の保健活動なんかに

も利用、協力いただいて、利用じゃないな、協力いただいてお話をすると。あるいは中

学生の方にも保健の活動に妊婦さんと同じように腹に、私の腹みたいにおもりでもつけ

て歩かせるとか、そういうふうな活動も必要だなと私は思うんです。それで赤ちゃんも、

産まれたばかりでは大変だけれども、支障がない程度の赤ちゃんを抱かせてしばらく預

けてみるとか、そういうことで命というのはこういうものだよということを小学生、中

学生に実感させなきゃいけないと。そういう時間があってもしかるべきで、学校現場で

ね。もちろんおっしゃるとおり、家庭なり地域でもそれは協力し、そういう時間なりを

共有しなきゃいけないというのは理解できるんですが、私のつたない提案ですが、教育

長のお考えを伺って質問を終わりたいと思います。 

教育長（森 憲一君）はい。お答えいたします。 

      まさしく今、佐山議員さん言われたとおり、学校教育だけでこういったものは行われ

るものでなくて、やはり学校、それから家庭、地域一体となって行われるべきものであ

り、特に小さいころの両親の愛する気持ちに支えられて育つということはまず何といっ

ても基本だろうというふうに思っております。 

      今、議員さんのご提案のございました、事が大きければ、生命の誕生といいますか、

そういった部分では実はきょうの回答の部分には具体的には載せてございませんけれど

も、例えば赤ちゃんの人形を使って助産師さんのお話を聞くとか、そういったのは具体

的にやっている学校などもございますので、さらに幅を広げてご提案を受け止めたいと

いうふうに思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

１２番（佐山富崇君）規則でありますので、本当はもう１点聞きたいんですけれども、時間があり
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ますので終わりにします。 

議 長（阿部 均君）１２番佐山富崇君の質問を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）８番佐藤智之君の質問を許します。佐藤智之君、登壇願います。 

 ８番（佐藤智之君）８番佐藤智之です。私は、平成２５年第２回議会定例会におきまして、次の

３件について町長に一般質問をいたします。 

      その１件目は、仮設住宅入居者の意向と要望についてであります。今般、私は第３回

目となります仮設住宅のアンケート調査を実施させていただきました。仮設入居者の意

向と要望が数多くあった中から、その主なものについて伺うものでございます。 

      １つは、昨年に比べ、あなたや家族の健康状態で「悪くなった」が３１パーセント、

「いらいらする」「ささいなことでけんかをする」「心配が多過ぎてどうしてよいかわか

らない」等の精神的ストレスがふえているようでございます。町として、このような仮

設入居者に対する今後の健康対策をどう進めていくのか。 

      ②として、「仮設をいつごろ出たいか」の調べでは、「今すぐにでも」が３７．７パー

セント、「１年以内に出たい」が２２．５パーセント、「２年以内」が１７．２パーセン

トとなっていますが、この結果をどう分析し、その対応について伺います。 

      ③として、行政への要望では、イ．早く土地を買い取ってもらい、住宅を建てられる

ようにしてもらいたい。ロ．災害公営住宅に希望どおり入居できるのか。ハ．家賃が高

いのではないか。ニ．いちご団地のみでなく、被災者の復興も早くしてほしい。ホ．集

団移転先の選択肢を広げ、住民の意見を尊重してほしい等、代表的な事例でございます

けれども、これらの対応を伺うものでございます。 

      大きな２番、大震災以降ふえている車両損傷に対する損害賠償の対策強化についてで

あります。大震災以降、道路の破損による車両の損傷や、暴風により飛散した仮設住宅

の下屋が自動車を破損し、その損害賠償事件が発生しているが、その予防対策として日

常、道路の管理点検と仮設住宅のスロープ棟にかかる下屋の暴風対策を十分に行い、悲

惨な人身事故防止等を図るべきである。 

      次に、大きな３番として、子育て支援の拡充についてであります。町では、家庭、地

域、学校が相互に連携して子供を育てる、いわゆる協働教育活動を進めておりますけれ

ども、その中で子育てひろば「きらり」、家庭教育支援チーム「夢ふうせん」、また子育

てサークル「なかよし会」等の活動が活発であるが、大震災後、その使用会場が点在し、

今までのように定まった会場、定まった日時で運営することが難しくなっております。

町では将来、新山下駅周辺地内の都市計画区域内に保育所、子育て支援セータの建設予

定をすると聞くが、その間、役場敷地内にでも仮設の子育て支援センターを早急につく

り、安心して子育てができるよう、また若い子育て世代の町外への流出に歯どめをかけ、

子育て支援の拡充を急ぐべきであるが、町長の所見を伺うものでございます。 

      以上、３件を最初の一般質問といたします。 

議 長（阿部 均君）本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 

      町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）佐藤智之議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、仮設住宅入居者の意向と要望についての１点目、仮設入居者に対する今後

の健康対策についてですが、これまで地域サポートセンター事業として保健師、看護師
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による訪問指導、仮設住宅の集会所単位での健康相談会を実施し、精神的ストレスに対

する相談、生活習慣病予防、高血圧症、糖尿病等の重症化の防止、そして医療機関への

受診勧奨等に取り組んでいるところであり、今年度はさらに健康相談会で認知症の予防、

筋力低下防止教室を加え、充実を図っているところであります。 

      また、昨年度に引き続き、健康づくりの一環として各集会所を会場に仮設住宅簡単ク

ッキング教室、運動教室を開催するとともに、保健センターにおいては月１回、医師に

よる精神保健相談を実施し、さらに県立精神医療センターの医師や作業療法士による「こ

ころの相談ほっとサロン」を毎月１か所の集会所で開催いただくなど、心のケアに努め

ているところであります。 

      今後とも、入居されている方々が安心して元気に過ごすことができるよう、各関係機

関と連携を図りながら、健康対策に努めてまいります。 

      次に、２点目、仮設をいつごろ出たいのかのアンケートの結果をどう受け止めている

かについて、お答えいたします。 

      仮設住宅入居者の方々については、被災される前との居住環境等が急変する中で、居

住空間も狭く、不自由な生活を余儀なくされており、また、震災から２年３か月が経過

し、仮設住宅での新たなコミュニティのもとで環境の変化に加え、対人関係でも気を遣

う日々が続いていることもあり、いち早く仮設住宅を退居し、新しい住居で元の生活を

取り戻したいという強い思いがアンケートの結果にあらわれているものと受け止めてお

ります。 

      このような状況を踏まえ、町では仮設住宅の管理運営について、仮設住宅の行政連絡

員や民生委員の代表者等々、関係者で構成する山元町応急仮設住宅連絡協議会を毎月開

催するとともに、仮設住宅入居者に対する見守り相談事業や、人と人との触れ合う機会

の中で孤独感を尐しでも払拭できるよう、仮設住宅集会所においてお茶っこサロン事業

等を実施するなど、入居者の方々の精神的なケアにつながる事業を展開しているところ

であります。 

      一方、新しい住居で一日も早く元の生活を取り戻したいという強い思いに応えるため、

町としましては被災者の方々が復興の姿を具体的にイメージできるよう、復興計画会の

開催など、復興の進捗状況について情報発信してまいりました。また、本年４月に災害

公営住宅１８戸が県内最速で入居可能となったことで、被災者の方々に新生活への見通

しをより具体的に持っていただけたものと考えております。 

      今後の取り組みとしましては、被災者の方々が一日でも早く生活を再建できるよう、

新山下駅、新坂元駅周辺市街地整備に当たっては設計・施工一括発注、総合評価落札方

式を採用することにより、スピード感を持って防災集団移転用地の整備や災害公営住宅

の建設などを進めてまいりたいと存じます。 

      町としましては、平成２７年度のできる限り早い時期に新市街地における宅地の供給、

そして災害公営住宅の入居が全て完了するよう、鋭意努力してまいります。 

      次に３点目、行政への要望についてですが、イの被災宅地の買い取りにつきましては、

町では第１種、第２種災害危険区域から移転される方の被災宅地買い取りを防災集団移

転促進事業により実施しております。被災宅地の買い取り時期につきましては、町とし

ましては買い取り代金を住宅再建の資金に充てていただきたいとの考えから、被災され

た方の移転時期に合わせて順次買い取りを行うこととしております。このことにつきま
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しては、これまでも説明会や広報やまもと等によりまして、被災された方々にお知らせ

してきたところであります。このような買い取り方針のもと、町ではこれまで単独移転

された方を中心に約３００筆の買い取りを行っております。被災宅地の買い取りは、契

約会の方式により定期的に行っております。今月はちょうど１１日から１９日までの期

間で契約会を開催しているところでございます。 

      次に、３点目のロ．災害公営住宅に希望どおり入居できるのかについてでありますが、

昨年７月から１１月に実施いたしました最終意向調査の結果をもとに土地利用計画を作

成し、公営住宅の間取りやペア入居、ペットとの同居などの希望も反映して移転してい

ただけるよう検討を進めているところであります。しかし、意向の中には補助制度やま

ちづくりの観点から希望に添えない場合があり、例えば２人世帯で公営住宅の３ＬＤＫ

あるいは戸建て住宅で数百坪の大きさを希望されているような事例があります。最終意

向調査から時間が経過し、状況が変化している方もおられると考えられますことから、

新たな被災者支援として津波被災による住宅支援の拡充策も打ち出す予定でありますこ

とから、最終意向調査をもとに各被災者の具体的な意向を個別に把握するように努め、

被災者の希望に応えられるよう、鋭意調整してまいりたいと考えております。 

      次に、３点目のハ．家賃が高いのではないかについてですが、家賃は各世帯の所得や

人数、入居される災害公営住宅の面積や地区、戸建て、連棟の型式等により、公営住宅

法に基づき算定した金額となります。なお、所得が尐なく、住宅に困窮されている被災

者の方々が応急仮設住宅から安心して災害公営住宅に入居できるよう、東日本大震災復

興交付金の基幹事業である災害公営住宅家賃低廉化事業と東日本大震災特別家賃低減事

業を活用し、家賃の低廉化に努めているところであります。 

      一例を申し上げますと、単身の６５歳以上の方で年金収入１２０万円の方が新山下駅

周辺地区災害公営住宅、連棟式、２ＤＫへ入居した場合の家賃は、通常ですと１万７，

３００円となりますが、低廉化事業と低減事業により、入居から５年間は月額で５，３

００円となっております。そして、６年目から段階的に家賃が上昇し、１１年目以降は

通常の家賃となる、そういう形で対応してきているところでございます。また、本来で

あれば入居の際必要となる敷金についても、通常は家賃の３か月分を納めていただくこ

とになるんですが、災害公営住宅に関しては家賃の１か月分に減免しており、入居を希

望される方々が負担にならないように努めているところでございます。 

      次に、３点目のニ．いちご団地のみではなく、被災者の復興も早くしてほしいについ

てですが、通常、市街地整備については２年から３年の基本計画の策定期間を経て用地

の選定、事業認可などの幾多の諸手続を行いながら事業を進めていくもので、住宅の建

設までには長い期間を要する事業であります。しかし、実際には尐しでも早く事業を進

めるため、昨年度１年間で新市街地の事業化を図り、本年３月から用地買収を開始し、

４月には県内最速で山下地区の第１期災害公営住宅の一部入居が実現したところであり

ます。また、新市街地の造成工事も一括発注によりまして、平成２７年度の早い時期に

全ての災害公営住宅の入居と宅地供給を完了することを目指して、現在手続を進めてい

る状況であります。 

      一方、町の主要産業であるいちご団地については、イチゴ農家の方や土地所有者など

関係者の努力により、復興交付金の事業としていち早く事業化が可能となったものであ

ります。 
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      町といたしましても被災者の方々が仮設住宅などから定住先である新市街地の公営住

宅や宅地に一刻も早く移転していただき、日々の暮らしを取り戻していただくことを第

一に考え、鋭意努力しているところでございます。いずれにしましても復興事業につき

ましては、各部署で最大限の努力を払い最速のスピードで進めているところでございま

す。 

      次に、（ホ）集団移転先の選択肢の拡大につきまして、３月の定例会において採択され

ました磯区、笠野区の代表の方による磯大壇地区、合戦原赤坂地区への防災集団移転に

関する請願についてのご質問と理解いたします。両氏から提出された請願が議会におい

て採択されたことにつきましては、真摯に受け止めております。一方、町としましては、

マンパワー及び予算が限られる中で、まずは震災復興計画に位置づけられ、また持続可

能なまちづくりの拠点となる３地区の新市街地整備を軌道に乗せることにエネルギーを

傾注することとしております。請願のありました防災集団移転につきましては、新市街

地の整備に一定の道筋をつけた上でしかるべき時期に震災復興計画等との整合性を考慮

の上、条件整理をしながら検討してまいります。 

      次に大綱第２、大震災以降ふえている車両損傷に対する損害賠償の対策強化について

ですが、大震災以降、議会に報告しております合計２０件のうち町道における車両の損

傷が７件、暴風による車両の損傷が１１件、車両物損事故が２件となっております。 

      町道の路面災害復旧の工事は５月末現在で約７４パーセント完了しておりますが、災

害復旧・復興にかかる大型車両の通行が激しく、新たな損傷が発生している現状にござ

います。損害箇所の対策は、アスファルト面は常温合材による応急的な補修、砂利道は

砂利の補給、整地、転圧で対応しており、損傷の規模が大きく応急対策ができない場合

は、注意喚起のための看板やコーン、バリケードの設置等を行っております。 

      また、国土交通省を初めとする工事発注機関の工事責任者で構成している山元町交通

安全協議会連絡会を定期的に開催し、各種工事の工程調整や交通安全対策、大型車両通

行ルートについて協議しております。 

      なお、町道の中でも交通量が多く事故の発生割合が高い幹線道路を中心に、パトロー

ルを毎週１回行い、路面状況を把握し、また住民からの情報に対し迅速な対応を日々行

っております。今後も常日ごろのパトロールの強化と情報収集を重点的に行い、なお一

層事故発生の未然防止に努めてまいります。 

      次に、仮設住宅の管理については、毎月１回開催の応急仮設住宅行政連絡員で構成す

る協議会での情報収集や入居者からの直接のふぐあいの情報などから現場を確認し、速

やかに対処しているところでございます。暴風警報など気象警報発令時は町民の安全安

心の確保のための迅速な対応をこれまで以上に徹底するとともに、応急仮設住宅等の町

管理物の常日ごろからの維持管理、定期的な点検を実施してまいりますので、ご理解を

賜りますようよろしくお願いいたします。 

      次に大綱第３、子育て支援の拡充についてですが、現在町では国の復興交付金基幹事

業である保育所の複合化・多機能化推進事業の活用を図り、町の子育て支援拠点として

保育所に子育て支援センターや児童館の機能を併設した施設を新山下駅周辺市街地に設

置する予定としております。この施設の建設に当たっては、保育サービスの充実を初め、

子育てサークル等が集える場所の確保はもとより、子育て支援にとどまらず地域で子供

を育てるという観点から地域交流、世代間交流の機能も視野に入れ、検討を行っている
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ところであります。 

      ことし４月に子育ての経験や知識を有する方々を中心とした家庭教育支援チームが立

ち上がり、子育て団体の活動が活発になっておりますが、町の事業や他団体の利用のた

め一定施設で定期的な利用日を確保するまでにはいたっておらず、保健センターを中心

に尐年の森や勤労青尐年ホーム、合戦原学堂といった施設の利用調整を行ってきたとこ

ろであります。 

      仮設の子育て支援センターを設置してはどうかとのご提案でありますが、団体からは

「幼児や児童の活動場所として畳やカーペットのスペースを」との要望を伺っており、

現在既存施設の中にそうしたスペースが設けられるよう検討しているところであります。

新たな子育て支援拠点ができるまでの間は、既存の施設のさらなる有効利用や利用調整

により団体が定期的に利用できるよう対応してまいりますので、よろしくご理解を賜り

たいと存じます。 

      なお、子育て支援の拡充のための事業といたしましては、今年度から健やか絵本配布

事業を実施するとともに、今議会においても風疹予防接種費用助成事業を提案している

ところであり、今後とも子育て支援の充実に積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

 ８番（佐藤智之君）はい。３番から再質問させていただきます。 

      ただいまの子育て支援の拡充でございますけれども、「畳やカーペットのスペースを」

との要望を伺っていると。今回新たに、決まった場所で決まった日時で定期的に定例的

に開催できるよう、仮設でもいいからまずはつくっていただきたい、これが今回の要望

の大きな点でございます。確かに近い将来、新山下駅周辺に新しく保育所に子育て支援

センターや児童館の機能を持った施設を設置することとなっておりますけれども、まず

新しく設置する、開設する予定、これは大体いつごろになるのか。まずこれを伺いたい

と思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。現在検討を急いでいるところでございますが、具体的な見通しにつき

ましては、生涯学習課長の方からお答えをさせていただきたいというふうに思います。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい。議員の方からもお話がありましたとおりに、新保育所建設の際

には子育て支援センターを併設したいと考えてございます。時期といたしましては、た

だいまやっと、基本計画なり何なりという部分でございますので……、基本計画の方の

……。 

議 長（阿部 均君）開設時期。開設時期はいつかということです。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい。仮設の支援センターというようなことではございますけれども、

支援センターという意味ではございませんで、活動する場所という形で既存施設の中に

確保したいというふうなことでございます。これにつきましては、保健福祉課と生涯学

習課の中でいろいろ協議してございまして、近々というふうな期間でできるだけ早期の

時期に、ここ数か月といいますか、そういった時期の中でやっておきたいというふうに

考えてございます。場所の方の設置をしたいと考えております。 

 ８番（佐藤智之君）はい。私が聞いたのは、新しくできる新山下駅のその時期ですよ。近々でき

るんだったらこれに越したことないけども。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい。大変申しわけありませんです。聞き違えまして、大変失礼いた

しました。 
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      今のところ、基本計画なり何なりの部分でございまして、めどといたしましては、２

８年度あたりになるのかなというふうなめどの方をつけているところでございます。 

 ８番（佐藤智之君）はい。ただいま課長の答弁で２８年度と。これから３年後ですね。それで、

この３年間待てない、そういう思いがあって、仮設でもいいから支援センターをつくっ

てほしいという要望、中身でございますので、改めて町長、その辺、仮設、本当にプレ

ハブでいいと思います。できないことはないと思いますので、その辺町長の決断次第で

すので、きょうできればこの場で決断をしていただきたいと、このように思いますけれ

ども、どうですか、町長。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどお答え申し上げましたのは、プレハブということじゃなくて、

既設の施設の一角を専用にお使いいただけるような形での今検討を鋭意進めているとい

うふうなことでございますので、そういうことでご理解いただきたいし、若干時間をお

かりしたいというふうに思います。 

 ８番（佐藤智之君）はい。利用者の方々は、既設の設備を使うとなるともともと予定が入ってい

ると。そうなると、決まった曜日に使えない。それで、いろいろ場所を変えなくちゃな

らない、保健センターあるいは合戦原学堂へ行ったり、それとあそこの山寺の尐年の森

に行ったり、非常にその辺のやりくりが大変だと。ですから、できあがる３年間の間、

ちゃんと決まった日時、決まった場所で使える施設が欲しいという中身でございます。

確かに既存の施設を利用してもらうのが一番いいんでしょうけれども、ただ日程がダブ

ったりして思うように使えない、そういう思いですので、その辺、利用者、若いお母さ

ん方の気持ちをぜひ酌んでいただきたい。町長ならばわかってもらえるのではないかと

いう、そういう希望もあって、きょうあえてこのことを取り上げているわけです。もう

一度、その辺。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今、佐藤議員からご指摘いただいたような両団体の諸事情、これにつ

きましては、過般そういう皆さんとじっくりと意見交換する機会もございましたので、

私なりに十分その辺の事情、実態を理解しているつもりでございます。そういうことを

前提に、極力団体としての使い勝手のいい形でのスペースの確保というようなことで今

努力中ということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 ８番（佐藤智之君）はい。もう一度確認しますと、努力中、中ということは、仮設をつくっても

いいという意味ですか。それとも従来どおりの既設の施設を使ってもらいたい、そこか

ら脱皮してもらいたいですね。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。一番最初に申し上げたように、この敷地内にある既存施設の一角にこ

の子育て支援の皆様に専用的に使って多分もらえるようになるんだろうというふうに思

いますけれども、そういうふうな考え方のもとで事を進めているというようなことでご

理解をいただきたいというふうに思います。 

 ８番（佐藤智之君）はい。何ぼやっても堂々めぐりではないかとは思いますけれども、ぜひその

辺、各団体の使いたい日にち、なるべくその意向に沿うように、まずはその辺努力する

という意味でしょうから、まずそこは信頼を申し上げて、次に第２段階で、できればこ

の３年間仮設を建てるような、そんなに金はかからないと思います。その節は補正予算

でぜひとも対応させていただければ、万感の思いを込めて賛成いたしますので、よろし

くひとつお願いいたします。その辺、もう一度町長の決意をお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほど来からご説明している関係、いまいち共通理解にならない部分
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があるみたいですが、仮設としてプレハブということで今整備を念頭に置いているとい

うことではなくて、建物の一角にそういう団体の方に定期的な利用が確保できるような、

そういう形での整備を今急いでいると、整備の検討を急いでいるということでございま

すので、そういうことでご理解をいただきたいと。ですから、改めてまた仮設というふ

うなことを考えなくてもいいように、あとは新市街地のものができるまでそこの中で安

心して利用いただけるようなそういう形を考えているということでご理解いただきたい

というふうに思います。 

 ８番（佐藤智之君）はい。じゃあ、私の聞き違いか勘違いか、じゃあその方向でぜひ検討をお願

いいたします。第３件については以上でございます。 

      それでは、本来の大綱第１の方から再質問をさせていただきます。 

      まず、問１の①健康状態、この中で定期的に医療機関への受診勧奨等を進めながらや

っていると。あるいは健康相談もやっていると。それで、やった実績としてどれくらい

の方々がこの健康相談に参加されているのか。パーセントでもいいです。例えば、３割

の人、あるいは５割の人、その辺の状況はどうですか。 

地域包括支援センター所長（渋谷美智子君）はい、議長。健康相談については各集会所で開催させ

ていただいているんですけれども、人数のとり方としては、全体的に２４年度延べ人数

５５３名の方が相談に見えています。以上です。 

 ８番（佐藤智之君）はい。それで、それは大体仮設に入っている方のどれくらいの割合になるん

ですか。 

地域包括支援センター所長（渋谷美智子君）はい。大体の数で申しわけございませんけれども、１

割程度かというふうに認識しております。 

 ８番（佐藤智之君）はい。１割となると、ちょっと思ったより数値が低いのかなと思いますけれ

ども、この辺もっと受診がふえるように手を打たないと、確かに仮設に行くと、この前

行きましたら日中から私今酒飲んでますとか、そういう場面にもぶつかりました。そう

いうことで、やはり精神的ストレスが相当、前よりも強くなっているなと。その辺は役

場としても掌握されていると思いますけれども、町長、その辺、受診率の向上について

手の打ち方がありましたら、ありましたらより打つべきだと思いますけれども、その辺

どうですか。 

地域包括支援センター所長（渋谷美智子君）はい、議長。健康相談については１割程度ですけれど

も、ほかの場面での健康相談以外に、出てこれない方については訪問部門で訪問をした

りとか、その方の状態に合わせてケアをしておりますので、なかなか問題ケースがある

ようであればぜひ議員さんの方から役場の方に相談していただくように口添えしていた

だければありがたいと思います。以上です。 

 ８番（佐藤智之君）はい。室長からうまく逃げられたようで、私も努めてその辺の情報はわかり

次第お知らせはしますけれども、やはりここは基本は役場ですので、渋谷さん、余り逃

げないようにしてください。 

      次に、（２）番、今すぐにでも出たい気持ちがかなり高率を占めておりますけれども、

その今すぐにでも出たいんだと。ただ、出ても入る場所がありませんので、その思いが

ここにあらわれていると思いますけれども、とにかく１年以内、２年以内でとにかく仮

設を出たいと。この辺を十分意を酌んでいただいて、町長の答弁でも一括発注総合評価

落札方式を採用しているからどんどん早まるんだと、こういう威勢のいい回答をいただ
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いておりますけれども、とにかく目標として２７年度のできる限り早い時期にまで入居

が全て完了したいと、こういう答弁でありますけれども、その辺２７年度でも前半なの

か、後半なのか、中ごろなのか。２７年の４月１日と２８年の３月３１日ではほぼ１年

違いますので、その辺の具体的な日時がもし決まっていれば。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。新市街地の整備あるいは入居ということでございますが、２７年度の

できるかぎり早い時期を今のところ目指しているというようなことで、まだ何月という

ようなところまでのそういう計画のということではないというようなことでご理解をい

ただきたいというふうに思います。 

 ８番（佐藤智之君）はい。次に、（３）の早く土地を買ってもらいたいと。回答の中で約３００筆

の回答を行っていると。あと残りどのくらいの筆数があるのか、もしおわかりであれば。 

震災復興企画課長（本郷和德君）はい。残りの契約の筆数ということでございますけれども、筆と

いう形ではないんですけれども、その筆については今買い取りできる宅地とかそういっ

た部分を今もう精査しているところでございますので、筆数という形ではないんですけ

れども、住まいに関する意向調査というものを昨年夏に行っておりまして、こちらの方々

に全体で２，６２９世帯の方にアンケート調査を行っているところでございます。こち

らの方々から買い取りですとか、移転先ですとか、そういったアンケートをとっている

ところでございますので、世帯数でいけば全体で２，６２９世帯にアンケートをとって

いるということでございます。 

      現在のところは、筆数になりますけれども、３００筆の買収が進んでいて、今ちょう

ど契約会をやっているところでございますけれども、６月１１日から１９日の期間、契

約会、こちらの方々については対象大体約１９０世帯、こちらの方々を対象に契約会を

やっているところでございますので、これからその意向調査等を確認させていただいた

残りの方々への買い取りを順次行っていくというふうな予定をしているところでござい

ます。以上でございます。 

 ８番（佐藤智之君）はい。そうしますと、意向の２，６２９から見るとまだ１割にも満たない、

こういう状況でしょうかね。 

震災復興企画課長（本郷和德君）はい。失礼いたしました。今、意向調査につきましては２，６２

９世帯ということでございましたけれども、買い取りの方につきましては１種、２種の

区域の方が世帯の対象となりますので、そちらの方々については約１，４４０世帯の方々

が対象になるかと思いますので、買い取りの対象世帯では１，４４０世帯ということに

なります。 

      あとは、この３００筆の世帯数につきましては、申しわけございませんが今ちょっと

手元に世帯数の資料がありませんので、申しわけございませんが今は３００筆というこ

とでご回答させていただきます。以上です。 

 ８番（佐藤智之君）はい。それでは、時間も大分、こちらはいっぱいあるんですけれども。 

      家賃が高いのではないかと。先ほど町長答弁の中身、意外と仮設の方々、忘れている

か、あるいは家賃表だけ見て、わあ、高いという印象を持っている場合も想定されます。

それで、やはり仮設に住んでおられる方、あるいはときどきはその辺丁寧に説明してあ

げないと、私も勘違いする場面もありますので、その辺の対応をしっかりと行っていく

ともっともっと理解がふえるのではないか、このように思いますけれども、町長、その

辺対応についていかがですか。 
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町 長（齋藤俊夫君）はい。今、ご指摘いただいた家賃の制度、なかなかこの周知がされないとい

う悩ましい部分があろうかというふうに私も思っております。この家賃の制度の問題だ

けに限らず、町としてはいろんな機会を捉えて広報なり周知に努めているつもりなんで

すが、なかなかやはり皆さんお一人お一人、そのときどきの問題意識が必ずしもタイミ

ングよく共通の問題になっていない部分がございまして、広報をある時期に提供しても

それを見ない、見過ごすというふうな、そういう場面がいろんなところで繰り返されて

いるんだろうというふうに思いますので、しかし、この２年、３年お待ちいただく中で

いろんな場面展開をして、我々もお知らせをしなくちゃない、知ってもわらなくちゃな

いという場面が繰り返されますので、これはやはり時折さまざまな機会を捉えてこの周

知、広報に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 ８番（佐藤智之君）はい。次にホ、集団移転先の選択肢を広げ、住民の意見を尊重してほしいと、

こういう切実なる声を伺っております。この前、町長の方から議長宛てに回答文があり

ました。また、きょうの回答の中に「しかるべき時期に」という文言がございます。こ

れが一番知りたいのですよ。いわゆる、しかるべきとはいつなのか。もう今流行語で言

うと、今でしょうとなると思いますけれども、その辺具体的にお示しをしていただかな

いと、やはり関係者は夜も寝つかれない、このように思いますけれども。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。しかるべき時期、流行に乗って私もそうお答えしたいところでござい

ますけれども、なかなかそういうふうな状況までには町全体としては残念ながらいって

いないというようなことでございます。議長に処理経過をご報告申し上げた中で、処理

経過の一行一行に我々の思いを酌み取っていただければありがたいかなと。そういう中

で、しかるべき時期というものを一定程度ご理解をいただければありがたいというふう

に思っているところでございます。 

 ８番（佐藤智之君）はい。大体災害公営住宅、あるいは新市街地の整備、ここ２年ぐらいである

程度めどがつくと。私の思いとしては、例えばしかるべきとは２年後あたりに返答する、

返答もまた質問にしますけれども、そのように思いますけれども、きょう具体的に例え

ば２年後あたりにとか、もっと早く１年後とか、その辺明示はできないんですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。市街地整備に当たっては、都市計画なり事業認可というふうなことで、

まさに計画的に事を運んでいるわけでございますので、やはりその計画が一定程度固ま

って、こういう形で最終的に入居の戸数を把握できると、動かないと、やっぱりそうい

うふうなことをしっかり我々としても見きわめないとうまくないのかなというふうに思

ってございますので、そういう時期が早く来るようにいろいろと今努力しているという

ようなことで処理経過を報告させていただいたつもりでございます。 

 ８番（佐藤智之君）はい。それで、最後の答弁といいますか、条件整理をしながら検討してまい

ります、こういう答弁をいただきましたけれども、この検討というのはつくるというこ

とで捉えていいですね。要するに、２つの団地に赤坂とそれから大壇、この２か所に必

ずつくってまいりますと、そのように決断されているということで捉えていいんでしょ

うか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。決断をというふうなことも含めて、やっぱり一定のめどがつかないと

なかなかこの問題の最終結論を出すようなまだ状況に至っていないというようなことを

これまでもお話をさせていただいてきたところでございます。よろしくお願いいたしま

す。 
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 ８番（佐藤智之君）はい。まだその辺見きわめないとだめだと、そういう答弁のようですけれど

も、どっちみちやると決めた以上、やはり関係する方々にも一刻も早く安心させる意味

でも、やはりしかるべきとき、いわゆる半年後あるいは１年後、その辺の具体的な時期

に、この件はずっとついて回る最も重要な案件になると思いますので、やはり早い段階

で、できればきょうのこの時点で決断をしていただきたいんですけれども。とにかく当

初、当時の決断からくれぐれも後退しないよう、むしろ難しいこの状況を乗り切って、

最後は町長自身の決断で必ず２団地をつくってまいりますとの決意、きょう語れないで

すかね。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。残念ながら、まだそういう状況、タイミングではないというふうなこ

とでございます。 

 ８番（佐藤智之君）はい。じゃあ、私もこのことを忘れないで、決まるまで追求あるいはしてま

いりたいと思いますので、くれぐれも後退することのないように、きょうは残念ながら

ここでとどめておきますけれども、私も意外と執念深い男ですのでよろしくお願いしま

す。 

      では、あと問２の損害賠償、これは震災以降２０件を数えているんですね。もう今回

も議会に３件ですか。これは専決処分で出されてまいりますので、質疑ができないと。

そういうことで、今回一般質問でやらせていただいておりますけれども、まず道路の辺

で、前に町長はその場面の町長でなかったものでご存じないと思いますけれども、かつ

て４、５年前に道路の状況について郵便局と提携を結んでいるんですよ。郵便配達の人

が日常の集配業務の中で、道路が悪ければその都度役場に連絡すると。それが現在生か

されているのかどうか。生かされていればこういう毎議会ごとに専決処分出てこないは

ずなんだけれども、その辺どうですかね。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。郵便局と提携いたしまして、そのような情報の収

集を続けてはまいりましたが、震災以後は、件数が多いために郵便局の方からの情報が

一様には入ってこなくなりました。震災以前は提携をしておりまして情報をいただいて

おりました。今後は、なお郵便局さんとかあと関連します機関から情報をいただくよう

にしてまいりたいと思います。 

 ８番（佐藤智之君）はい。では、その辺町長の責任において、山元郵便局長、坂元郵便局長とも

う１回よく話し合っていただきたいと思います。震災直後、いろいろああいう極限の状

態でいろいろあったことは確かにわかりますけれども、とにかく多過ぎるんですよ。 

      それと、ひどいのが仮設のスロープ等の議案、これで２回目なんです。幸い２回とも

人身事故がなかったからいいようなもので、これが万が一あの屋根が吹っ飛んで、遊ん

でいた子供の体に落ちたら、それこそ死亡事故ですよ。その賠償たるや大変だと思いま

す。保険に入っているからいいやと、そういう安易な気持ちじゃなく、やはりその辺厳

重にチェックをしていかないと、またスロープの議案については、業者にもう一度厳重

な点検をさせて、場合によってはアンカーをがっちり打ってもらうとかそうでもしない

と、この事故・事件はずっと繰り返すことになります。その間に悲惨な人身事故が起き

たのでは遅いと。その辺、町長のかたい決意を伺います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。仮設住宅での安全管理というふうなことでございますが、ご指摘のと

おりでございまして、物損事故の範囲で今済んでいるというふうな状況でございますけ

れども、本当にこれ以上の大きな被害を出さないような、そういうしっかりとした管理、
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事前チェックを含めての維持管理をしていかなければならないというふうに思っており

ますので、改めてこの辺は肝に銘じながら、行政連絡員の方々との連携あるいは役場内

の関係部署の事前のできるかぎりの対応をしながら、こういう仮設住宅等での事故の抑

制防止というふうなことに十分意を用いて対応してまいりたいというふうに思います。 

 ８番（佐藤智之君）はい。仮設に限らず、あと最初にあった車関係、これは、我々も例えば役場

に来る途中、あるいは日常の町内で走っている途中、道路の状況が悪ければその都度役

場には連絡はするようにしております。そういうことで、職員の方も朝晩、帰りは夜で

暗いからわかりにくいというあれもあるでしょうけれども、せめて通勤途中の間でも、

役場職員いっぱいいらっしゃるわけですから、誰かは気がつくはずですよ。気がついた

職員から順番に森課長の方へすぐ連絡を入れる、あるいは寺島課長の方へ連絡を入れる

とか、そういう体制をつくっていかないと、本当にいつ何どき悲惨な事故に遭うかわか

らない。その辺は町役場総力を挙げてこの事故防止に努めていってほしいと、最後町長

の並々ならぬ決意を聞いて私の質問を終わります。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。町全体としての道路あるいは仮設等々での徹底した安全管理というふ

うなこと、これは、町の行政を担う私も含めた町職員を先頭に、そしてまた町民の方々

にもやはりこの問題意識を共有していただきながら、やっぱり町全体として取り組む必

要があるんだろうというふうに考えておりますので、そうした方向での安全管理対応、

しっかりと対応させていただきたいというふうに思います。（「終わります」の声あり） 

議 長（阿部 均君）８番佐藤智之君の質問を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

本日はこれで延会することに決定しました。 

      本日はこれで延会します。 

      次の会議は６月１４日午前１０時開議であります。 

      皆さん、大変ご苦労さまでございました。 

                午後 ５時４８分 延 会 

     

 


